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医療救護業務記録 

 

１ はじめに 

  平成 23 年 3 月 11 日に発生した「東日本大震災津波」の対応において、県医療推進課では、沿岸部被災地

への応急的な医療提供体制の確保を図るため、発災時から避難所等における他県の医療救護活動が撤収する

までの 7 月 29 日までの間、関係機関との連携による「いわて災害医療支援ネットワーク」の支援体制を構

築し、避難所等への医療救護チームの派遣調整等業務を行った。 

  調整等業務については、通信の途絶や燃料不足により現地情報の詳細な把握が困難な中で、まずは医療の

空白となる地域を作らないことを前提として、日々走りながらの対応であったが、仮設診療所等による医療

提供体制への移行や避難所への閉鎖等に至るまで、概ね大過なく医療救護チームの受入業務を終了すること

ができたことは、関係各位からの協力と、何にも増して現地で医療を支えた関係者の尽力の賜物であった。 

  当該業務の実施に当たっては、反省すべき点が多々あるところであるが、今般、当時の業務の概要につい

て、県行政担当の視点から以下のとおり既存資料などにより取りまとめたところである。 

 

 

２ 被災の概要   ［出典：岩手県地域医療再生計画（H24.2）の記載内容を抜粋、一部修正（数値は直近の数値）］ 

（１）概要 

  平成 23 年 3 月 11 日に発生した三陸沖を震源とする地震は、マグニチュード 9.0 と国内観測史上類を見な

い規模の大地震で、その地震に伴う巨大津波、さらにその後断続的に発生した余震は、本県各地に深刻な被

害を与えた。 

この地震により、本県では、大船渡市、釜石市などで震度 6弱を観測したほか、県内各地で強い揺れを観

測し、地震に伴って発生した津波は、北海道から東北、関東地方の広範囲に及ぶなど、明治 29 年、昭和 8

年の三陸地震津波、昭和 35 年のチリ地震津波を凌ぐ大規模なものだった。気象庁は、この地震を「平成 23

年（2011 年）東北地方太平洋沖地震」と命名し、政府は、この地震による震災の名称を「東日本大震災」と

した。 

この震災による県内の死者・行方不明者は 5,841 人（平成 25 年１月 31 日現在）となっており、本県の人

口の 0.5%、沿岸地域の人口の 2.5%に及んだ。 

また、家屋被害は、全壊・半壊が 24,872 棟（平成 25 年１月 31 日現在）に上り、そのほとんどが津波に

よる被害である。浸水地域の人口は約 8万 8千人で、被災市町村の全人口の約 3割を占めている。 

沿岸地域では、壊滅的な被害を受け集落・都市機能をほとんど喪失した地域のほか、臨海都市の市街地を

中心に被災し、後背地の市街地は残存している地域など、市町村や地域によって被害の状況は大きく異なっ

ている。 

特にライフラインの被害は、県災害対策本部が把握している 大値でみると、全県で停電が約 76 万戸、

ガス供給停止が 9.4 千戸、断水が約 18 万戸、電話不通回線が約 6.6 万回線となり、長期にわたり、大規模

な停電やガソリン等の燃料不足は、食料、医薬品等の必要物資の物流や県民の日常生活に大きな支障を来し

た。 

 

（２）医療提供施設の被災 

  医療提供施設については、本県全体で病院 63 施設、診療所 150 施設、歯科診療所 141 施設、薬局 64 施設
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が被害を受け、本県の病院、診療所、歯科診療所、薬局全体（2,037 施設）の 20.5%に及んだ。特に沿岸部

では、被災した施設が 52.9%に上り、陸前高田市、大槌町及び山田町では、市・町内の医療施設のほとんど

が全壊したほか、気仙、釜石及び宮古、それぞれの保健医療圏の地域病院としての役割を担う高田、大槌及

び山田の 3つの県立病院が全壊するなど、甚大な被害を受けた。 

  また、医師・歯科医師の 9 名が死亡・行方不明（平成 24 年 2 月 1 日現在）となり、薬剤師にあっては 6

名が死亡・行方不明、看護職員にあっても 20 名が死亡（平成 24 年 2 月 1日現在）した。家族や自宅等に被

害が及んだ医療従事者も数多くあり、地域の医療提供体制に甚大な被害があった。 

  主な二次医療圏の被災状況は次のとおりであった。 

 

（ア）気仙保健医療圏 

   気仙圏域には、圏域の中核病院である県立大船渡病院と、地域病院である県立高田病院があり、これら

の公立病院が急性期一般医療を担い、精神医療は県立大船渡病院と民間の専門病院が担ってきた。療養病

床は民間病院のみに設置されてきた。 

   気仙圏域内の病院及び診療所（40 施設）のうち 24 施設が被災し、そのうち元の施設で診療を再開して

いる施設は 13 施設、仮設施設で再開しているのは 5 施設となっている。その他は廃業等が 6 施設となっ

ており、85%の施設の再開が見込まれている。なお、陸前高田市内では、平成 23 年 8 月 7日から岩手県医

師会が仮設施設による高田診療所を開設している。 

   気仙圏域内の歯科診療所（29 施設）のうち 22 施設が被災し、そのうち元の施設で再開している施設は

9 施設、仮設施設で再開しているのは 7 施設となっている。その他は廃業が 3 施設、未定が 2 施設となっ

ており、約 79%の施設が再開されている。 

   気仙圏域内の薬局（30 施設）のうち 19 施設が被災し、そのうち元の施設で再開している施設は 13 施設

となっている。その他は廃業が 4施設、未定が 2施設となっており、約 83%の施設が再開されている。（平

成 25 年 2 月 1日現在） 

 

（イ）釜石保健医療圏 

   釜石圏域には、圏域の中核病院である県立釜石病院と、地域病院である県立大槌病院があり、これらの

公立病院が急性期一般医療を担い、長期療養、精神医療等については、それぞれ民間の専門病院等が担っ

てきた。 

   釜石圏域内の病院及び診療所（26 施設）のうち 21 施設が被災し、そのうち元の施設で診療を再開して

いる施設は 12 施設、仮設施設で再開しているのは 6 施設となっている。その他は、廃業が 3 施設となっ

ており、約 88%の施設が再開されている。 

   釜石圏域内の歯科診療所（24 施設）のうち 17 施設が被災し、そのうち元の施設で再開している施設は

3 施設、仮設施設で再開しているのは 10 施設となっている。その他は、廃業が 4 施設となっており、約

85%の施設が再開している。 

   釜石圏域内の薬局（22 施設）のうち 15 施設が被災し、そのうち元の施設で再開している施設は 11 施設

となっている。廃止は 4施設となっており、約 82%の施設が再開されている。（平成 25 年 2 月 1日現在） 
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（ウ）宮古保健医療圏 

宮古圏域には、圏域の中核病院である県立宮古病院と、県立山田病院があり、これらの公立病院が急性

期一般医療を担い、長期療養、精神医療等については、それぞれ民間の専門病院等が担ってきた。 

   宮古圏域内の病院及び診療所（45 施設）のうち 19 施設が被災し、そのうち元の施設で診療を再開して

いる施設は 12 施設、仮設施設で再開しているのは 4 施設となっている。3 施設は廃止となっており、約

93%の施設が再開されている。 

   宮古圏域内の歯科診療所（36 施設）のうち 19 施設が被災し、そのうち元の施設で再開している施設は

15 施設、仮設施設で再開しているのは 2施設となっている。その他は、再開見込が 1施設、廃業が 1施設

となっており、現時点で約 94%の施設再開が見込まれている。 

   宮古圏域内の薬局（32 施設）のうち 17 施設が被災し、そのうち元の施設で再開している施設は 10 施設、

となっている。その他は再開見込が 1 施設、廃止が 2 施設、未定が 4 施設となっており、約 78%の施設が

再開している。（平成 25 年 2月 1日現在） 

 

 

３ 応急的な医療救護の確保・調整業務について 

（１）業務の分掌  

   県では災害時に、被災地の応急的な医療提供体制の確保に向けて、急性期医療における DMAT の派遣や

避難所等における医療の確保（医療救護チーム、医療機関への支援）などの業務を行うこととして、以下

のとおり、事務の分掌を行っていた。 

［出典：医療推進課災害対応マニュアル抜粋（発災時）］ 

組織グループ 分掌事務 

派遣要請班 

 

① DMAT、医療救護班の派遣の要否の検討、② 統括 DMAT の選任、③ 派遣要

請を行うチーム数、要請先、参集場所についての協議・調整、④ 総括課長

等と協議後、派遣要請（電話、後刻文書）、⑤ 厚生労働省への連絡、⑥ DMAT、

医療救護班の受入れ調整、⑦ 県庁設置の総合調整所に参集する統括 DMAT

の補佐 

医療救護対策

初動グループ 

※1 

 

派遣要請支援班 ①広域災害・救急医療情報システムによる医療施設情報収集 

  緊急情報（発災直後の患者受入可能情報） 

詳細情報（医療機関の機能情報の確認） 

② 医療局及び岩手医大におけるDMAT待機状況の確認（EMIS等による確認）、

③ 災害対策本部及び当該本部支援室に設置される総合調整所からの情報収

集、④ 派遣要請後の DMAT 活動状況の経時的な情報収集 

入院患者等調整班 ①被災医療施設における入院患者の他の医療施設への収容を調整、②重症者

の他の医療施設への広域搬送を調整 

医療救護対策

調整グループ 

※2 医薬品・資機材調達

調整班 

①派遣する医療救護班に必要な医薬品・資機材を調達（健康国保課との調整）
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宿泊所等確保調整班 ①派遣する医療救護班の宿泊所及び食糧等を確保・調整  

防疫・給水・保健活

動班との調整班 

①医療救護班と保健活動班（健康国保課）との調整、②防疫措置、給水措置

に関する指示及び指導 

被害情報収集

グループ※3 

（略） （略） 

    ※1→ リーダー：地域医療推進担当課長、サブリーダー：地域総括、スタッフ：地域、医療担当 

        ※2→ リーダー：感染症担当課長、サブリーダー：感染症総括、スタッフ：感染症、地域担当 

     ※3→ リーダー：医療担当課長、サブリーダー：医療総括、スタッフ：医療、感染症担当 

 

（２）沿岸部の大規模災害を想定した広域災害訓練の実施 

   県では、岩手県災害拠点病院連絡協議会において、平成 21 年度から、近い将来高い確率で起こるとさ

れた宮城県沖地震による津波災害を想定し、広域医療搬送体制や SCU の運用、沿岸部の病院支援の体制を

検討していた。平成 22 年 8 月の県総合防災訓練では、花巻市が訓練会場であったこともあり、広域医療

搬送拠点に指定した花巻空港において広域医療搬送訓練を実施した。訓練の実施にあたり、SCU の設置場

所や救急車の搬送経路、本部の位置、自衛隊機への患者の搬入手順などを確認していたため、今回大震災

津波では、迅速かつ円滑に、SCU の設置や域外への広域搬送を実施することができた。 

 

（３）派遣調整業務の経過 

   今回の「東日本大震災津波」では、地域防災計画などで想定した災害規模を大きく上回り、行政を中心

とした行動計画では対応しきれなかったことから、県内外の関係機関（岩手医大、県医師会など）と連携

しながら、発災当初の DMAT 活動から広域搬送の実施、被災地の避難所等における応急的な医療救護活動

の確保などの活動が行われた。 

   発災当日（3/11）は、 DMAT の調整本部設置及び派遣要請、EMIS による情報収集の着手などを行った。 

   発災後から 1週間程度（～3/19）においては、広域搬送医療拠点の設置や運営（花巻空港への立会など

を含む。）、DMAT 調整本部から「避難所等への医療救護活動」調整本部の機能の移行に向けた検討を進めた。

この間、各 DMAT の撤収の手続きと並行しながら、新たに医療救護チームの派遣要請の手続きへの着手を

進めた。また、この過程で、広範囲にわたる多数の避難所の医療を確保するため、関係機関の連携体制と

して「いわて災害医療支援ネットワーク」を設置し、医療救護チーム等の派遣調整を行ってきた。 

   更に、DMAT 活動後から 4ケ月間程度（～7/29）の間は、被災地の各避難所等における医療救護所活動や

巡回診療等の確保などへの調整業務を行った。この間、医療救護チーム撤収の手続きと並行しながら、代

替的な医療救護チーム体制から「仮設診療所等による医療提供体制」への移行を図るため、その構築に向

けた検討等を進めた。 

医療救護チームによる避難所等での活動の終了まで、主な業務プロセスについては、以下のとおりであ

った。 
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［主な業務プロセス］ 

 区分 主な業務実績 主な課題 

［発災当

日

(3/11)］ 

 

・ 【3/11】県庁災害対策本部内に県 DMAT 調整本部を設置 

・ 【3/11】全国へ DMAT 派遣を要請  

・ 【3/11～】DMAT チーム参集 

・ 【3/11～】広域災害救急医療情報システム（EMIS）による情報収集 

・ DMAT 体制の確保・

差配 

［広域搬

送、DMAT

活動 

 

(3/12 ～

3/19)］ 

 

・ 【3/12】広域搬送医療拠点（SCU）を花巻空港、消防学校へ設置、運営 

・ 【3/12～】DMAT 活動 

・ 【3/15】県内関係機関（医大、医師会等）への協力要請 

・ 【3/15】各県知事あて医療救護活動の派遣要請 

・ 【3/18】花巻 SCU 撤収 

・ 【3/19】消防学校 SCU 撤収 

・ 【3/19】DMAT 活動終了、県 DMAT 調整本部撤収 

→ 県（災害対策本部医療班）へ本部機能を引渡し 

・ DMAT 以降の医療救

護班等への引継体制

・ 本部機能として県医

療本部の組織体制 

・ 各地域における医

療体制づくりのコー

ディネート体制 

［避難所

等におけ

る医療救

護活動 

(3/20 ～

7/29)］ 

・ 【3/20～】いわて災害医療支援ネットワーク設置、運営 

   → 医療救護チームの差配、受入等調整、医療救護班と保健活動班

（心のケア、保健師等）との調整、各種支援対策（特定診療の確保、 

感染症対策等）など。 

・ 【4/13～】関係知事等あて医療救護活動の派遣（継続）要請 

・ 【～7/29】医療救護活動チーム撤収 

・地域毎の医療救護体

制の確保・差配 

・避難所・被災者への

支援対策 

・医療救護から仮設診

療所等への体制移行 

   

（４） 発災直後における DMAT 活動 

   3 月 11 日の発災後、県では同日中に岩手 DMAT のほか全国の DMAT に派遣要請を行い、11 日には岩手

DMAT4 チームのほか、青森県、秋田県など隣県のチームが本県に参集し被災地の災害拠点病院等へ向か

ったところであり、以降 19 日までの間に岩手 DMAT7 チームのほか 29 都道府県から 128 チームが本県に

参集し災害急性期における医療救護活動を実施した。 

   発災後、県庁災害対策本部支援室内に岩手 DMAT 県調整本部を設置し、岩手県全域の病院被災状況や

医療ニーズについて収集した情報を基に、支援の必要な災害拠点病院へ DMAT を派遣、各災害拠点病院

に参集した DMAT は、患者のトリアージ、応急処置などの活動が行われた。 

 

（５） 広域医療搬送拠点（SCU）における活動 

   沿岸部の重症患者や被災病院の入院患者等を内陸部に搬送するため、花巻空港及び岩手県消防学校を

広域医療搬送拠点に指定し、ここに参集した DMAT はヘリ搬送された患者のトリアージ、応急処置を行

った後、内陸部の病院や県外の病院に搬送した。 

沿岸地域からヘリにて花巻空港及び県消防学校に設置した広域医療搬送拠点に搬送された患者数は、

当該拠点を運営していた 3月 12日から 19日までの間で 191 人。このうち県外への搬送患者は 16人で、

自衛隊機等にて北海道、東京及び秋田へ搬送された。 
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（６） 避難所等における医療救護活動 

（ア）チーム受入等の調整、支援 

発災後の救命救急医療に対応した DMAT 体制を引き継ぎ、広範囲にわたる避難所等の医療救護に対応し、

医療の空白地域を生じさせないようにするため、岩手医大、県医師会、日赤、国立病院機構、県医師会、

県医療局、県（医療推進課）を構成員とする「いわて災害医療支援ネットワーク（平成 23 年 3月 20 日）」

を立ち上げ、地域からの要請をもとに連携や調整を図りながら、被災地域への医療救護チームの派遣や医

療機関等への支援を実施するなど、避難所等における保健医療提供体制の確保に努めた。 

「いわて災害医療支援ネットワーク」の運営に当たっては、設立前段階の 3 月 16 日から、関係者によ

るミーティングを県庁内の会議室で開催し、原則 4月中までは毎日、5月中は毎週の月水金、６月中は毎

週 2回程度の開催と、仮設診療所の立ち上げや避難所の閉鎖等のフェーズに並行して段階的な縮小へ至り

ながら、 終開催日の 10 月 17 日までには、延べ 68 回ものミーティングが催された。 

また、発災当初に 6 機関でスタートしたネットワークは、被災地のフェーズに応じて、県歯科医師会、

自衛隊、県看護協会、県立病院医師会、リハビリテーションセンター（理学療法士協会などのリハ関係団

体）、県栄養士会、予防医学協会、国（厚生労働省、内閣府）、県（健康国保課、障がい保健福祉課、精神

保健センター、県警本部など）などの団体が逐次・段階的にミーティングへ参画した。 

ミーティングの内容については、初期の医療救護チームの調整・差配だけに留まらず、日々変化するフ

ェーズに応じながら、①医薬品の供給拠点の確保、②特定診療の確保（巡回歯科診療や口腔ケア活動、巡

回眼科バスや CT 機能の確保等）、③保健活動チーム（保健師や心のケアチームなど）との連携、④各種被

災者への支援（血圧測定、傾聴活動、冬季のインフルエンザ等対策から夏季の熱中症等対策、エコノミー

クラス症候群防止など）、⑤支援物資類の差配、⑥各位提案や通知通達類（医療費等の取扱など）の周知

を行うなど、構成機関内での対策検討・情報共有に努めるほか、開催の都度、いわて情報ハイウェイを活

用し、関係保健所（久慈、宮古、釜石、大船渡）へミーティング資料の提供を行うなど被災地への情報の

提供に努めた。 

 

（イ）医療救護チームの支援実績  

各 DMAT の撤収後から、7 月 29 日に日本赤十字社が陸前高田市から撤収を行うまでの間に、被災地の避

難所等における応急的な医療救護体制の確保として、多くの県内外からの医療救護チームの派遣をいただ

き、県が把握できている数字によれば、県内の医療機関を含め 37 都道府県（532 機関）から 1,471 ものチ

ームが避難所における拠点的な救護所医療や巡回診療の実施、被災地の医療機関への診療支援などを行っ

た。 

チームの派遣元については、本県を含め北海道、青森、秋田、長野、福岡、沖縄県などの各都道府県医

師会 JMAT からの 454 チームをはじめ、日本赤十字社から 302 チームの支援のほか、都道府県庁を直接の

調整窓口とした北海道、青森、千葉、東京、三重、大阪、和歌山、岡山、沖縄県などや、大学病院を調整

の窓口とした秋田大学、自治医科大学などから多くの支援をいただいた。 

特にも、日本赤十字社（発災時～7月 29 日）からは、4ケ月間を越える継続的な支援をいただき、この

ほか、三重県庁（3月 18 日～7月 15 日）や秋田大学（3月 21 日～7月 15 日）から約 4ケ月間、北海道庁

（3月 21 日～7月 1日）や自治医科大学（3月 25 日～7月 1日）などから約 3ケ月間にも及ぶ長期支援を

いただいた。 

なお、 も多い時期には、陸前高田市内への 14 チームを含め、60 チーム（4 月 2 日）が沿岸部の各被

災地の避難所等に入り、地域毎に医療チームのミーティングを行いながら避難所等での医療救護活動を行
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った。発災後から４か月を経過した７月末頃には、被災者は避難所から仮設住宅を中心とした生活に移行

するとともに、医療チームによる、避難所を活動の中心とした巡回診療などの医療提供から、仮設診療所

を設置し、検査機能や専門診療科へのニーズにも対応した医療を提供できる体制への移行が図られてきた

ことから、これまでの避難所を活動の中心とした医療救護は終息し、県外からの医療チームはほぼ撤収し

た。 

  なお、県外からの医療チーム撤収後においても、被災地においては仮設診療所の運営等を支援するため、

県医師会の JMAT 岩手のチームが山田町、大槌町で活動し、さらには県医師会主体による陸前高田市内で

の仮設診療所の運営が現在も行われている。 

 

 （ウ）被災地の医療提供体制の状況 

   ① ［陸前高田市］ 

     陸前高田市では 大で約 16 千人もの避難者があり、主な拠点的な救護所が、高田第一中学校（日

本赤十字など）、米崎地区コミュニティセンター（県立高田病院、三重県、東京都、秋田大学等）、長

部地区コミュニティセンター（北海道）、小友保育園（千葉県、千葉県医師会）、竹駒滝の里会館（福

岡県医師会）、広田小学校（県立中央病院）の中などに設置され、応急的な避難所等における医療救

護とともに救護所を活動拠点とした巡回診療活動などが行われた。 

     県内外からの医療救護チームについては、 も多い時期には 14 チーム（4 月 2 日）が支援に入り、

高田病院仮設診療所の開設(7 月 25 日～)や県医師会への日本赤十字医療救護所（高田第一中学校）の

運営が引き継がれるなど「仮設診療所等による医療提供体制への移行」のほか、避難者の仮設住宅へ

の入居に係る避難所等の順次閉鎖に伴い、7月 29 日の日本赤十字チーム（高田第一中学校）の撤収を

もって支援が終了した。 

市内の応急的な医療救護活動を支える機能として、米崎地区コミュニティセンターを拠点的な医薬

品の供給地として活用されたほか、高田第一中学校に移動 CT 車の配備（大阪府から 6 月 3 日まで貸

与）、特定診療科の確保（岩手医大による眼科診療バスの運行、日本小児科学会などによる小児科医

師の派遣等）などが行われた。 

なお、医療救護チームの受入等（チーム名簿、活動期間、撤収など）に関して、現地との連絡調整

は、主に県本庁と陸前高田市役所（健康推進課）、県立高田病院（院長）との間で行った。 

 

   ② ［大船渡市］ 

     大船渡市では 大で約 6千人もの避難者があり、主な拠点的な救護所が、大船渡地区公民館（岡山

県、自治医科大学など）、末崎地区公民館（自治医科大学など）、リアスホール（日本オリンピック協

会、盛岡医療生協など）、花菱縫製（国保越喜来診療所）の中などに設置され、応急的な避難所等に

おける医療救護とともに、救護所を活動拠点とした巡回診療活動などが行われた。 

     県内外からの医療救護チームについては、 も多い時期には 7 チーム（4 月 2 日）が支援に入り、

被災医療機関の仮設診療所等での医療提供、避難者の仮設住宅への入居に係る避難所等の順次閉鎖に

伴い、7月 1日の自治医科大学チーム（市内巡回）の撤収をもって支援が終了した。 

市内の応急的な医療救護活動を支える機能として、圏域内の中核病院である県立大船渡病院（災害

拠点）に対し、県外からの帝京大学附属病院などによる応援医師の派遣などが行われた。 

なお、医療救護チームの受入等（チーム名簿、活動期間、撤収など）に関し、現地との連絡調整は、

主に県本庁と大船渡市役所（保健課）との間で行った。 
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③ ［釜石市］ 

     釜石市では 大で約7千人超もの避難者があり、主な拠点的な救護所が、鈴子広場（日本赤十字社）、

旧釜石第一中学校（日本赤十字社）、栗林小学校（自衛隊）、大平中学校（富山県、秋田県医師会など）

の中などに設置され、応急的な避難所等における医療救護とともに、救護所を活動拠点とした巡回診

療活動などが行われた。 

     県内外からの医療救護チームについては、 も多い時期には 14 チーム（3月 21 日）が支援に入り、

被災医療機関の仮設診療所等での医療提供、避難者の仮設住宅への入居に係る避難所等の順次閉鎖に

伴い、6 月 18 日の日本赤十字チーム（釜石大槌巡回）の撤収、翌 19 日の災害対策本部（釜石市医師

会）の撤収をもって支援が終了した。 

市内の応急的な医療救護活動を支える機能として、圏域内の中核病院である県立釜石病院（災害拠

点）に対し、県外からの自治医科大学同窓会などによる応援医師の派遣などが行われた。 

なお、医療救護チームの受入等（チーム名簿、活動期間、撤収など）に関し、現地との連絡調整は、

主に県本庁と市災害対策本部（釜石市医師会）、釜石市役所及び釜石保健所との間で行った。 

 

④ ［大槌町］ 

     大槌町では 大で約 6千人超もの避難者があり、主な拠点的な救護所が、城山中央公民館・大槌高

校・寺野弓道場（青森県医師会、長野県医師会、大阪府医師会、沖縄県医師会など）、安渡小学校（日

本赤十字など）、吉里吉里地区体育館（大阪府）の中などに設置され、応急的な避難所等における医

療救護とともに救護所を活動拠点とした巡回診療活動などが行われた。 

     県内外からの医療救護チームについては、 も多い時期には 10 チーム（3月 21 日）が支援に入り、

大槌病院仮設診療所の開設(6 月 27 日～) 等による「仮設診療所等による医療提供体制への移行」の

ほか、避難者の仮設住宅への入居に係る避難所等の順次閉鎖に伴い、6月 18 日の日本赤十字チーム（釜

石大槌巡回）の撤収、翌 19 日の災害対策本部（釜石市医師会）の撤収をもって支援が終了した。 

町内の応急的な医療救護活動を支える機能として、城山中央公民館が拠点的な医薬品の供給地とし

て活用されたほか、特定診療科の確保（岩手医大による眼科診療バスの運行等）、岩手県医師会 JMAT

の支援により、県立大槌病院仮設診療所への支援などが行われた。 

なお、医療救護チームの受入等（チーム名簿、活動期間、撤収など）に関して、現地との連絡調整

は、主に県本庁と市災害対策本部（釜石市医師会）、釜石保健所との間で行った。 

 

⑤ ［山田町］ 

     山田町では 大で約 4千人もの避難者があり、主な拠点的な救護所が、町保健センター・さくら幼

稚園・武徳殿（国立病院機構、北海道医師会、千葉県医師会など）、大沢小学校（和歌山県、日本赤

十字など）、陸中海岸青少年の家（日本赤十字、自衛隊）の中などに設置され、応急的な避難所等に

おける医療救護とともに救護所を活動拠点とした巡回診療活動などが行われた。 

     県内外からの医療救護チームについては、 も多い時期には 10 チーム（4月 2日他）が支援に入り、

山田病院仮設診療所の開設(7 月 4日～) 等による「仮設診療所等による医療提供体制への移行」のほ

か、避難者の仮設住宅への入居に係る避難所等の順次閉鎖に伴い、6月 30 日の和歌山県チーム（町内

巡回）の撤収をもって他県からの支援が終了した。 

     なお、他県からのチーム終了後においても、町内の医療提供体制の確保として、岩手県医師会 JMAT

の支援により、町保健センターにおける休日・夜間の診療が継続された。 

- 8 -



医療救護業務記録 

 

町内の応急的な医療救護活動を支える機能として、山田南小学校が拠点的な医薬品の供給地として

活用されたほか、特定診療科の確保（岩手医大による眼科診療バスの運行等）などが行われた。 

なお、医療救護チームの受入等（チーム名簿、活動期間、撤収など）に関して、現地との連絡調整

は、主に県本庁と山田町災害対策本部、宮古保健所との間で行った。 

 

⑥ ［宮古市］ 

     宮古市では 大で約 6千人超もの避難者があり、主な拠点的な救護所が、グリーンピア三陸みやこ

内に設置されたほか、磯鶏地区（山形県、青森県など）、鍬崎地区（沖縄県など）、津軽石地区（静岡

県）などを中心として、応急的な避難所等における医療救護や巡回診療活動などが行われた。 

     県内外からの医療救護チームについては、 も多い時期には 10 チーム（4月 2日ほか）が支援に入

り、避難者の仮設住宅への入居に係る避難所等の順次閉鎖に伴い、6月 13 日の済生会チーム（町内巡

回）の撤収をもって、避難所等への巡回診療支援は終了した。 

なお、医療救護チームの受入等（チーム名簿、活動期間、撤収など）に関して、現地との連絡調整

は、主に県本庁と宮古保健所との間で行った。 

     また、巡回診療の実施後においても、田老地区の医療提供体制の確保を図るため、グリーンピア三

陸みやこ内に開設された国保田老診療所に対して、日本インターベンション治療学会・循環器治療学

会から応援医師の派遣が継続されており、当該学会と宮古市との間で受入調整が行われた。 

 

⑦ ［その他市町村（洋野町、久慈市、野田村、普代村、田野畑村、岩泉町、住田町）］ 

     その他の沿岸 7 市町村においては、 大で約 1 千人超もの避難者があり、このうち野田村にのみ、

主な拠点的な救護所が、運動公園サンライズスタジアム内（日本赤十字など）に設置され、医療救護

チームによる支援活動が行われた。 

     野田村への県内外からの医療救護チームについては、 も多い時期には 7チーム（3月 21 日）が支

援に入り、3月 24 日の日本赤十字チームの撤収をもって、支援が終了した。 

なお、医療救護チームの受入等（チーム名簿、活動期間、撤収など）に関して、現地との連絡調整

は、主に県本庁から県医師会（郡市医師会）と久慈保健所との間で行った。 

 

（エ）受入等業務のスキーム 

   県内外からの医療救護チームの受入調整について、当担当の業務スキームは次のとおりである。 

   ① 支援の申し出 

     県から全国へ派遣要請を行った結果、申出等のあった医療救護チームについては、その所属の内容

に応じて、日本赤十字内での管理、医師会 JMAT の中での管理、国立病院機構の中での管理、県立病

院への支援は県医療局で管理といったように管理を区分し、当課においては、都道府県庁を直接の窓

口とするもの、及び県へ直接の申し出を行った結果、他機関の管理が困難であった医療機関（大学病

院、学会、総合病院など）を直接の窓口とするものについて調整を行った。 

     支援の申出があった医療救護チームの状況（医療機関、派遣先、待機状況など）については、県を

はじめ、各管理機関内が管理（様式任意）を行い、「いわて災害医療支援ネットワーク」のミーティ

ングにおいて情報共有を行った。 

     なお、医療救護チームについては、被災現地の関係者へ業務の負荷を与えないよう、食料や医薬品

の持参、支援地までの交通手段を自己で手配するなど、自己完結型による対応を原則とした。 
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② チームの受け入れ 

  「いわて災害医療支援ネットワーク」のミーティング等により、支援が決定した医療機関（派遣元）

については、被災地へ赴く前に県庁（9F 会議室）へまず参集いただき、地域医療担当職員が支援にあ

たってのオリエンテーションを実施した。 

  その主な内容は、県災害対策本部資料の提供（道路交通情報、避難状況、ライフラインの状況など）、

現地関係者の連絡先、現地情報の提供依頼などの概要レクを行ったうえで、県全体としてのネットワ

ーク管理に属さない医療機関との差別化を図るうえで、「ネットワーク許可証」や「緊急車両許可証」

を交付した。 

  なお、オリエンテーションについては、各派遣元に対し、初回（第 1次）だけの実施とし、第２次

以降のチーム派遣については、許可証の引き継ぎも含め、チーム内で内容を申し送りするよう依頼し

た。 

 

③ 派遣管理から撤収まで 

  チーム管理においては、派遣元より、派遣計画表（医療機関名、人数、氏名、職種、派遣機関など）

の提供をいただいた都度、ネットワークの内部管理に活用するほか、逐次、ファックス（※メール対

応が困難）や電話等の方法により、被災地の関係者に対し情報の提供を行った。 

  また、派遣元からの連絡事項（現地のニーズ状況、撤収時期の見込みなど）、現地の医療関係者か

らの連絡事項（派遣の継続、薬剤師など特定職種の派遣、チーム数の維持、撤収など）の双方からの

依頼事項について調整業務を行った。 

  特に、撤収時期の決定に当たっては、派遣元からも幾つかの意見が寄せられてくるが、現地の医療

関係者からの意向を判断材料として、 終的に派遣元への通告を行った。 

  おって、本県へ派遣をいただいたチームに対しては、内部管理のデータに基づき、可能な限り知事

名による礼状送付を行った。 

 

   ④ 事務調整上の主な課題 

緊急・暫定的に行った医療救護チームの派遣調整業務について、主な課題は以下のとおりであり、調

整・管理の方法や活動実績の把握などの面において、今後、多くの改善の余地が見込まれる。 

 

    ・ 現地との交通手段が寸断し、情報通信手段に支障が生じていたことや、現地での医療調整のキー

パーソンが不明であったことから、調整担当者が被災地の現状をあまり把握できず、地域毎の医療

ニーズ情報が良く得られないまま、派遣元との調整を行うケースが頻繁であった。現地の情報を的

確に把握し、県本部へ建言し、現地で医療救護チームを差配できるような医療関係者の配置や連絡

パイプの構築が必要と考えられる。 

 

    ・ 県の災害医療支援ネットワーク管理の取組が緒につきはじめた発災当初（特に 3月中）において

は、既に、自発的に DMAT から継続して医療救護活動を現地で継続する機関、一方的に被災地への

派遣を行おうとする機関、県内医療関係者へのツテの申し出などが乱立していた。この間、県全体

のハンドリングが効かず、支援活動の内容が把握できないまま、 終的に撤収に至った医療機関な

ども見受けられる。大規模災害時における県外からの支援を念頭に入れた、DMAT から医療救護への

円滑な移行のための事前の行動計画が必要と思われる。 
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    ・ 初期段階の医療救護チーム派遣調整に当たっては、緊急のニーズへの対応や取り急ぎの調整業務、

基礎的な情報の把握（医療機関名、期間）と、関係者への伝達が精一杯であり、特に、被災地に送

り込んだ医療救護チームの現地での詳細な調整は、地域の医療者に任せるほかない状況であった。

発災初期の繁忙期におけるスタッフの確保の方策を検討しておく必要がある。 

 

    ・ 今回の大震災での 1500 にも及ぶチームの行動結果について、投入された医療資源（職名、人員、

期間等）、患者の受療行動や処方の状況の把握など、今後の災害医療対策に活かすための県全体と

しての統計データを把握し、また、チームからの活動報告（共通フォーマット）の在り方、災害時

カルテデータの抽出など医療救護の活動内容を整理し、災害医療対策の参考としていく必要がある。 

     

・ 災害対応時に課内の職員のほとんどが、様々な内容の電話や応対に忙殺されており、一定の対応

ルールを定め、内容に応じて集約をする部署を確認し、共有しておくことも、今後の課題であると

考えられる。 

      参考として、当課においても、医療救護調整業務と並行しながら、各種支援・調整の申し出、広

域搬送先の確認、避難者等の安否確認、物資提供の申し出、医療関係通知の取扱（医療費、医薬品

など）、各種提言やマスコミ対応（医療体制の状況等）など、多岐にわたる電話相談が寄せられた。 

また、海外から医療支援の申し出が少なからずあり、現地のニーズとの違いにより対応に苦慮し

たことから、あらかじめ、海外からの支援への対応についても内容に応じて考え方を整理しておく

必要がある。 

 

 

４ 医療救護の確保・調整業務に係る主な課題 

  今回の災害応急対応の状況として、全般的に医療救護活動業務で指摘されている主な課題は、以下のとお

りであった。     ［出典：県災対本部資料から抜粋（東日本大震災津波における災害応急対応の状況）］ 

 

（１）発災直後の DMAT 活動（医薬品等の供給を含む） 

   DMAT の参集と運用において、全国から多くの DMAT が参集したこと、通信の途絶により、現地や DMAT、

広域搬送医療拠点との連絡が困難を極めたこと、大規模な津波被害の特殊性により、本来の DMAT 活動時

間（48 時間）を超えた長期的な医療救護活動への対応が必要であったことなどから、DMAT の指揮統制、

調整等が十分に行き届かない状況があった。 

   災害時における長期停電を想定していなかったため、緊急災害時の開業医及び調剤薬局において、停電

及び交通遮断により医薬品及び医療資機材の供給機能に支障が生じた。 

地域防災計画では、市町村から県あて医薬品等の調達依頼を行う計画であったが、通信網の断絶に加え、

役場機能自体が失われた市町村もあったため調達要請が錯綜したことにより、医薬品等の供給が、DMAT

や医療救護班による持ち込みや現地調達、県災害対策本部から卸業協会への発注、被災病院による直接の

発注など、統制されていない複数のルートで実施されたことから、医薬品等の供給が遅れる避難所が生じ

た。災害時の優先給油、緊急車両通行等に係る基準が策定されていなかったため、医薬品等搬送車に対す

る緊急車両通行証の発行及びガソリンの確保に手間取った。 
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（２）広域医療搬送拠点（SCU）における活動 

SCU（広域医療搬送拠点）は医療面では国の DMAT 事務局から派遣された統括 DMAT が指揮をとったが、

県災害対策本部との連絡が通信の途絶により繋がりにくかったこと、自衛隊ヘリ、防災ヘリ、ドクターヘ

リ等派遣主体の異なるヘリが一度に参集し、SCU におけるヘリ搬送に関する派遣主体間の情報共有が不足

していたため、各主体間の調整が十分ではない面があったこと等から運行調整面での課題があった。 

SCU 指揮調整隊の事前の準備がなかったことから、応急処置後の病院への搬送について、消防本部の指

揮調整隊が調整を行ったが人員の確保に苦労した。 

ライフライン断絶時の人工透析患者通院に関する取扱いのルールが整備されておらず、ガソリン不足に

より人工透析患者の透析医療通院の調整が喫緊の課題になったことから、透析医療機関による当番制を導

入し、透析医療を確保した。 

 

（３）避難所等における医療救護活動 

大規模な津波災害時の交通、通信等の麻痺状況を想定した医療活動計画が策定されていなかったこと、

今回のような大規模な津波災害での広範囲にわたる多数の避難所等の医療確保に対応するための医療救

護体制の仕組みが整備されていなかったこと、また、交通、通信等の事情から通信、移動手段、医薬品、

食料品を確保した自己完結型の医療チームが必要であったことから、DMAT に引き続く医療救護体制の構築

まで、1週間程度、DMAT 体制を延長した。 

医療関係機関において、衛星携帯電話等、災害時に強い情報通信手段が不足していたことから、通信の

途絶により、現地からの情報伝達が容易にできなかった。被災地ごとに地域の医療救護を調整する地域医

療コーディネーターが予め設置、指定されていなかった。 

自衛隊の災害派遣活動の初期段階において、医薬品の提供や応急処置のニーズがあったが、医師がいな

かったため対応まで時間を要した事例があった。発災時における被災市町村の機能低下や保健医療スタッ

フの不足など現場のマンパワーが厳しい状況であったことから、避難所での健康チェックの実施等の対応

に十分な連絡調整がなされない面があった。今回の震災規模に対し、各市町村災対本部医療救護班を組織

予定の医師等が被災したため、医療救護班が組織できなかった。 

避難所における感染症対策の事前計画が、消毒等の防疫対策に重点が置かれ、感染症発生動向調査（サ

ーベイランス）、患者隔離等の視点が不足していたため、避難所におけるインフルエンザ、ノロウィルス

胃腸炎、腸管出血性大腸菌感染症等の対応（患者の隔離施設等）が不十分だった。被災地における防疫対

策の事前計画が、大規模災害に対応する計画になっていなかった。また、捜索活動・がれきの除去・防疫

の 3つの活動を、同時にする必要があった。 

捜索活動、がれきの除去、防疫、物資搬送の連携不足があったこと、地域内での医療・保健支援チーム

に関する情報不足があったこと、各市町村地域防災計画上の役割が、実際には範囲が広すぎて実行できな

かったところが多く、例えば、医療救護班の業務として検死等があるが、実際はそのような余力はなく、

支援に当たった警察等が対応した事例もあった。 

避難所における健康把握等のリスクアセスメントや、避難者の健康管理、衛生指導等の仕組みが構築さ

れておらず、衛生面等を考慮したトイレの設置等を規定した避難所運営計画がなく、一部の避難所におい

て、衛生面及びプライバシーが確保されたトイレの設置が不十分であった。 
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５ 課題への主な対応方向 

  応急的な医療救護活動業務の課題に対して、主な対応の方向は、以下のとおりとされ、今後、その改善に

向けた検討や対策を図っていく必要がある。 

［県災対本部資料から抜粋（東日本大震災津波における災害応急対応の状況）］ 

 

（１）発災直後の DMAT 活動（医薬品等の供給を含む） 

  災害発生後早期から、DMAT 調整本部への多くの統括 DMAT の派遣による指揮調整機能の強化、衛星携帯電

話の所持等 DMAT の装備についての見直し及び強化、DMAT 活動の長期化に備えた 2 次隊や 3 次隊の派遣準備

及び装備の見直しなどが必要とされている。 

開業医及び調剤薬局に対する、小型発電機または医療用蓄電池等の設置に対する助成等の措置、災害時に

おける医薬品等供給計画の見直し、給油及び高速道路利用に関する医薬品等搬送車両優先の基準の策定及び

周知徹底などの取組が必要とされている。 

 

（２）広域医療搬送拠点（SCU）における活動 

県災害対策本部からの SCU 情報共有及び連絡調整のための職員の派遣、SCU 指揮調整隊としての職員派遣

についてのルール化、ライフライン断絶時の人工透析患者通院に関する取扱のルール化が必要である。 

 

（３）避難所等における医療救護活動 

大規模災害時における医療救護活動について、全般を調整、支援する連携体制の構築や人工透析、歯科医

療、保健師活動、心のケアなどの保健医療活動各分野での活動計画の策定が求められている。 

被災地への地域医療コーディネーターの配置及び地域の保健医療関係団体との連携体制の構築が必要で

ある。 

拠点となる医療関係機関等における、衛星携帯電話や移動系の防災行政無線器等の情報通信機材の配備、

DMAT 医師等との連携強化、被災地への保健師等の保健医療スタッフ支援の検討などが求められている。 

大規模災害を想定した感染症対策、防疫対策計画、避難所運営マニュアルの見直し（感染症患者の隔離、

予防投薬ガイドラインの周知、避難所リスクアセスメント方法、感染症発生動向調査、必要な衛生資機材の

提供体制、感染症対策チームの派遣等）への取組が求められる。各市町村地域防災計画において、他団体の

連携及び支援を考慮した医療救護班体制の構築、衛生面に考慮した避難所のトイレ設置又はレンタルトイレ

の手配について事前の計画策定などが求められる。 

 

６ おわりに 

  被災地の医療等関係者自らのご尽力をはじめとし、岩手医科大学、県医師会、日本赤十字などの「いわて

災害医療支援ネットワーク」の各構成員や県庁関係課（医師支援推進室、健康国保課、障がい保健福祉課な

ど）等との連携や協力と、現地の医療従事者の奮闘により、基本的には、滞りなく医療救護活動に係る調整

等業務を実施することができた。 

  被災地への支援業務については、医療分野のみに関わらず、各位とも様々な分野や場面を想定し、準備を

する必要があるが、本報告がその一助となることを期待するものである。 
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 ［参考資料］ 

１ P15～  災害の状況について等 ［H23.8.23 付け保健福祉部作成］   

 

２ P17～  県からの協力要請、派遣要請文書（連絡調整の例文を含む） 

◆ 各都道府県知事あて要請 平成 23 年 3 月 15 日付け医推第 1256 号 

「東北地方太平洋沖地震に係る医師等の派遣について（依頼）」 

     ◆ 関係都道府県知事及び関係医療機関等の長あて要請 平成 23 年 4 月 13 日付け医推第 104 号 

「東日本大震災津波に係る医療救護活動の派遣について（依頼）」 

 

３ P36～  いわて災害医療支援ネットワークの運営関係 

◆ H23.3.22 付け「岩手災害医療支援ネットワーク」による医療支援体制について 

       （ミーティング資料、医療救護チームへの説明資料、連絡調整の例文など） 

 

４ P64    地域医療提供体制復興のロードマップ［H23.6.15 付け公表資料］ 

 

５ P65    仮設診療所等による医療提供体制への移行について［H23.6.15 付け公表資料］ 

 

６ P66    今回の震災を踏まえた急性期から中長期にわたる医療提供体制の考え方［厚生労働省資料］ 

 

７ P67～  ＤＭＡＴ活動チーム数関係 

 

８ P69～  医療救護活動チーム数関係・・・（地域別） 

 

９ P77～  医療救護活動チーム数関係・・・（都道府県別、管理機関別） 

 

10 P102～ いわて災害医療支援ネットワーク会議の開催状況 

 

11 P107～ 災害救助法関係・・・ （医療救護班の費用弁償に係る疑義照会等） 

 

12 P134～ 歯科医療救護関係 

 

 

 

 

注）資料中、個人情報保護の観点から個人が特定される記述（例：個人名、携帯電話番号、メールアドレス）は非開示として

います。 
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（参考）医療救護業務
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（参考）医療救護業務
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（参考）医療救護業務
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（参考）医療救護業務

職種
（医師、看護師、他）

氏　　　　名 （医師のみ）診療科 経験年数

衛星携帯番号

車両種類、
ナンバー

活　動　期　間

備　　　考

-22-

　

医療救護班登録票

※現時点では、がれきを避けながら救助活動、救護活動を各機関全力で行っており、危険を伴った
活動となる状況であり、現場と連絡がつかない避難所も多数ある状況です。

　よって、当分の間、被災地での自治体の支援は期待できませんので、被災地内で移動が可能な車
両（氷雪路での走行の可能性あり）での参集し、衛星携帯、活動期間の食糧、薬品、生活必需品等
を持参したいわゆる完結型の医療救護支援が原則となります。

　また、現在は、いわゆるDMATによる救命救急活動から、避難場所での一般医療の他、感染者、
食中毒予防対策や、心のケアを含めた保健医療活動が必要としております。

電話番号、メールアドレス 

担当者名

医療班体制
（職種、人数、

チーム数）

（チーム数）　　　　　　　チーム
（人数）　　　　合計　　　　　　人　　　※表の欄が足りない場合は別紙での報告でも結構で
す。

派遣団体名

参集場所：岩手県保健福祉部医療推進課 

岩手県盛岡市内丸10-1 ℡019-629-5416 

                                  FAX019-626-0837 
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（参考）医療救護業務

（別紙様式）

派遣団体名

担当者名、電話番号、メールアドレス

区分 上旬 中旬 下旬 備考

【記載例】
○

（派遣可能チーム数　１　）
○（～4/20まで）

（派遣可能チーム数　１）
× ○○病院

２３年５月 （派遣可能チーム数　　　） （派遣可能チーム数　　） （派遣可能チーム数　　）

２３年６月 （派遣可能チーム数　　　） （派遣可能チーム数　　） （派遣可能チーム数　　）

２３年７月 （派遣可能チーム数　　　） （派遣可能チーム数　　　） （派遣可能チーム数　　　）

２３年８月 （派遣可能チーム数　　　） （派遣可能チーム数　　　） （派遣可能チーム数　　　）

２３年９月 （派遣可能チーム数　　　） （派遣可能チーム数　　　） （派遣可能チーム数　　　）

２３年１０月 （派遣可能チーム数　　　） （派遣可能チーム数　　　） （派遣可能チーム数　　　）

２３年１１月 （派遣可能チーム数　　　） （派遣可能チーム数　　　） （派遣可能チーム数　　　）

２３年１２月 （派遣可能チーム数　　　） （派遣可能チーム数　　　） （派遣可能チーム数　　　）

２４年１月 （派遣可能チーム数　　　） （派遣可能チーム数　　　） （派遣可能チーム数　　　）

２４年2月 （派遣可能チーム数　　　） （派遣可能チーム数　　　） （派遣可能チーム数　　　）

２４年3月 （派遣可能チーム数　　　） （派遣可能チーム数　　　） （派遣可能チーム数　　　）
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岩手県保健福祉部医療推進課　地域医療推進担当　御中（FAX０１９－６２６－０８３７）

〔回答〕・・・・医療救護班【今後の派遣可能期間（見込み）】

平成２３年　　月　　　日

活動場所：　　　　　　　　　　　　　　　　　（チーム数）　　

岩手県保健福祉部医療推進課  地域医療推進担当 

岩手県盛岡市内丸10-1 ℡019-629-5416 

                                                 FAX019-626-0837 

（記載上のお願い） 

○ 長期の見込みを立てることは極めて困難だと思いますので、現時点

で把握できる範囲で結構ですが、当面、６月末までの見通しまで、できる

だけご報告をいただけると幸いです。 







医 推 号 外  

平成 23 年 3 月 22 日 

 

 記者クラブ 各位 

 

「岩手災害医療支援ネットワーク」による医療支援体制について 

 

 今般の災害に対する医療については、発災当初の救命救急医療を中心としたＤＭＡＴによる活

動から、避難所等における避難者の慢性疾患対応や健康管理といった救護医療へとニーズが移っ

てきていますが、避難所が多数で広範囲にわたるため、これに対応する医療提供体制が必要とな

っています。 

  このため、被災直後から岩手県地域防災計画に基づく医療救護班を編成する主な主体である岩

手医大、県医師会、日赤、国立病院機構、県医療局、岩手県の 6つの機関が連携体制の構築を進

め、ＤＭＡＴが撤収した 3 月 20 日に「岩手災害医療支援ネットワーク」を立ち上げ、地域と調

整を行いながら地域ごとに隙間のない継続的な災害医療の確保に向けた取組を進めていますの

で、お知らせします。 

 

１ 経過 

 (1) 3月 11日に発災した東北太平洋沖地震の被災者への医療については、発災当初は救助者へ

の救命救急医療や、入院の必要な避難患者の内陸部へのヘリ搬送などを本県及び全国から派遣

されたＤＭＡＴにより対応。 

 (2) 発災後、数日経過した時点から救急医療を主体としたＤＭＡＴから、避難者を対象とした

救護医療にニーズが移り始め、ＤＭＡＴに弾力的に救護医療にも対応いただきながら、県内の

医療救護チーム、全国支援チームと随時入れ替えを行ってきている。 

 (3) 避難所が多数で広範囲にわたるため、岩手医大、県医師会、日赤、国立病院機構、県医療

局、岩手県の 6つの機関が連携しながら、地域の災害医療ニーズに応えていく「岩手災害医療

支援ネットワーク」を形成し、避難所への医療チームの派遣、地域医療機関の支援などを行っ

ている。 

２ 運営体制 

(1)  構成主体：岩手医大、県医師会、日赤、国立病院機構、県医療局、岩手県 

(2)  上記の６機関が災害対策本部（県庁４階）に参集し、地域の要請をもとに連携調整を図り

ながら医療チームの派遣、医療機関の支援等を行う。  

３ 役割分担 

(1) 各主体の被災担当地域ごとに医療資源を集約し、同質で継続性のある医療救護を提供する

体制を構築する。 

(2) 各主体は、各自治体等と連携の上、担当地域の継続的な医療救護の提供及び担当地域内の

医療ニーズの情報をネットワーク会議に報告し、調整のうえ必要な対応を行う。 

(3)  医療救護支援のケース 

ア 巡回診療型（参集拠点から各避難所を巡回して診療） 

イ 避難所滞在型（避難住民が多く、宿泊・診療スペースがある避難所に滞在して診療） 

ウ 後方支援型（災害拠点病院等での被災者の診療）    

４ 活動状況 

  3 月 22 日現在、医療救護班約 44 チームが巡回診療、避難所滞在などの活動を展開中   

担当：保健福祉部医療推進課 

佐々木 内線：5416 
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○医療救護体制について 

 

１ 運営体制 

(1) 岩手医大、県医師会、日赤、国立病院機構、県医療局、岩手県 

(2) 基本的には以下の役割分担としつつ、上記の６機関が災害対策本部（県庁４階）に参集し、

連携・調整を図りながら運営する。  

団体名 主な役割 備 考 

岩手医大 派遣コーディネート、医大チーム調整、後方医療

体制の確保 

 

県医師会 各県医師会からの要請調整、医師会チームの調整  

日赤 日赤チームの調整  

国立病院機構 国立病院チームの調整  

県医療局 県立病院チームの調整、後方医療支援の確保  

岩手県 全体調整、派遣状況の管理、行政情報収集提供  

 

２ 医療救護活動 

(1) 県内参集拠点 

岩手県保健福祉部医療推進課経由→各保健所 

(2) 各圏域の参集拠点 

ア 地元市町村の指定する参集拠点 

イ 県立病院（大船渡、釜石、宮古、久慈） 

(3) 地域でのコーディネート役 

ア 各保健所（大船渡、釜石、宮古、久慈）及び市町村 

イ 各保健所が所管地域の市町村と連絡を取りながら、避難所の状況、医療救護のニーズ

を把握し、医療推進課に定期的に情報を提供する。 

ウ 医療推進課は、各保健所からの情報を元に、上記６機関会議で対応を検討し、具体的

な医療救護体制の調整や医療班の派遣地域を決定する。 

エ 派遣の要請を受けた医療班は、最初に県庁医療推進課に参集し、打合わせの後、指定

を受けた地域を管轄する保健所又は市町村に参集する。 

オ 保健所及び市町村の指示により市町村参集拠点、避難所、県立病院等において診療を

開始する。 

カ 保健所及び市町村は医療救護班の活動状況を把握し、必要に応じて医療推進課に要請

を行い、医療推進課は支援の調整を行う。 

※岩手医大、日赤、国立病院機構の担当分を除く。 

(4) 医療救護支援のケース 

ア 巡回診療型（参集拠点から各避難所を巡回して診療） 

イ 避難所滞在型（避難住民が多く、宿泊・診療スペースがある避難所に滞在して診療） 

ウ 後方支援型（災害拠点病院等での被災者の診療支援）     

３ 運用方式 

(1) １の各主体ごとに被災の大きい一定の地域をテリトリーとして医療資源を集約し、同質で継

続性のある医療救護を提供する体制とする。 

(2) 各主体は、担当地域の継続的な医療救護の提供及び担当地域内の他の医療チームとの連携を

行う 

主な被災地区 担当 備考 

大船渡地区 岩手医大、県医療局  

陸前高田地区 日赤  

釜石地区 日赤  

大槌地区 岩手医大  

山田地区 国立病院機構  

宮古・田老地区 岩手医大、県医療局  

久慈・野田地区 岩手医大、県医療局  
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岩手県災害対策本部内「医療対策班」運営要領 

                （災害医療支援ネットワーク） 

 

 岩手県災害対策本部内に、被災地における医療救護活動を統括する医療対策班（「災

害医療支援ネットワーク」）を設置し、下記により運営する。 

 

１ 設置場所 

  岩手県災害対策本部内（県庁４階） 

 

２ 構成組織 

  岩手県医師会、岩手医科大学、日本赤十字社岩手県支部、医療局、岩手県保健福

祉部（医療推進課）、その他関係者 

 

３ 活動時間 

  7：00～24：00（その他時間帯は岩手県医療推進課で対応） 

 

４ 主な活動内容 

 (1) 被災各地域における医療ニーズ、医療救護班派遣拠点等の情報把握 

 (2) 全国からの医療救護班派遣協力申出に関する全体調整 

  （基本的な役割分担） 

   ・ 岩手県医師会…医師会関係、個人による協力申出 

・ 岩手医科大学…大学病院関係 

・ 日本赤十字社岩手県支部…日赤救護班関係 

・ 岩手県保健福祉部医療推進課…上記以外 

 (3) 医療救護班の派遣に関する全体調整（上記(2)の役割分担に基づき実施） 

 (4) 医療救護班の活動状況等の情報把握に関する統括（上記(2)の役割分担に基づき

実施） 

 (5) 派遣中の医療救護班に対する各種情報提供 

 (6) 被災地域からの緊急搬送要請への対応、そのための消防、自衛隊等関係機関と

の密接な協力 

 (7) その他被災各地域における医療活動に関すること 

 

５ 活動期間 

  別途定める 
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■拠点救護所 設置箇所                           〔H23.5.2現在〕                                                         

NO 地域区分 拠点箇所（案）    主配置機関（予定） 備 考  

1 陸前高田市 

 

高田第一中学校 日赤  

2 長部地区コミュニティセンター 北海道大、浜松市  

3 米崎コミュニティセンター 医療局、三重大、秋田大、 

東京都、医師会 

 

4 東部地区ﾃﾞｨｻｰﾋﾞｽセンター 千葉県、鳥羽医院  

5 竹駒地区（滝の里会館） 医師会（聖マリア病院） 下矢作地区（巡回） 

6 二又地区 国保二又診療所  

7 広田地区（広田小学校） 国保広田診療所  

8 大船渡市 大船渡地区公民館 自治医科大学  

9 リアスホール 盛岡医療生協  

10 花菱縫製 国保越喜来診療所  

 末崎ふるさとセンター （自治医科大学） 巡回 

 赤崎・蛸浦地区 （盛岡医療生協） 巡回 

11 綾里地区 国保綾里診療所  

12 吉浜地区 国保吉浜診療所  

13 釜石市 

 

鈴子広場救護所 日赤  

14 旧釜石第一中 日赤  

15 栗林小学校 自衛隊  

16 大槌町 

 

中央公民館（城山） 医師会  

17 大槌高校 医師会  

18 寺野体育館 医師会  

19 上町ふれあいセンター（大槌病院） 医療局 仮設診療所 

 安渡小学校 （自衛隊） 巡回 

 吉里吉里地区 （大阪府立病院機構） 巡回 

20 山田町 

 

山田町保健センター 医師会  

21 旧山田病院 医療局、近藤医院  

 大沢地区（大沢小学校）  巡回 

22 織笠地区（山田高校） 日赤  

23 舟越・大浦地区（青少年の家） 日赤  

 豊間根地区  巡回 

24 宮古市 

 

田老地区（グリーンピア） 地域医療チーム(国保田老診療所他)  

25 磯鶏地区 青森県  

26 崎山地区 札幌医大  

27 重茂地区 静岡県  

 





避難所におけるインフルエンザ，ノロなどの感染対策の暫定方針 

 

１．現場救護班は，診断名ではなく，重傷度に基づいて入院適応を判断し，入院要請する． 

２．入院は，要請を受けた後方病院の判断を尊重し，新型インフルエンザと同様，高度脱水，肺炎，

脳炎などを入院適応とする． 

３．入院適応の判断とは別に，真性のノロあるいはインフルエンザは．各避難所で診断キットを用い

て分離し，隔離する． 

４．避難所では，隔離室を設ける． 

５．現場の隔離室は保健室などとし，不足の場合は予防投与クラスターごとに他の避難者と２ｍ以上

離すか，段ボールなどで区分する． 

６．隔離期間は．24時間の無熱（目安 37℃未満）確認後，３日目までとし，従前の場所に復帰とする．

（＊足かけ４日，タミフル５日分処方とすると，ほぼ飲みきりで復帰となる．） 

７．半径２ｍ以内で常時接していた人に，タミフル予防投与を行う． 

８．100名以上が避難している施設では，面会等のアクセスを制限を指導する． 

９．ワクチンは自衛隊員など，近接して行動する集団以外は接種作業のための医師確保を考えると現

実的ではなく，副反応のリスクを考えると現時点では推奨されない． 

１０． インフルエンザ診断キットをインデックスケース（クラスター中の初発例または典型例）に

施行する． 

１１． ノロのキットは岩手医科大学感染対策室に保管しており，配備されていない診療拠点に順次

提供可能である．現場救護班は岩手災害医療支援ネットワーク本部に必要数を要求する． 

また，タミフルについては現地の保健所も保管しており，使用可能である． 

 

 

 

避難所サーベイランス（抜粋） 

 
● 6月 1日の概要 

   ‐ 25施設から報告（陸前高田 5、大船渡市 6、釜石 4、大槌 4、山田 4、宮古 2） 

    ‐ 避難者数 2879名（うち 5歳未満 74名） 

   ・急性呼吸器症候群 28名 

     ＊高田第一中学校 25名、長部症・コミセン・長部保育園 2名、城山体育館 1名 

   ・急性胃腸症候群 8名 

     ＊高田第一中学校 7名、釜石観光センター1名 

   ・急性発疹・粘膜・出血症候群なし 

   ・急性神経・筋症候群 1名（昨日に続いて高田第一中学校からもう一例か） 

   ・インフルエンザ様疾患 1名（サンビレッジ高田） 

 

● 5月 31日の概要 

 ‐ 19施設から報告（陸前高田 6、大船渡市 6、釜石 1、大槌 4、山田 6、宮古 0） 

   ‐ 避難者数 2872名（うち 5歳未満 42名） 

・急性呼吸器症候群 40名 

＊高田第一中学校 25名→23名（2名がインフルエンザＢと判明したため）、安渡小学校

7名、長部症・コミセン・長部保育園 4名、広田小学校 2名など 

・急性胃腸症候群 11名 

  ＊高田第一中学校 7名、寺野弓道場 3名 

・急性神経・筋症候群 1名（高田第一中学校）→医療機関に搬送、検査中 

・インフルエンザ様疾患 1名→3名（安渡小学校 1名、高田第一中学校 2名） 

  ＊高田第一中学校の→修正情報は、ＩＣＡＴメンバーが現地で支援活動中の日赤のメンバ

ーへの聞き取り調査に基づくものです。  
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【各医療救護班の皆様】岩手県における医療救護班の派遣体制について 

 

 岩手県における被災地への医療救護班の派遣については、現地における受入時の混

乱を避けるため、関係団体により構成する「医療対策班（災害医療支援ネットワーク）」

において調整し、派遣先等を決定することとしています。 

 

 

１ 医療対策班（災害医療支援ネットワーク） 

 【構成機関】岩手医科大学、岩手県医師会、日本赤十字社岩手県支部、国立病院機

構、岩手県医療局、岩手県（保健福祉部医療推進課） 

 【設置場所】岩手県災害対策本部（県庁４階） 

 

２ 医療救護班の派遣手続き 

  医療救護の協力をいただける方 

        ↓電話、ＦＡＸ等 

  医療救護班としての登録 

   【受付窓口】岩手県医療推進課  ＴＥＬ019-629-5416・5415 

                   ＦＡＸ019-626-0837 

         （岩手医大、県医師会、日赤、国立病院機構等で個別に対応して

いるものを除く） 

        ↓ 

  医療対策班（災害医療支援ネットワーク） 

    ① 各被災地域（市町村・病院・保健所等）のニーズを踏まえた派遣調整 

    ② 各医療救護班への連絡 

        ↓ 

  医療救護班が県庁に参集 

   【参集先】岩手県医療推進課（岩手県盛岡市内丸 10-1 県庁９階） 

    ① 派遣地域の指定 

    ② 活動許可証の交付 

    ③ 留意事項等の説明 

        ↓ 

  医療救護班が現地へ出発 

    岩手県医療推進課での説明時に指示のあった参集拠点を訪問し、担当者の指

示に従いながら活動開始。 

 

３ その他 

・ 交付した活動許可証は返却する必要はありません。 

・ ガソリンや宿泊場所等の手配はできかねる状況ですので留意願います。 

 

 

 

 

担当 医療推進課 地域医療推進担当 

ＴＥＬ 019-629-5415・5416 

ＦＡＸ 019-626-0837 

○ 受入調整、管理 
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【各医療救護班の皆様】医療救護班の活動報告について 

医療推進課 地域医療推進担当 

 

本県における医療救護活動へのご協力に感謝申し上げます。 

 各地域における医療救護班の活動状況を把握するため、下記により活動状況の報告を

お願いいたします。 

 

１ 報告時期 

 (1) 当初予定していた活動内容（活動場所、期間等）に変更を生じたとき 

 (2) 活動を終了するとき（引継ぎ等の円滑化のため、活動終了予定の前日に報告を

入れてください。） 

 

２ 報告内容 

 (1)の場合…活動内容変更の具体的な内容（活動場所、期間等） 

 (2)の場合…活動地域の状況・引継ぎにあたっての留意事項（その後に入る救護班に

事前に伝達しておくべき事項等） 

※ その他、活動にあたって調整を要する事項が生じた場合は、随時ご相談願いま

す。 

 

３ 報告先 

  原則として活動地域を管轄する保健所へ電話報告願います。 

活動市町村名 報告先 電話番号 

久慈市、洋野町、野田

村、普代村 

久慈保健所 

（久慈市八日町１－１） 

0194-53-4987 

宮古市、山田町、岩泉

町、田野畑村 

宮古保健所 

（宮古市五月町１－20） 

0193-64-2218 

釜石市、大槌町 釜石保健所 

（釜石市新町６－50） 

0193-25-2702 

大船渡市、陸前高田市 大船渡保健所 

（大船渡市猪川町字前田６－１） 

0192-27-9913 

 

  もし、保健所への連絡がとれない場合には、下記へ電話報告願います。 

    県庁医療推進課地域医療推進担当  ＴＥＬ 019-629-5415・5416 

 

【各保健所担当の皆様へ】 

  お手数ですが、各医療救護班からの報告内容を医療推進課まで報告願います。 

○ 受入調整、管理 







岩手県災害対策本部内「医療対策班」（災害医療支援ネットワーク） 

での対応について 

Ｈ23.3.21 医療推進課 

 

 活動内容は、電話等での相談あるいは本部内外から寄せられる照会等に対応するこ

と、または個々の担当に割り振ることになります。下記一覧では対応できないものも

多いと思いますので、医療推進課職員等と相談しながら対応をお願いします。 

 

Ｎｏ 相談内容 対応方針・連絡先等 

１ 被災地での医療救護活動に参加したい。（都

道府県や病院などチーム単位での申出の場

合） 

医療推進課へ（地域医療推進担当） 

 内線 5416か 5415 

２ 被災地での医療救護活動に参加したい。（個

人としての申出の場合） 

岩手県医師会へ（千葉統括部長） 

 電話 019-651-3399 

３ 被災地域からの患者搬送をお願いしたい。

（県立病院から） 

医療局災害対策本部へ 

 内線 6311 

４ 被災地域からの患者搬送をお願いしたい。

（県立病院以外から） 

相手方から必要事項（「どこからどこへの搬送か

（相手方との調整は済んでいるのか）」「患者の状

況は（人数、症状、歩行可能か）」「いつ、どこに

行けばよいか」「連絡担当」等）を聞いて、災対

本部内の消防担当等と調整 

５ 【各地域の医療救護班から】現在の活動状

況等を報告します。 

状況を聞き取り、内容をボードに書き写す等の手

段で関係者間の情報共有を図る。 

（在籍していれば、医大の高橋先生や秋富先生等

に受けてもらったほうがよいと思います。） 

６ ○○がヘリで花巻空港に搬送されたと聞い

たのですが、その後どこに行ったのですか。 

医療推進課へ（地域医療推進担当） 

 内線 5414か 5415 

７ 医薬品や医療資器材の供給をお願いした

い。 

健康国保課へ（薬務担当） 

 内線 5467 

８ 【企業から】医療資器材を提供できる。 地域福祉課へ（生活福祉担当） 

 内線 5421・5422 

９ 【マスコミから】医療救護班等の活動状況

について教えてください。 

医療推進課へ 

 佐々木担当課長（内線 5416）か野原総括課長

（内線 5475）に対応を依頼。 

 

 

○ 受入調整、管理 
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医療救護班の派遣状況確認用データ（Ｈ23.6.15時点）

職種 氏名 職種 氏名 職種 氏名

1 （長野県） 市立大町総合病院
釜石
（小白浜愛恵会、本郷コ
ミュセン等）

医師１
看護師２
業務調整員２

2

3

4 （長崎県） 長崎市立市民病院 釜石

5 石川県
石川県済生会金沢
病院

陸前高田

3/19

派遣先

3/183/17

医師
看護師
事務

№ 都道府県名
連絡先

（登録票連絡担当）

大阪市
大阪市病院局総合
医療センター

釜石
（栗林小、上栗集会所等）

チーム名

医師
看護師
調整員
ドライバー

医師
看護師
薬剤師
事務
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岩手県 DMAT調整本部 活動記録報告 

 

≪DAMT参集状況（total数）3月 11日発災～3月 19日≫ 

チーム数 総人数 医師 看護師 調整員

岩手県DMAT調整本部 20 70 39 50 34

岩手花巻空港 32 123 26 28 16

その他 3 10 4 4 2

合計 55 203 69 82 52
 

 

≪本部活動メンバー≫ 

3月 11日 秋冨、真瀬 

3月 12日 秋冨、真瀬、近藤 

3月 13日 秋冨、真瀬、中込、近藤 

3月 14日 秋冨、真瀬、大野、中込 

3月 15日 秋冨、真瀬、大野、中込 

3月 16日 秋冨、真瀬、大野、中込 

3月 1７日 秋富、大野、本間、涌嶋 

3月 18日 秋富、大野、本間、富岡、涌嶋 

≪活動概要≫ 

発災～３月１７日くらい 

3/11、14:46発災後、岩手県庁災害対策本部内に岩手県 DMAT調整本部設置。 

   16;48全国の DMATに派遣要請あり。 

   広域災害救急医療情報システム（EMIS）を用い、岩手県全域の病院状況の調査、各 DMAT の活動、

移動状態を把握し岩手県に参集する DMATの情報取集をした。 

   病院支援の必要な施設の必要性について優先順位を決め、参集した DMATを適切に配置した。 

   各病院に参集した DMATは病院支援としてトリアージ、応急処置と搬送の優先順位を決め搬送解除を

行った。 

   また広域医療搬送の必要性を検討し、岩手花巻空港、岩手県消防学校に広域搬送医療拠点（SCU）を

設置した。航空搬送必要な傷病者は、SCUを活用し搬送した。 

各 DAMT の活動場所、状況、医療ニーズの必要性を EMIS で随時把握し各 DAMT を指揮、再配置し

た。 

各避難所において、被災者の健康状態把握、診察を行い医療救護班への引き継ぎの準備を行った。 

３月１７日～撤収 

   超急性期以降の医療体制の引き継ぎの検討、岩手県内の病院入院患者で転院の必要性について再検討し

た。そして DMATから医療救護班、保健所、自治体、医師会への引き継ぎ体制の構築を検討した。 

   本部機能として岩手県医療本部の組織作り、また各地域における医療体制つくりのコーディネーション

を行った。 

   3/19、15:46 岩手県内の DMAT に対するニーズは収束したものと判断し、岩手県内で活動していた全

DMATが撤収し、岩手県庁における DMAT調整本部活動を撤収。 



本県で活動した各都道府県ＤＭＡＴチーム一覧表

都道府県名 チーム数

・旭川医科大学病院 ・砂川市立病院

・北海道医療センター ・手稲渓仁会病院

・札幌医科大学附属病院 ・旭川赤十字病院

・八戸市立市民病院DMAT ・青森県立中央病院DMAT第1チーム

・十和田市立中央病院DMAT ・青森県立中央病院DMAT第2チーム

・弘前大学医学部附属病院 ・青森県立中央病院医療支援チーム（DMAT)

・五所川原市立西北中央病院

・平鹿総合病院ＤＭＡＴ ・雄勝中央病院DMAT

・秋田県立脳血管研究センターDMAT ・仙北組合総合病院DMAT

・山本組合総合病院DMAT ・秋田大学医学部附属病院DMAT1

・秋田組合総合病院DMAT1 ・秋田大学医学部附属病院DMAT2

・秋田組合総合病院DMAT2 ・由利組合総合病院DMAT

茨城県 ・茨城西南医療センター病院DMAT 1

群馬県 ・国立病院機構　沼田病院　沼田ＤＭＡＴ ・群馬大学医学部附属病院DMAT 2

・埼玉医科大学国際医療センター　チーム1 ・独協医科大学越谷病院　チーム1

・自治医科大学附属さいたま医療センター　 ・川口市立医療センター　DMAT・チーム2

千葉県 ・君津中央病院DMAT　 ・千葉大学医学部附属病院DMAT3 2

東京都 ・東京医科歯科大学医学部附属病院　 1

・横浜労災病院DMATチーム ・北里大学病院　チーム2

・神奈川ＤＭＡＴ藤沢市民病院1 ・横浜市立大学附属市民総合医療センターDMAT

・神奈川ＤＭＡＴ藤沢市民病院2 ・平塚市民病院DMATチーム

・村上総合病院DMAＴチーム ・新潟大学医歯学総合病院ＤＭＡＴチーム

・新潟県立新発田病院 ・済生会新潟第二病院ＤＭＡＴ

・下越病院DMAT

富山県 ・黒部市民病院DMAT ・富山大学附属病院DMAT 2

山梨県 ・富士吉田市立病院DMAT 1

石川県 ・金沢大学附属病院チーム ・石川県立中央病院 2

・国立病院機構長野病院DMAT ・信州大学DMAT1（信州大学医学部附属病院）

・諏訪赤十字病院 ・信州大学DMAT2（信州大学医学部附属病院）　

・伊那中央病院DMAT ・社会医療法人財団　慈泉会　相澤病院DMAT隊　第1班

・飯田市立病院DMAT ・社会医療法人財団　慈泉会　相澤病院DMAT隊　第2班

・長野県立木曽病院DMAT ・市立大町総合病院DMAT1

岐阜県 ・岐阜県総合医療センター ・岐阜大学医学部附属病院 2

・愛知医科大学病院　ドクターヘリチーム ・名古屋掖済会病院

・名古屋第二赤十字病院　

・大津赤十字病院 ・滋賀医科大学医学部附属病院ＤＭＡＴ

・彦根市立病院 ・公立高島総合病院

・大津市民病院 ・近江八幡市立総合医療センター

・国立京都医療センター ・公立南丹病院

・京都市立病院

・国立病院機構　大阪医療センター ・大阪府立泉州救命救急センター

・大阪府立急性期・総合医療センター　 ・近畿大学医学部附属病院　チーム1

・大阪府立中河内救命救急センターDMAT ・近畿大学医学部附属病院　チーム2

・大阪府済生会　千里病院　DMAT1 ・関西医科大学附属枚方病院1

・大阪警察病院DMAT ・関西医科大学附属枚方病院2

・大阪市立大学医学部附属病院　第2次ＤＭＡＴ ・市立堺病院DMATチーム1

・大阪大学医学部附属病院 ・大阪府三島救命救急センター

・関西医大Ａチーム（関西医科大学附属滝井病院） ・大阪市立総合医療センター

・兵庫県災害医療センターDMAT ・神戸市立医療センター中央市民病院DMAT1

・兵庫県災害医療センターDMAT2 ・神戸市立医療センター中央市民病院DMAT2

・国立病院機構　姫路医療センターDMAT ・西脇市立西脇病院DMATチーム

・神戸大学医学部附属病院DMATチーム1 ・赤穂市民病院DMATチーム

・神戸大学医学部附属病院DMATチーム2 ・兵庫県立加古川医療センターDMAT

・兵庫医科大学病院 ・兵庫県立姫路循環器病センターDMAT

・兵庫県立柏原病院DMATチーム

・奈良県立医科大学附属病院　DMATチーム2 ・市立奈良病院DMAT

・奈良県立奈良病院DMAT

・県立医科大学附属病院DMAT ・橋本市民病院DMAT

・公立那賀病院DMAT

鳥取県 ・鳥取大学医学部附属病院チーム1 ・鳥取大学医学部附属病院チーム4 2

島根県 ・日本赤十字社島根県支部　益田赤十字病院ＤＭＡＴ 1

・岡山県済生会ＤＭＡＴチーム（岡山済生会総合病院） ・倉敷中央病院ＤＭＡＴ1班

・川崎医大ＤＭＡＴ1（川崎医科大学附属病院）　 ・津山中央病院ＤＭＡＴチーム

・山口県立総合医療センター ・全社連　綜合病院　社会保険　徳山中央病院
・独立行政法人国立大学病院機構　山口大学医学部附属病院 ・独立行政法人　国立病院機構　関門医療センター

・徳島県立中央病院DMAT① ・健康保険鳴門病院DMAT

・徳島県立中央病院DMAT② ・医療法人倚山会　田岡病院DMAT

・徳島赤十字病院DMAT ・徳島県立三好病院DMAT

高知県 ・高知医療センターDMAT ・国立病院機構高知病院DMAT 2

宮崎県 ・都城市郡医師会病院DMAT 1

合　計 128

チ　ー　ム　名

北海道 6

青森県 7

秋田県 10

埼玉県 4

神奈川県 6

新潟県 5

長野県 10

愛知県 3

滋賀県 6

京都府 3

大阪府 16

兵庫県 13

山口県 4

徳島県 6

奈良県 3

和歌山県 3

岡山県 4
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c
)

(C
/
c
)

(D
/
d)

(D
/
d)

○
総

括
表

　
避

難
所

・
地

域
/
医

療
救

護
Ｔ
/
期

日

１
　

避
難

所
の

状
況

２
　
医
療
救
護
チ
ー
ム
数
の
変
遷

市 町 村

救 護 所
主

な
拠

点
救

護
所

避
難

者
数

の
状

況
 (

単
位

：
人

）

区
分

活
動
時
点
及
び
チ
ー
ム
数
　
（
単
位
：
チ
ー
ム
数
）

備
考

（
撤
収
時
）

４
月
(b
)

©
５
月

６
月
(d
)

陸 前 高 田 市

小
　

　
計

1
,7
2
9

6
,9
9
1

2
,0
7
9

3
/
2
3

現
在

(A
)

4
/
1
7

現
在

(B
)

大 槌 町

小
　

　
計

左
記

の
内

訳
３
月
(a
)

左
記

の
内

訳
5
/
2
4

現
在

©

左
記

の
内

訳
6
/
2
1

現
在

(D
)

大 船 渡 市

小
　

　
計

釜 石 市

小
　

　
計

1
2
,4
0
2

8
,7
2
0

7
,5
8
4

5
,1
8
2

2
,9
3
8

2
,2
4
4

合
　

　
計

1
2
,1
8
8

1
6
,0
9
6

3
,6
9
4

山 田 町

小
　

　
計

宮 古 市

小
　

　
計

そ の 他

小
　

　
計

9
5
1

1
,1
2
8

1
1

0
～

7
/
2
9

6
,4
7
0

6
,5
2
1

3
,3
1
4

3
,2
0
7

3
,3
8
0

1
,0
9
3

1
3

1
3

4

8
2

1
1

1
1

1
1

9
1
1

1
4

2
,2
8
7

1
,4
3
7

7
2
2

7
1
5

1
0

0
～

7
/
1

9
4
6

6
9
4

2
1

7
7

5
5

3
3

2
,8
6
2

1
,7
0
6

1
,1
5
6

1
,6
4
0

0
0

1
4

1
1

1
1

9
8

7
6

5
3

0
～

6
/
1
9

5
,9
9
2

6
,3
7
8

2
,1
4
1

4
,2
3
7

5
,3
0
7

1
,7
8
4

3
,5
2
3

6
,8
0
1

1
,5
1
7

5
,2
8
4

1
0

0

～
6
/
1
9

※
以

降
、

J
M

A
T
岩

手
に

よ
る

県
病

支
援

あ
り

4
,0
3
2

3
,5
1
7

2
,2
9
0

1
,2
2
7

2
,6
6
0

1
,7
0
3

7
6

1
0

1
1

6
6

6
1

8
8

9
5
7

1
,3
2
8

1
,3
2
8

0
0

～
6
/
3
0

※
以

降
、

J
M

A
T
岩

手
に

よ
る

県
病

支
援

あ
り

9
1
0

1
0

8
7

5
4

5
3

1

3
6
,3
0
9

4
,0
6
8

2
,9
5
6

1
,1
1
2

2
,0
0
4

1
,4
7
8

5
2
6

6
1
0

4
2
0

1
9
0

1
1

0

～
6
/
1
8

※
以

降
、

循
環

器
学

会
に

よ
る

田
老

支
援

あ
り

3
4
5

3
4
5

4
2

1
0

1
0

1
0

1
0

6
5

1
,2
3
2

8
5
1

8
3
7

1
4

0
0

0
1
3
4

1
3
4

0
7

0
0

0
0

・
日
本
小
児
科
学
会
(1
)

・
日
赤
(2
)

・
JM

A
T
岩
手
(2
）

・
循
環
器
治
療
学
会
(1
)

0
0

0
0

0
～

3
/
2
4
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７
月

８
月

在
避

難
所

在
宅

通
所

在
避

難
所

在
宅

通
所

在
避

難
所

在
宅

通
所

3
月

2
1
日

3
月

2
8
日

4
月

2
日

4
月

1
1
日

4
月

2
5
日

5
月

1
1
日

5
月

2
0
日

5
月

3
1
日

6
月

1
3
日

6
月

2
7
日

7
月

2
5
日

8
月

1
日

○
高

田
第

一
中

学
校

1
,8

5
0

1
,1

2
0

6
5
0

4
7
0

5
8
6

4
8
5

1
0
1

2
9
3

2
8
5

8
○

日
本

赤
十

字
（

3
/
1
2
-7

/
2
9
)

高
寿

園
5
2
2

4
3
2

4
0
0

3
2

1
4
8

1
4
8

9
2

9
2

　
※

1
チ

ー
ム

（
3
/
1
2
-5

/
1
0
)

サ
ン

ビ
レ

ッ
ジ

高
田

1
4
3

1
9
1

1
2
0

7
1

1
0
2

9
3

9
8
8

8
8

　
※

1
チ

ー
ム

（
3
/
1
3
-7

/
2
)

和
野

会
館

6
4
2

8
9
0

6
2

8
2
8

6
9
9

2
5

6
7
4

2
7

2
7

　
※

1
チ

ー
ム

（
3
/
1
3
-7

/
2
9
)

3
3

3
3

3
2

2
2

2
2

1
鳴

石
が

丘
1
,0

0
0

1
,0

0
0

2
5

9
7
5

2
2
5

1
0

2
1
5

0

0
0

0
○

岩
手

県
医

師
会

（
5
/
2
6
-)

　
小

児
医

療

0
0

0
○

大
阪

府
(C

T
車

貸
与

）
(3

/
3
1
-6

/
4
)

そ
の

他
7
3
5

1
,1

8
9

2
4
2

9
4
7

5
4
0

1
4
1

3
9
9

8
7

4
5

4
2

○
日

本
小

児
科

学
会

、
小

児
救

急
医

学
会

4
,8

9
2

4
,8

2
2

1
,4

9
9

3
,3

2
3

2
,3

0
0

9
0
2

1
,3

9
8

5
8
7

5
1
0

7
7

  
(5

/
3
-7

/
1
5
)

1
1

1
1

1
1

米
崎

長
部

小
・
高

台
コ

ミ
セ

ン
・
長

部
保

育
所

4
1
0

3
1
0

2
7
2

3
8

2
3
9

1
8
6

5
3

8
6

7
0

1
6

上
長

部
地

区
・
湊

地
区

1
6
0

1
1
0

3
0

8
0

1
0
6

1
0
6

2
4

2
4

○
北

海
道

（
3
/
2
1
-7

/
1
)

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

双
六

公
民

館
1
4
0

3
6
8

4
6

3
2
2

3
4
0

3
4
0

3
3

3
3

古
谷

公
民

館
6
0

1
8
0

8
1
7
2

1
7
2

5
1
6
7

1
1

7
4

○
（
長

部
地

区
コ

ミ
ュ

ニ
テ

ィ
セ

ン
タ

ー
）

0
0

0

0
0

0

0
0

0

そ
の

他
9
3
0

5
2
1

1
6
3

3
5
8

4
6
3

8
4

3
7
9

4
9

2
0

2
9

1
,7

0
0

1
,4

8
9

5
1
9

9
7
0

1
,3

2
0

2
7
5

1
,0

4
5

2
0
3

9
7

1
0
6

○
米

崎
地

区
コ

ミ
ュ

ニ
テ

ィ
セ

ン
タ

ー
5
0

2
0

5
1
5

1
0

1
0

2
2

○
秋

田
大

学
附

属
病

院
(3

/
2
1
-7

/
1
5
)

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

上
浜

田
構

造
改

善
セ

ン
タ

ー
9
0

5
5

5
5

1
6

1
6

3
8

1
2

2
6

○
東

京
都

(3
/
2
9
-6

/
1
7
)

2
2

2
1

1
1

1

米
崎

小
学

校
2
8
7

1
2
2

1
2
2

4
8

4
8

5
0

4
8

2
○

三
重

県
・

三
重

県
医

師
会

(3
/
1
8
-7

/
1
5
)

2
2

2
2

2
2

2
2

2
2

雷
神

公
民

館
8
2

9
2

9
2

6
0

6
0

4
6

5
4
1

○
浜

松
市

医
師

会
(4

/
2
9
-6

/
2
9
)

1
1

1
1

1

0
0

0
○

弘
前

大
学

附
属

病
院

（
4
/
1
-4

/
4
)

1
0

0
0

○
岩

手
県

立
高

田
病

院
（

3
/
1
1
-)

7
/
2
5
～

仮
設

0
0

0
○

岩
手

医
科

大
学

（
3
/
1
5
-6

/
2
9
)

診
療

支
援

等

そ
の

他
5
6
7

2
,4

3
5

2
2
3

2
,2

1
2

5
9
2

8
8

5
0
4

2
0
9

4
6

1
6
3

○
岩

手
県

歯
科

医
師

会
(3

/
3
0
-6

/
3
0
)

巡
回

歯
科

1
,0

7
6

2
,7

2
4

4
0
5

2
,3

1
9

7
2
6

1
5
2

5
7
4

3
4
5

1
1
3

2
3
2

矢
の

浦
公

民
館

1
0
0

1
2
8

2
4

1
0
4

1
4
4

3
1

1
1
3

3
5

3
3

2

正
徳

寺
1
1
7

8
1

5
0

3
1

6
1

2
7

3
4

2
9

2
5

4
○

千
葉

県
・

千
葉

県
医

師
会

（
3
/
1
8
-6

/
1
)

2
2

2
2

2
1

1
1

華
蔵

寺
2
0
0

3
9
8

1
8

3
8
0

1
2
7

2
1
2
5

3
2

2
3

9

モ
ビ

リ
ア

1
5
0

2
3
5

6
5

1
7
0

1
3
4

6
9

6
5

0

○
（
東

部
デ

ィ
サ

ー
ビ

ス
セ

ン
タ

ー
）

0
0

0

-
（
小

友
保

育
園

→
東

部
セ

へ
移

行
）

0
0

0

0
0

0

そ
の

他
2
6
1

5
0
6

7
5

4
3
1

2
3
7

1
5

2
2
2

1
3
9

0
1
3
9

8
2
8

1
,3

4
8

2
3
2

1
,1

1
6

7
0
3

1
4
4

5
5
9

2
3
5

8
1

1
5
4

竹
駒

地
区

公
民

館
8
6

1
2
1

8
6

3
5

2
0
4

2
0
4

9
4

9
4

横
田

町
コ

ミ
ュ

ニ
テ

ィ
セ

ン
タ

ー
0

2
8
3

2
8
3

1
6
0

1
6
0

7
6

7
6

○
福

岡
県

医
師

会
（

聖
マ

リ
ア

病
院

)
1

1
1

1
1

1
1

1
矢

作
コ

ミ
ュ

ニ
テ

ィ
セ

ン
タ

ー
1
0

1
4
0

1
4
0

1
4
1

1
4
1

6
2

6
2

　
　

（
3
/
2
1
-5

/
3
1
)

下
矢

作
コ

ミ
ュ

ニ
テ

ィ
セ

ン
タ

ー
4
2
2

6
5
0

1
3
0

5
2
0

2
5
3

9
1

1
6
2

4
7

4
3

4

○
（
滝

の
里

会
館

）
0

0
0

0
0

0

0
0

0

そ
の

他
7
4
1

1
,0

0
4

3
4
3

6
6
1

4
0
0

4
4

3
5
6

9
2

4
8
8

1
,2

5
9

2
,1

9
8

5
5
9

1
,6

3
9

1
,1

5
8

1
3
5

1
,0

2
3

3
7
1

4
7

3
2
4

○
広

田
小

学
校

2
3
0

2
8
6

2
3
6

5
0

1
5
0

3
0

1
2
0

1
3
0

6
1

6
9

慈
恩

禅
寺

9
0

5
6
4

6
4

5
0
0

3
1
0

3
2

2
7
8

4
1

2
8

1
3

○
岩

手
県

立
中

央
病

院
（

3
/
1
4
-4

/
2
8
)

1
1

1
1

1
六

ケ
浦

会
館

1
2
5

1
2
5

2
4

1
0
1

1
0
5

2
2

8
3

5
8

5
5
3

長
洞

公
民

館
2
5
0

2
4
6

9
8

1
4
8

2
2
4

2
2

2
0
2

5
4

5
4

0
0

0

そ
の

他
1
,7

3
8

2
,2

9
4

5
8

2
,2

3
6

1
,7

2
4

1
5

1
,7

0
9

5
5

9
4
6

2
,4

3
3

3
,5

1
5

4
8
0

3
,0

3
5

2
,5

1
3

1
2
1

2
,3

9
2

3
3
8

1
0
3

2
3
5

1
2
,1

8
8

1
6
,0

9
6

3
,6

9
4

1
2
,4

0
2

8
,7

2
0

1
,7

2
9

6
,9

9
1

2
,0

7
9

9
5
1

1
,1

2
8

チ
ー

ム
数

　
合

計
1
1

1
1

1
4

1
3

1
3

1
1

1
1

1
1

9
8

2
0

0

○
陸
前
高
田

市
：
避

難
所
・
地

域
/
医

療
救

護
Ｔ
/
期
日

合
　

　
計

横 田 矢 作 町 広 田 町

小
　

　
計

小
　

　
計

左
記

の
内

訳

小
　

　
計

救 護 所

◆
　

～
H
2
4
.7

.2
9

5
/
2
4

現
在

６
月

活
動
期
間
及
び
チ
ー
ム
数

機
関
・団

体
名

備
考

１
　
避
難
所
の
状
況

避
難

者
数

の
状

況
 

左
記

の
内

訳
6
/
2
1

現
在

２
　

医
療

救
護

チ
ー

ム
数

の
変

遷

高 田 町

国
保

広
田

診
療

所国
保

二
又

診
療

所開
業

医
（
鳥

羽
医

院
）

気 仙 町 長 部 竹 駒

５
月

小 友 町

4
/
1
7

現
在

３
月

４
月

小
　

　
計

米 崎 町地
区

3
/
2
3

現
在

小
　

　
計

主
な

避
難

所
名

左
記

の
内

訳

小
　

　
計
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７
月

８
月

在
避

難
所

在
宅

通
所

在
避

難
所

在
宅

通
所

在
避

難
所

在
宅

通
所

3
月
2
1
日

3
月
2
8
日

4
月
2
日

4
月
1
1
日

4
月
2
5
日

5
月
1
1
日

5
月
2
0
日

5
月
3
1
日

6
月
1
3
日

6
月
2
7
日

7
月
2
5
日

8
月
1
日

○
大

船
渡

地
区

公
民

館
8
5
0

8
6
7

2
9
7

5
7
0

7
1
3

1
1
3

6
0
0

1
2
6

1
0
7

1
9

○
岡

山
県

（
3
/
2
4
-4

/
3
0
)

大
船

渡
中

学
校

4
0
0

2
6
7

1
6
7

1
0
0

6
6

6
6

3
8

3
8

1
1

1
1

大
船

渡
北

小
学

校
3
3
0

1
5
0

1
5
0

6
9

6
9

5
3

5
3

○
佐

久
市

国
保

浅
間

総
合

病
院

小
規

模
多

機
能

ホ
ー

ム
「
平

」
4
0

4
2

4
2

6
5

1
5

5
0

4
0

4
0

　
（

3
/
1
4
-3

/
2
9
)

1
1

0
0

0
○

自
治

医
科

大
学

（
3
/
2
5
-7

/
1
)

1
1

1
1

1

0
0

0
　

自
治

医
大

さ
い

た
ま

医
療

セ
ン

タ
ー

0
0

0
○

藤
沢

市
民

病
院

（
3
/
2
5
-5

/
3
1
)

1
1

1
1

1
1

1
そ

の
他

2
7
0

6
2
3

5
4

5
6
9

1
7
9

4
1
7
5

4
5

0
4
5

○
岩

手
医

科
大

学
（

3
/
1
5
-6

/
2
9
)

1
,8

9
0

1
,9

4
9

7
1
0

1
,2

3
9

1
,0

9
2

2
6
7
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8
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0
4
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岩

手
県
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師

会
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/
3
0
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/
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0
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○
末

崎
地

区
公

民
館

、
ふ

る
さ

と
セ

ン
タ

ー
1
0
0

6
5
0

2
2
0

4
3
0

2
5

1
6

9
9

9

碁
石

地
区

コ
ミ

ュ
ニ

テ
ィ

セ
ン

タ
ー

1
3
7

8
6

7
9

7
7
1

3
8

3
3

7
1

2
7

4
4

○
自

治
医

科
大

学
（

3
/
2
5
-7

/
1
)

三
十

刈
公

民
館

8
5

2
5

2
0

5
5
9

1
5

4
4

5
4

1
5

3
9

　
自

治
医

大
さ

い
た

ま
医

療
セ

ン
タ

ー
1

1
1

1
1

碁
石

公
民

館
1
5
2

5
8

2
2

3
6

3
4

1
0

2
4

2
6

6
2
0

0
0

0

0
0

0

0
0

0

そ
の

他
1
,5

8
1

5
0
9

2
9
9

2
1
0

0
0

0
0

0
0

2
,0

5
5

1
,3

2
8

6
4
0

6
8
8

1
8
9

7
9

1
1
0

1
6
0

5
7

1
0
3

赤
崎

公
民

館
・
漁

村
セ

ン
タ

ー
1
5
0

1
3
0

1
3
0

1
3
0

1
3
0

8
5

8
5

後
ノ

入
地

域
公

民
館

2
4

1
4
3

2
1

1
2
2

1
2
9

1
9

1
1
0

1
3
0

1
9

1
1
1

○
民

医
連

（
盛

岡
医

療
生

協
）

山
口

公
民

館
9
9

6
9

3
0

9
2

2
9

6
3

9
2

2
9

6
3

　
（

3
/
1
9
-5

/
2
7
)

1
1

1
1

1
蛸

浦
地

区
公

民
館

1
5
0

2
5
0

2
5
0

3
0
1

7
5

2
2
6

0
0

0
○

民
医

連
（

青
森

・
秋

田
・

北
海

道
）

0
0

0
　

（
3
/
2
9
-5

/
2
7
)

2
0

0
0

0
0

0

そ
の

他
9
5

9
4
1

4
0
8

5
3
3

5
8
8

3
2

5
5
6

2
1
9

1
3

2
0
6

4
1
9

1
,5

6
3

8
7
8

6
8
5

1
,2

4
0

2
8
5

9
5
5

5
2
6

1
4
6

3
8
0

カ
メ

リ
ア

ホ
ー

ル
8
2

1
3
5

7
6

5
9

1
0
4

6
4

4
0

8
2

5
4

2
8

○
リ

ア
ス

ホ
ー

ル
3
0
0

2
9
0

2
3
0

6
0

2
1
0

1
2
0

9
0

1
5
5

1
0
5

5
0

○
徳

洲
会

T
M

A
T
（

3
/
1
7
-3

/
3
1
)

1
1

蔵
ハ

ウ
ス

6
0

5
5

5
5

4
9

4
9

4
9

4
9

福
祉

の
里

セ
ン

タ
ー

8
0

7
0

7
0

6
0

6
0

6
0

6
0

○
日

本
オ

リ
ン

ピ
ッ

ク
協

会

0
0

0
 （

3
/
2
8
-4

/
2
8
)

1
1

1
1

0
0

0
○

民
医

連
（

盛
岡

医
療

生
協

ほ
か

）

0
0

0
　

（
3
/
1
9
-5

/
2
7
)

1
1

そ
の

他
9
2
0

4
0
3

3
8
0

2
3

7
6

5
3

2
3

4
7

4
7

0

1
,4

4
2

9
5
3

8
1
1

1
4
2

4
9
9

3
4
6

1
5
3

3
9
3

3
1
5

7
8

あ
や

ひ
め

ホ
ー

ル
（
綾

里
）

8
0

8
0

5
2

5
2

6
6

○
花

菱
縫

製
（
越

喜
来

）
6
0

1
7
0

3
2

1
3
8

3
0

3
0

0
0

0

吉
浜

拠
点

セ
ン

タ
ー

8
8
0

8
0

6
0

6
0

5
0

5
0

0
0

0

0
0

0

0
0

0

0
0

0

そ
の

他
5
9
6

3
9
8

1
6
3

2
3
5

2
1
8

6
4

1
5
4

0
0

0

6
6
4

7
2
8

2
7
5

4
5
3

3
6
0

1
1
6

2
4
4

5
6

6
5
0

0
0

0

0
0

0

0
0

0

0
0

0

0
0

0

0
0

0

0
0

0

そ
の

他
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0

0
0

0

6
,4

7
0

6
,5

2
1

3
,3

1
4

3
,2

0
7

3
,3

8
0

1
,0

9
3

2
,2

8
7

1
,4

3
7

7
2
2

7
1
5

チ
ー

ム
数

　
合

計
4

7
7

5
5

3
3

2
1

1
0

0
0

◆
　

～
H
2
4
.7

.1
○

大
船

渡
市

　
避

難
所

・
地

域
/
医

療
救

護
Ｔ
/
期

日

県
立

大
船

渡
病

院

合
　

　
計

綾 里 越 喜 来 吉 浜

小
　

　
計

小
　

　
計

国
保

綾
里

診
療

所

国
保

越
喜

来
診

療
所

国
保

吉
浜

診
療

所

末 崎 地 区

小
　

　
計

小
　

　
計

小
　

　
計

赤 崎 町

１
　

避
難

所
の

状
況

地
区

救 護 所
主

な
避

難
所

名

避
難

者
数

の
状

況
 

盛 町 立 根 猪 川大 船 渡 町

２
　

医
療

救
護

チ
ー

ム
数

の
変

遷

活
動
期
間
及
び
チ
ー
ム
数

備
考

５
月

６
月

３
月

４
月

左
記

の
内

訳

蛸 浦

小
　

　
計

3
/
2
3

現
在

4
/
1
7

現
在

左
記

の
内

訳
5
/
2
4

現
在

左
記

の
内

訳
6
/
2
1

現
在

機
関

・
団

体
名

・
県

立
大

船
渡

病
院

支
援

・
市

内
巡

回
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７
月

８
月

在
避

難
所

在
宅

通
所

在
避

難
所

在
宅

通
所

在
避

難
所

在
宅

通
所

3
月

2
1
日

3
月

2
8
日

4
月

2
日

4
月

1
1
日

4
月

2
5
日

5
月

1
1
日

5
月

2
0
日

5
月

3
1
日

6
月

1
3
日

6
月

2
7
日

7
月

2
5
日

8
月

1
日

○
鈴

子
広

場
(～

5
/
2
2
)

0
0

0
○

日
本

赤
十

字
（

3
/
1
3
-6

/
1
8
)

2
2

2
2

2
2

2
1

1

釜
石

高
校

2
0
7

1
2
3

1
2
3

8
9

8
9

4
2

4
2

○
自

衛
隊

(3
/
1
6
-6

/
1
0
)

2
2

2
○

旧
釜

石
一

中
2
0
0

1
2
3

1
2
3

1
1
0

1
1
0

8
8

8
8

○
大

阪
市

立
大

（
3
/
2
0
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/
1
1
)
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1

1
1

市
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館
3
3
0

2
4
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1
4
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0
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0
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○
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1
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1
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4
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9
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6
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チ
ー

ム
数

　
合

計
1
4

1
1

1
1

9
8

7
6

5
3

0
0

0
0

３
月

４
月

小
　

　
計

3
/
2
3

現
在

4
/
1
7

現
在

左
記

の
内

訳
5
/
2
4

現
在

◆
　

～
H
2
4
.6

.1
9

県
立

釜
石

病
院

○
釜
石
市
　
避
難
所
・地

域
/
医
療
救
護
Ｔ
/
期
日

１
　

避
難

所
の

状
況

地
区

左
記

の
内

訳
機
関
・団

体
名

２
　

医
療

救
護

チ
ー

ム
数

の
変

遷

活
動
期
間
及
び
チ
ー
ム
数

備
考

左
記

の
内

訳
6
/
2
1

現
在

釜 石

救 護 所
主

な
避

難
所

名

避
難

者
数

の
状

況
 

小
　

　
計

唐 丹

小
　

　
計

小
　

　
計

小
　

　
計

５
月

６
月

合
　

　
計

箱 崎 栗 林 根 浜 鵜 住 居 松 原 大 平 平 田

・
鈴

子
広

場
、

・
旧

釜
石

一
中

・
釜

石
・
大

槌
巡

回

・
釜

石
・
大

槌
巡

回

・
釜

石
・
大

槌
巡

回

・
市

内
巡

回

・
唐

丹
地

区
巡

回

・
県

立
釜

石
病

院
支

援
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７
月

８
月

在
避

難
所

在
宅

通
所

在
避

難
所

在
宅

通
所

在
避

難
所

在
宅

通
所

3
月

2
1
日

3
月

2
8
日

4
月

2
日

4
月

1
1
日

4
月

2
5
日

5
月

1
1
日

5
月

2
0
日

5
月

3
1
日

6
月

1
3
日

6
月

2
7
日

7
月

2
5
日

8
月

1
日

○
中

央
公

民
館

（
城

山
）

5
1
2

2
6
7

2
6
7

2
9
2

2
9
2

2
8
6

2
8
6

○
青

森
県

医
師

会
（

3
/
2
4
-6
/
1
0
)

1
1

1
1

1
1

1
○

大
槌

高
校

1
,0

5
1

4
8
0

4
3
0

5
0

2
6
2

2
4
2

2
0

2
1
4

2
0
4

1
0
○

長
野

県
医

師
会

（
3
/
2
3
-5
/
1
5
)

1
1

1
1

1
○

寺
野

弓
道

場
5
5
9

4
0
7

2
2
6

1
8
1

1
3
4

1
3
4

1
4
0

1
2
5

1
5
○

大
阪

府
医

師
会

（
3
/
2
2
-5
/
3
1
)

1
1

1
1

1
1

1

桜
木

町
保

健
福

祉
会

館
5

4
9
9

5
4
9
4

6
4
7

4
6
4
3

6
3
5

2
6
3
3
○

沖
縄

県
医

師
会

（
3
/
1
5
-6
/
1
)

1
1

1
1

1
1

1
1

か
み

よ
稲

穂
館

1
5
7

2
9
1

1
1
5

1
7
6

2
6
8

9
2

1
7
6

8
0

8
0

○
千

葉
県

医
師

会
（

3
/
1
6
-4
/
8
)

1
1

1

0
0

0
○

Ａ
Ｍ

Ｄ
Ａ

（
3
/
1
6
-4
/
2
0
)

1
1

1
1

0
0

0

○
岩

手
県

立
大

槌
病

院
(3
/
1
1
-)

○
岩

手
県

医
師

会
（

5
/
2
6
-)

1
1

6
/
2
7
～
仮
設

そ
の

他
1
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1
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2
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ﾀ
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0

1
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0
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0

3
0
6

5
6

2
5
0

2
5
0

2
5
0
○

大
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3
/
1
9
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/
3
1
)

1
1
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1

1
1

1
1

三
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園
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0

7
8
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8

7
8

7
8
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0
0

0
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0
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0
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他
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1
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0
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6
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1
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7
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1
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7

6
7
8

1
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5
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3
1

1
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1
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1
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1
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0
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0
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0
0
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0
0

0
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他
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0
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0
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0

0
0
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0

0

5
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1
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1
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チ
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ム
数

　
合

計
1
0
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7
6

6
6
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1
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1
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0
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/
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1

現
在

１
　

避
難

所
の

状
況

地
区

救 護 所
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難
所

名

避
難

者
数

の
状

況
 

◆
　
～
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2
4
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.1
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○
大
槌
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避
難
所
・地

域
/
医
療
救
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Ｔ
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期
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２
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救
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チ
ー

ム
数

の
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期
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数
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内

訳
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４
月
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計
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/
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1
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現
在

左
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5
/
2
4

現
在
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記
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計
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計
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計
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月

６
月

合
　

　
計
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石
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大

槌
巡
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・
釜

石
・
大

槌
巡

回
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避
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所
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避
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所
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月
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月
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月
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月
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８
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8
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手
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師
会
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/
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福
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セ
ン

タ
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1
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1
0
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2
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1
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山
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(3
/
2
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/
2
5
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藤
原

小
学
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2
0

1
1
6

8
0

3
6

5
2

3
4

1
8

4
7

3
1

1
6

1
1

1
1

河
南

中
学

校
1
8
2

6
0

6
0

4
8

4
3

5
0

○
新
潟
大
学
医
歯
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部
(3
/
2
5
-5
/
1
)

0
0

0
1

1
1

1
0

0
0

○
青

森
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(3
/
2
3
-5
/
5
)

0
0

0
1

1
1

1
0

0
0

○
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/
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/
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)
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の
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3
7
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7
1
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4
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4
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2
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古
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中
学
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4
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9
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2

2
5
1

6
7

1
8
4

1
8
3

5
2

1
3
1
○

沖
縄

県
(3
/
2
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/
3
0
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1
1

1
1

0
0
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0
0

0
○
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/
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1
1

1
1

1
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0
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0
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0
0
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3
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3
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4
3
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3
0
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1
3
2

3
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1
9
0

2
0
3

2
3
8

1
0
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1
3
1

津
軽

石
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学
校
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6
0

4
2
1

3
2
6
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5
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8

2
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7
1
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津
軽

石
中

学
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4
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3
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3
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1

1
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○
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県
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1
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/
3
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1

1
1

笹
見

内
地

区
公

民
館

6
5

8
0

5
0

3
0

7
0

7
0

0

重
茂

出
張

所
8
0

0
7
7

4
3

3
4

6
6

0
0

0

0
0

0

0
0

0

そ
の

他
6
5
7

6
9
8

3
6
5

3
3
3

1
2
3

5
9

6
4

7
0

7

1
,4

1
4

1
,2

5
1

7
8
8

4
6
3

4
0
5

2
3
3

1
7
2

3
4

2
5

9

グ
リ

ー
ン

ピ
ア

三
陸

み
や

こ
4
0
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○
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0
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○
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ョ
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0
0
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0

0

0
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0
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0
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0
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0
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【参考資料】　本県で活動した各都道府県医療救護チーム数

機関数 活動チーム数

1 北海道 35 103 陸前高田（長部）、山田（保健センター）など

2 青森 21 43 大槌（大槌高校）、宮古（磯鶏）

3 岩手 56 388 災対本部、各種診療支援、陸前高田（一中）など

4 秋田 46 118 陸前高田（米崎コミセン）、釜石巡回

5 山形 8 8
6 新潟 3 4
7 栃木 6 52 大船渡（末崎）、県病支援など

8 茨城 3 6
9 群馬 3 11
10 埼玉 9 38 県病支援など

11 千葉 52 82 陸前高田（小友）、山田（保健センター）など

12 東京 27 140 陸前高田（米崎コミセン）ほか

13 神奈川 9 27
14 山梨 1 1
15 静岡 50 80 宮古（津軽石、重茂）ほか

16 長野 11 17 大槌（大槌高校）

17 石川 5 6
18 富山 18 25 釜石（松原、平田）

19 福井 1 6
20 愛知 3 18
21 三重 30 58 陸前高田（米崎コミセン）

22 岐阜 3 7
23 大阪 36 71 大槌（寺野、吉里吉里）ほか

24 奈良 3 3 野田（運動公園）

25 和歌山 20 46 山田（豊間根、大沢）

26 滋賀 3 4
27 京都 2 1
28 兵庫 6 21 釜石（鈴子）、山田（青少年の家）など

29 岡山 12 24 大船渡（地区公民館）

30 鳥取 1 1
31 香川 1 1
32 高知 1 1
33 徳島 3 5
34 福岡 4 12 陸前高田（竹駒）

35 長崎 1 1
36 熊本 2 1
37 鹿児島 3 1
38 沖縄 32 40 大槌（城山）、宮古（崎山、鍬ケ崎）

39 その他 2 0

532 1,471

※　DMAT活動後の医療救護活動であること。　（活動期間：Ｈ23:3.11～H23.7.29）　
（県内はじめ、37都道府県からの支援実績）　
※　主な派遣内訳：日赤（302)、医師会JMAT（454)、国立病院機構(44)など。　
※　医師会JMATの管理上、一部に「心のケアチーム」が含まれていること。

都道府県名Ｎ０ 備考（主な活動地域）
医療救護チーム

【県把握分（H24.5.24現在）】

合計
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ッ
ク

35
山
口
ク
リ
ニ
ッ
ク

36
み
う
ら
小
児
科

37
杜
の
こ
ど
も
ク
リ
ニ
ッ
ク

38
赤
坂
こ
ど
も
ク
リ
ニ
ッ
ク

39
大
沼
小
児
科
医
院

40
板
倉
小
児
科
医
院

41
さ
と
う
小
児
科
医
院

42
盛
岡
市
医
師
会

43
鈴
木
小
児
科

44
み
ち
の
く
療
育
園

45
川
久
保
病
院
（
盛
岡
医
療
生
協
）

46
北
上
済
生
会
病
院

47
ひ
ら
の
こ
ど
も
ク
リ
ニ
ッ
ク

48
盛
岡
市
医
師
会

49
吉
田
小
児
科

50
臼
井
循
環
器
呼
吸
器
内
科
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県
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各

都
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療
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ム
一

覧
表

○
D
M

A
T
活

動
後

の
医

療
救

護
活

動
　

（
活

動
期

間
：

Ｈ
2
3
:3

.1
1
～

H
2
3
.7

.2
9
）

　

機
関
数

チ
ー
ム
数
N
0

機
関
名

機
関
数

派
遣

チ
ー
ム

数

備 考
N
0

機
関
名

機
関
数

派
遣

チ
ー
ム

数

備 考
N
0

機
関
名

機
関
数

派
遣

チ
ー
ム

数

備 考
N
0

機
関
名

機
関
数

派
遣

チ
ー
ム

数

備 考

都
道

府
県
名

県
（

H
2
3
.3

.1
1
～

H
2
3
.7

.1
5
)

【
県

把
握

分
（

H
2
4
.5

.2
4
現

在
）

】

救
護
チ
ー
ム
数
（
計
）

0
1
 国

立
病

院
機

構
（

H
2
3
.3

.1
6
～

H
2
3
.4

.2
2
)

0
2
 日

本
赤

十
字

社
（

H
2
3
.3

.1
1
～

H
2
3
.7

.2
9
)

0
3
 医

師
会

JM
A

T
（

H
2
3
.3

.1
1
～

H
2
3
.7

.1
5
)

左
記

「
救

護
チ

ー
ム

数
（

合
計

）
」

の
内

訳

秋
田

4
6

1
1
8

1
秋
田
赤
十
字
病
院

1
38

2
県
立
脳
血
管
研
究
ｾﾝ
ﾀｰ

44
54

46
秋
田
大
学
附
属
病
院

1
26

3
秋
田
組
合
総
合
病
院

4
仙
北
組
合
総
合
病
院

5
雄
勝
中
央
病
院

6
南
秋
田
整
形
外
科
医
院

7
市
立
秋
田
総
合
病
院

8
由
利
組
合
総
合
病
院

9
山
王
整
形
外
科
医
院

10
大
館
市
立
総
合
病
院

11
本
庄
第
一
病
院

12
男
鹿
み
な
と
市
民
病
院

13
秋
田
緑
ヶ
丘
病
院

14
山
本
組
合
総
合
病
院

15
た
む
ら
船
越
ク
リ
ニ
ッ
ク

16
協
和
病
院

17
中
央
線
診
療
所

18
さ
さ
き
内
科
ク
リ
ニ
ッ
ク

19
中
通
総
合
病
院

20
つ
ば
き
さ
か
ク
リ
ニ
ッ
ク

21
小
須
田
医
院

22
北
秋
田
市
民
病
院

23
神
田
医
院

24
猪
股
医
院

25
平
鹿
総
合
病
院

26
三
田
医
院

27
大
野
小
児
科
医
院

28
メ
ン
タ
ル
ク
リ
ニ
ッ
ク
秋
田
駅
前

29
岡
田
小
児
科
医
院

30
香
曽
我
部
医
院

31
秋
田
メ
モ
リ
ア
ル
ク
リ
ニ
ッ
ク

32
木
村
内
科
医
院

33
す
ず
ら
ん
診
療
所

34
町
立
羽
後
病
院

35
片
岡
医
院

36
市
立
横
手
病
院

37
奈
良
医
院

38
御
野
場
医
院

39
佐
藤
医
院

40
秋
田
市
立
大
森
医
院

41
伊
藤
医
院

42
村
山
ク
リ
ニ
ッ
ク

43
能
代
山
本
医
師
会
病
院

44
秋
田
社
会
保
険
病
院
（
民
医
連
）

45
秋
田
県
民
主
医
療
機
関
連
合
会

山
形

8
8

1
県
立
新
庄
病
院

8
8

2
山
形
済
生
会
病
院

3
鶴
岡
市
庄
内
病
院

4
日
本
海
総
合
病
院

5
置
賜
総
合
病
院

6
山
形
市
立
病
院
済
世
館

7
山
形
大
学
附
属
病
院

8
山
形
済
生
会
病
院
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Ｈ
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N
0

機
関
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機
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数

派
遣

チ
ー
ム

数

備 考
N
0

機
関
名

機
関
数

派
遣

チ
ー
ム

数

備 考
N
0

機
関
名

機
関
数

派
遣

チ
ー
ム

数

備 考
N
0

機
関
名

機
関
数

派
遣

チ
ー
ム

数

備 考

都
道

府
県
名

県
（

H
2
3
.3

.1
1
～

H
2
3
.7

.1
5
)

【
県

把
握

分
（

H
2
4
.5

.2
4
現

在
）

】

救
護
チ
ー
ム
数
（
計
）

0
1
 国

立
病

院
機

構
（

H
2
3
.3

.1
6
～

H
2
3
.4

.2
2
)

0
2
 日

本
赤

十
字

社
（

H
2
3
.3

.1
1
～

H
2
3
.7

.2
9
)

0
3
 医

師
会

JM
A

T
（

H
2
3
.3

.1
1
～

H
2
3
.7

.1
5
)

左
記

「
救

護
チ

ー
ム

数
（

合
計

）
」

の
内

訳

新
潟

3
4

1
西
新
潟
中
央
病
院

1
1

2
長
岡
赤
十
字
病
院

1
2

3
新
潟
大
学
医
歯
学
部
総
合
病
院

1
1

栃
木

6
5
2

1
足
利
赤
十
字
病
院

3
5

4
自
治
医
科
大
学
附
属
病
院

2
40

（
自
治
医
科
大
学
附
属
病
院
）

1
7

2
大
田
原
赤
十
字
病
院

5
自
治
医
科
大
学
同
窓
会

（
自
治
医
科
大
学
同
窓
会
）

3
芳
賀
赤
十
字
病
院

（
大
田
原
赤
十
字
病
院
）

6
宇
都
宮
済
生
会
病
院

茨
城

3
6

1
古
河
赤
十
字
病
院

2
5

3
水
戸
済
生
会
病
院

1
1

2
水
戸
赤
十
字
病
院

群
馬

3
1
1

1
前
橋
赤
十
字
病
院

2
10

3
群
馬
県
医
師
会

1
1

2
原
町
赤
十
字
病
院

埼
玉

9
3
8

1
深
谷
赤
十
字
病
院

3
8

4
医
療
法
人
秀
峰
会

1
1

5
自
治
医
科
大
学
附
属
さ
い
た
ま
医
療
セ
ン
タ
ー

5
29

2
小
川
赤
十
字
病
院

6
川
口
済
生
会
病
院

3
さ
い
た
ま
赤
十
字
病
院

（
戸
田
中
央
医
科
グ
ル
ー
プ
　
T
M
G
)

7
狭
山
病
院

8
朝
霞
台
病
院

9
埼
玉
医
療
支
援
チ
ー
ム

千
葉

5
2

8
2

1
千
葉
医
療
セ
ン
タ
ー

1
1

2
成
田
赤
十
字
病
院

1
7

3
小
張
総
合
病
院

32
49

35
旭
中
央
総
合
病
院

18
25

4
習
志
野
台
整
形
外
科
内
科

36
千
葉
市
立
青
葉
病
院

5
ク
リ
ニ
カ
ル
こ
ば
や
し

37
県
立
救
急
医
療
ｾﾝ
ﾀｰ

6
千
葉
愛
友
会
記
念
病
院

38
県
立
佐
原
病
院

7
あ
び
こ
診
療
所

39
県
が
ん
セ
ン
タ
ー

8
星
野
医
院

40
県
立
こ
ど
も
病
院

9
木
内
ク
リ
ニ
ッ
ク

41
船
橋
市
立
医
療
セ
ン
タ
ー

10
さ
く
ら
ク
リ
ニ
ッ
ク
松
戸

42
県
立
東
金
病
院

11
北
習
志
野
花
輪
病
院

43
東
京
女
子
医
大
附
属
八
千
代
医
療
ｾ
ﾝ
ﾀ
ｰ

12
聖
母
療
育
園

44
県
立
循
環
器
病
セ
ン
タ
ー

13
根
本
医
院

45
君
津
市
立
病
院

14
横
山
医
院

46
県
立
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
セ
ン
タ
ー

15
井
上
内
科
医
院

47
化
研
病
院

16
額
田
医
学
生
物
研
究
所
附
属
病
院

48
千
葉
市
立
海
浜
病
院

17
山
口
病
院

49
国
保
総
合
君
津
中
央
病
院

18
君
津
市
役
所
国
保
小
堰
診
療
所

50
国
立
病
院
機
構
千
葉
医
療
ｾﾝ
ﾀｰ

19
宇
井
内
科
ク
リ
ニ
ッ
ク

51
四
街
道
徳
洲
会
病
院

20
東
山
ク
リ
ニ
ッ
ク

52
千
葉
西
総
合
病
院

21
五
井
病
院

22
柏
市
医
師
会

23
平
和
台
病
院

24
日
精
協
（
木
村
病
院
）

25
日
精
協
（
県
精
神
保
健
福
祉
セ
ン
タ
ー
）

26
日
精
協
（
旭
神
経
内
科
）

27
日
精
協
（
中
村
古
峡
記
念
病
院
）

28
日
精
協
（
下
総
病
院
）

29
日
精
協
（
市
原
鶴
岡
病
院
）

30
日
精
協
（
袖
ヶ
浦
さ
つ
き
台
病
院
）

31
日
精
協
（
東
条
メ
ン
タ
ル
ホ
ス
ピ
タ
ル
）

32
日
精
協
（
し
の
だ
の
森
ホ
ス
ピ
タ
ル
）

33
日
精
協
（
船
橋
北
病
院
）

34
日
本
精
神
科
病
院
協
会
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遣
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関
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ー
ム
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府
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H
2
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1
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2
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.1
5
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分
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H
2
4
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在
）

】

救
護
チ
ー
ム
数
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計
）

0
1
 国

立
病

院
機

構
（

H
2
3
.3

.1
6
～

H
2
3
.4

.2
2
)

0
2
 日

本
赤

十
字

社
（

H
2
3
.3

.1
1
～

H
2
3
.7

.2
9
)

0
3
 医

師
会

JM
A

T
（

H
2
3
.3

.1
1
～

H
2
3
.7

.1
5
)

左
記

「
救

護
チ

ー
ム

数
（

合
計

）
」

の
内

訳

東
京

2
7

1
4
0

1
東
京
医
療
セ
ン
タ
ー

1
2

2
武
蔵
野
赤
十
字
病
院

3
17

5
（
日
本
医
師
会
）
帝
京
大
学
付
属
病
院

3
32

8
都
立
墨
東
病
院

20
89

3
大
森
赤
十
字
病
院

6
日
本
小
児
科
医
会

9
都
立
駒
込
病
院

4
葛
飾
赤
十
字
病
院

7
日
本
小
児
科
学
会

10
都
立
広
尾
病
院

11
公
社
大
久
保
病
院

12
東
邦
大
学
医
療
セ
ン
タ
ー
大
森
病
院

13
日
大
附
属
板
屋
橋
病
院

14
慶
応
大
学
附
属
病
院

15
白
髪
橋
病
院

16
都
立
大
塚
病
院

17
財
団
法
人
日
本
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
協
会

（
徳
洲
会
グ
ル
ー
プ
　
TM
AT
)

18
中
央
済
生
会
病
院

19
昭
和
大
学
医
学
部

20
田
園
調
布
中
央
病
院

21
奥
沢
病
院

（
日
本
小
児
科
学
会
）

（
日
本
小
児
救
急
医
学
会
）

22
都
立
小
児
総
合
医
療
セ
ン
タ
ー

23
聖
路
加
国
際
病
院

24
立
正
佼
成
会
附
属
佼
成
病
院

25
国
境
な
き
医
師
団

26
日
本
心
血
管
イ
ン
タ
ー
ベ
ン
シ
ョ
ン
治
療
学
会

27
防
衛
省
（
自
衛
隊
）

神
奈
川

9
2
7

1
秦
野
赤
十
字
病
院

3
10

4
藤
沢
市
民
病
院

6
17

2
横
浜
市
立
み
な
と
赤
十
字
病
院

5
湘
南
鎌
倉
総
合
病
院

3
津
久
井
赤
十
字
病
院

6
津
久
見
中
央
病
院

7
横
浜
労
災
病
院

8
戸
塚
共
立
第
一
病
院

9
戸
塚
共
立
第
二
病
院

山
梨

1
1

1
山
梨
赤
十
字
病
院

1
1

静
岡

5
0

8
0

1
静
岡
医
療
セ
ン
タ
ー

3
5

4
静
岡
赤
十
字
病
院

3
5

7
磯
貝
医
院

22
20

29
浜
松
市
医
師
会
チ
ー
ム

22
50

2
天
竜
病
院

5
浜
松
赤
十
字
病
院

8
八
千
代
ク
リ
ニ
ッ
ク

30
県
立
総
合
病
院

3
静
岡
て
ん
か
ん
・
神
経
医
療
セ
ン
タ
ー

6
伊
豆
赤
十
字
病
院

9
か
と
う
整
形
外
科
医
院

（
県
立
こ
ど
も
病
院
）

10
お
お
い
し
脳
神
経
外
科
ク
リ
ニ
ッ
ク

31
県
立
が
ん
セ
ン
タ
ー

11
桜
ヶ
丘
医
院

32
富
士
市
立
中
央
病
院

12
乾
医
院

33
静
岡
市
立
清
水
病
院

13
向
井
循
環
器
科
ク
リ
ニ
ッ
ク

34
静
岡
市
立
静
岡
病
院

14
竹
内
ク
リ
ニ
ッ
ク

（
静
岡
医
療
セ
ン
タ
ー
）

15
樋
口
外
科
医
院

35
沼
津
市
立
病
院

16
水
谷
痛
み
の
ク
リ
ニ
ッ
ク

36
浜
松
医
科
大
学
附
属
病
院

17
あ
か
さ
か
整
形
外
科

37
焼
津
市
立
総
合
病
院

18
望
月
ク
リ
ニ
ッ
ク

38
藤
枝
市
立
総
合
病
院

19
や
ま
だ
メ
デ
ィ
カ
ル
ク
リ
ニ
ッ
ク

39
島
田
市
民
病
院

20
浅
野
医
院

40
市
立
御
前
崎
総
合
病
院

21
吉
永
医
院

41
菊
川
市
立
総
合
病
院

22
清
水
河
内
診
療
所

42
磐
田
市
立
総
合
病
院

23
庄
司
産
婦
人
科

43
掛
川
市
立
総
合
病
院

24
小
高
整
形
外
科
医
院

44
袋
井
市
民
病
院

25
清
水
厚
生
病
院

45
浜
松
医
療
セ
ン
タ
ー

26
清
水
駿
府
病
院

46
静
岡
済
生
会
総
合
病
院

27
福
地
内
科
外
科
循
環
器
科
医
院

47
遠
州
総
合
病
院

28
県
立
こ
ど
も
病
院
（
日
本
小
児
科
救
急
医
学
会
）

48
聖
隷
浜
松
病
院

49
順
天
堂
大
学
医
学
部
付
属
静
岡
病
院

50
熱
海
所
記
念
病
院
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D
M

A
T
活

動
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の
医
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救
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（
活

動
期

間
：

Ｈ
2
3
:3

.1
1
～

H
2
3
.7

.2
9
）

　

機
関
数

チ
ー
ム
数
N
0

機
関
名

機
関
数

派
遣

チ
ー
ム

数

備 考
N
0

機
関
名

機
関
数

派
遣

チ
ー
ム

数

備 考
N
0

機
関
名

機
関
数

派
遣

チ
ー
ム

数

備 考
N
0

機
関
名

機
関
数

派
遣

チ
ー
ム

数

備 考

都
道

府
県
名

県
（

H
2
3
.3

.1
1
～

H
2
3
.7

.1
5
)

【
県

把
握

分
（

H
2
4
.5

.2
4
現

在
）

】

救
護
チ
ー
ム
数
（
計
）

0
1
 国

立
病

院
機

構
（

H
2
3
.3

.1
6
～

H
2
3
.4

.2
2
)

0
2
 日

本
赤

十
字

社
（

H
2
3
.3

.1
1
～

H
2
3
.7

.2
9
)

0
3
 医

師
会

JM
A

T
（

H
2
3
.3

.1
1
～

H
2
3
.7

.1
5
)

左
記

「
救

護
チ

ー
ム

数
（

合
計

）
」

の
内

訳

長
野

1
1

1
7

1
丸
子
中
央
総
合
病
院

9
13

10
市
立
大
町
病
院

2
4

2
安
曇
総
合
病
院

11
佐
久
市
立
国
保
浅
間
総
合
病
院

3
依
田
窪
病
院

4
富
士
見
高
原
病
院

5
愛
和
病
院

6
岸
医
院

7
ど
ん
ぐ
り
の
森
ク
リ
ニ
ッ
ク

8
東
御
市
民
病
院

9
長
野
県
医
師
会

石
川

5
6

1
金
沢
医
療
セ
ン
タ
ー

2
4

3
金
沢
赤
十
字
病
院

1
1

4
石
川
済
生
会
金
沢
病
院

2
1

2
医
王
病
院

5
金
沢
大
学
附
属
病
院

富
山

1
8

2
5

1
富
山
病
院

1
1

2
八
尾
総
合
病
院

1
2

3
県
立
中
央
病
院

16
22

4
富
山
市
民
病
院

5
黒
部
市
民
病
院

6
射
水
市
民
病
院

7
厚
生
連
高
岡
病
院

8
富
山
大
学
附
属
病
院

9
高
岡
市
民
病
院

10
市
立
砺
波
総
合
病
院

11
済
生
会
高
岡
病
院

12
厚
生
連
高
岡
病
院

13
か
み
い
ち
総
合
病
院

14
高
志
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
病
院

15
厚
生
連
滑
川
病
院

16
あ
さ
ひ
総
合
病
院

17
南
栃
市
民
病
院

18
済
生
会
富
山
病
院

（
八
尾
総
合
病
院
）

福
井

1
6

1
福
井
赤
十
字
病
院

1
6

愛
知

3
1
8

1
豊
橋
医
療
セ
ン
タ
ー

3
18

2
名
古
屋
医
療
セ
ン
タ
ー

3
東
名
古
屋
病
院
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関
数
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N
0
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関
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関
名

機
関
数
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ム

数
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関
名

機
関
数

派
遣

チ
ー
ム

数
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関
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関
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チ
ー
ム

数
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都
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府
県
名

県
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H
2
3
.3

.1
1
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H
2
3
.7

.1
5
)

【
県
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分
（

H
2
4
.5

.2
4
現

在
）

】

救
護
チ
ー
ム
数
（
計
）

0
1
 国

立
病

院
機

構
（

H
2
3
.3

.1
6
～

H
2
3
.4

.2
2
)

0
2
 日

本
赤

十
字

社
（

H
2
3
.3

.1
1
～

H
2
3
.7

.2
9
)

0
3
 医

師
会

JM
A

T
（

H
2
3
.3

.1
1
～

H
2
3
.7

.1
5
)

左
記

「
救

護
チ

ー
ム

数
（

合
計

）
」

の
内

訳

三
重

3
0

5
8

1
三
重
病
院

2
6

3
三
重
大
学
附
属
病
院

19
44

（
三
重
大
学
附
属
病
院
）

9
8

2
三
重
中
央
医
療
セ
ン
タ
ー

4
総
合
医
療
ｾﾝ
ﾀｰ

（
総
合
医
療
ｾﾝ
ﾀｰ
）

5
市
立
伊
勢
総
合
病
院

（
市
立
伊
勢
総
合
病
院
）

6
市
立
四
日
市
病
院

（
市
立
四
日
市
病
院
）

7
鈴
鹿
中
央
総
合
病
院

（
鈴
鹿
中
央
総
合
病
院
）

8
松
坂
市
民
病
院

（
松
坂
市
民
病
院
）

9
松
坂
中
央
総
合
病
院

（
松
坂
中
央
総
合
病
院
）

10
い
な
べ
総
合
病
院

（
い
な
べ
総
合
病
院
）

11
桑
名
市
民
病
院

（
桑
名
市
民
病
院
）

12
鈴
鹿
回
生
病
院

（
鈴
鹿
回
生
病
院
）

13
済
生
会
松
坂
総
合
病
院

（
済
生
会
松
坂
総
合
病
院
）

14
紀
南
病
院

（
紀
南
病
院
）

15
名
張
市
立
病
院

（
名
張
市
立
病
院
）

16
亀
山
市
立
医
療
ｾ
ﾝﾀ
ｰ

（
亀
山
市
立
医
療
ｾﾝ
ﾀｰ
）

17
主
体
会
病
院

（
主
体
会
病
院
）

18
青
木
記
念
病
院

（
青
木
記
念
病
院
）

19
上
野
総
合
市
民
病
院

（
上
野
総
合
市
民
病
院
）

20
尾
鷲
総
合
病
院

（
尾
鷲
総
合
病
院
）

21
大
西
ク
リ
ニ
ッ
ク

22
富
田
浜
病
院

（
大
西
ク
リ
ニ
ッ
ク
）

23
四
日
市
社
会
保
険
病
院

24
一
志
病
院

25
遠
山
病
院

26
山
本
総
合
病
院

27
荒
坂
診
療
所
　

28
小
山
田
記
念
温
泉
病
院
　

29
久
瀬
医
院

30
志
摩
病
院

岐
阜

3
7

1
長
良
医
療
セ
ン
タ
ー

1
2

2
岐
阜
赤
十
字
病
院

2
5

3
高
山
赤
十
字
病
院
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関
名

機
関
数

派
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関
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関
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派
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チ
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都
道

府
県
名

県
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H
2
3
.3

.1
1
～

H
2
3
.7

.1
5
)

【
県

把
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分
（

H
2
4
.5

.2
4
現

在
）

】

救
護
チ
ー
ム
数
（
計
）

0
1
 国

立
病

院
機

構
（

H
2
3
.3

.1
6
～

H
2
3
.4

.2
2
)

0
2
 日

本
赤

十
字

社
（

H
2
3
.3

.1
1
～

H
2
3
.7

.2
9
)

0
3
 医

師
会

JM
A

T
（

H
2
3
.3

.1
1
～

H
2
3
.7

.1
5
)

左
記

「
救

護
チ

ー
ム

数
（

合
計

）
」

の
内

訳

大
阪

3
6

7
1

1
大
阪
赤
十
字
病
院

2
11

3
大
阪
府
医
師
会

27
29

30
大
阪
市
立
大
学
附
属
病
院

7
31

2
高
槻
赤
十
字
病
院

4
辻
本
病
院

31
関
西
医
科
大
学
附
属
牧
方
病
院

5
な
か
む
か
い
ク
リ
ニ
ッ
ク

32
大
阪
府
三
島
救
命
救
急
ｾﾝ
ﾀｰ

6
大
阪
医
科
大
学
附
属
病
院

33
大
阪
府
立
病
院
機
構

7
済
生
会
野
江
病
院

34
淀
川
キ
リ
ス
ト
教
病
院

8
北
摂
総
合
病
院

（
ガ
ラ
シ
ア
病
院
）

9
愛
仁
会
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
病
院

35
府
立
成
人
病
セ
ン
タ
ー

10
佐
藤
病
院

36
中
津
済
生
会
病
院

11
樫
本
病
院

12
新
仁
会
病
院

13
高
槻
病
院

14
Ｓ
Ｋ
Ｙ
整
形
外
科
ク
リ
ニ
ッ
ク

15
馬
場
記
念
病
院

16
お
ざ
わ
内
科
ク
リ
ニ
ッ
ク

17
な
が
た
医
院

18
元
山
医
院

19
古
林
医
院

20
金
澤
ク
リ
ニ
ッ
ク

21
ガ
ラ
シ
ア
病
院

22
清
恵
会
病
院

23
藁
島
生
野
病
院

24
生
長
会
ベ
ル
ラ
ン
ド
総
合
病
院

25
中
村
ク
リ
ニ
ッ
ク

26
西
中
島
ク
リ
ニ
ッ
ク

27
千
船
病
院

28
大
阪
回
生
病
院

29
府
中
病
院

奈
良

3
3

1
奈
良
赤
十
字
病
院

1
2

2
中
和
済
生
会
病
院

2
1

3
近
畿
大
学
医
学
部
奈
良
病
院

和
歌
山

2
0

4
6

1
南
和
歌
山
医
療
セ
ン
タ
ー

1
1

2
日
赤
和
歌
山
医
療
セ
ン
タ
ー

1
11

3
水
本
内
科
ク
リ
ニ
ッ
ク

7
7

10
和
歌
山
県
立
医
科
大
学
附
属
病
院

11
27

4
白
浜
は
ま
ゆ
う
病
院

11
社
会
保
険
紀
南
病
院

5
那
須
内
科
消
化
器
科

12
橋
本
市
民
病
院

6
光
仁
会
二
澤
病
院

13
和
歌
山
労
災
病
院

7
那
賀
医
師
会

14
国
保
野
上
厚
生
総
合
病
院

8
和
歌
山
市
医
師
会

15
済
生
会
有
田
病
院

9
国
保
日
高
総
合
病
院

16
公
立
那
賀
病
院

17
和
歌
山
済
生
会
病
院

（
国
保
日
高
総
合
病
院
）

（
白
浜
は
ま
ゆ
う
病
院
）

18
新
宮
市
立
医
療
ｾﾝ
ﾀｰ

19
南
和
歌
山
医
療
ｾﾝ
ﾀｰ

20
有
田
市
立
病
院

（
和
歌
山
県
医
師
会
）

滋
賀

3
4

1
大
津
赤
十
字
病
院

2
2

3
滋
賀
済
生
会
病
院

1
2

2
長
浜
赤
十
字
病
院

京
都

2
1

1
京
都
第
二
赤
十
字
病
院

1
1

2
宇
治
徳
洲
会
病
院

1
0
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護
チ
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数
（

合
計

）
」

の
内

訳

兵
庫

6
2
1

1
多
可
赤
十
字
病
院

4
19

5
姫
路
聖
マ
リ
ア
病
院

2
2

2
柏
原
赤
十
字
病
院

6
西
神
戸
医
療
セ
ン
タ
ー

3
神
戸
赤
十
字
病
院

岡
山

1
2

2
4

1
岡
山
赤
十
字
病
院

1
4

2
川
崎
医
科
大
学
附
属
病
院

11
20

3
岡
山
済
生
会
病
院

4
津
山
中
央
病
院

5
倉
敷
中
央
病
院

6
落
合
病
院

7
高
梁
中
央
病
院

8
岡
山
労
災
病
院

9
水
島
中
央
病
院

10
笠
岡
第
一
病
院

11
岡
山
大
学
医
学
部
病
院

12
特
定
非
営
利
活
動
法
人
ア
ム
ダ

鳥
取

1
1

1
鳥
取
赤
十
字
病
院

1
1

香
川

1
1

1
善
通
寺
病
院

1
1

高
知

1
1

1
国
立
病
院
機
構
高
知
病
院

1
1

徳
島

3
5

1
徳
島
赤
十
字
病
院

2
4

3
徳
島
県
医
師
会

1
1

2
徳
島
赤
十
字
ひ
の
み
ね
総
合
療
育
セ
ン
タ
ー

福
岡

4
1
2

1
聖
マ
リ
ア
病
院

1
10

（
聖
マ
リ
ア
病
院
）

3
2

2
福
岡
済
生
会
病
院

3
久
留
米
大
学
病
院

4
北
九
州
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【国立病院機構】本県で活動した各都道府県医療救護チーム一覧表
※DMAT活動後の医療救護活動　 Ｈ23.3.16～H23.4.22　

備考

主な活動場所 活動期間 NO 医療機関名 チーム数 医療機関数 チーム数 （調整等）

北海道 山田（山田南小ほか） 3/18-3/21 1 旭川医療センター 1

2 北海道医療センター 1 2 2
新潟 山田（山田南小ほか） 3/17-3/19 3 西新潟中央病院 1 1 1
千葉 山田（山田南小ほか） （3/17-4/22) 4 千葉医療センター 1 1 1
東京 山田（山田南小ほか） 3/23-3/27 5 東京医療センター 2 1 2
静岡 山田（山田南小ほか） 3/17-4/8 6 静岡医療センター 3

7 天竜病院 1

8 静岡てんかん・神経医療センター 1 3 5
石川 釜石（唐丹他） 3/22-3/25 9 金沢医療センター 3

10 医王病院 1 2 4
富山 山田（山田南小ほか） 3/26-3/28 11 富山病院 1 1 1
愛知 山田（山田南小ほか） 3/16-4/22 12 豊橋医療センター 3

13 名古屋医療センター 12

14 東名古屋病院 3 3 18
三重 釜石（唐丹他） 3/18-4/11 15 三重病院 2

16 三重中央医療センター 4 2 6
岐阜 山田（山田南小ほか） 4/3-4/5 17 長良医療センター 2 1 2
和歌山 山田（山田南小ほか） （3/17-4/22) 18 南和歌山医療センター 1 1 1
香川 山田（山田南小ほか） 3/22-3/24 19 善通寺病院 1 1 1

44 19 44

（※1)国立病院機構派遣チーム数（4/22日活動終了）・・・岩手総数　44チーム

　　独立行政法人国立病院機構　「平成23年東日本大震災における国立病院機構の支援活動について」H23.8.19付け公表

（※2）医療機関名については、「いわて災害医療ネットワーク」資料のほか、国立病院機構HP資料を参照のうえ調製。

合　　　　計

都道府県名 国立病院機構 再掲
派遣調整元　機関
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【日赤】本県で活動した各都道府県医療救護チーム一覧表
※DMAT活動後の医療救護活動　 Ｈ23.3.11～H23.7.29　

主な活動場所 活動期間 NO 医療機関名
チーム
数（A)

医療
機関数

チーム数
（調整後）

調整
(B)

調整後
（A+B) 調整根拠等

北海道 1 伊達赤十字病院 6 △ 1 5 △1(3/15～旧釜石一中）

釜石（旧釜石一中） 3/15-4/8 2 栗山赤十字病院 3 3

3 釧路赤十字病院 6 6

4 浦河赤十字病院 4 4

陸高（高田一中） 4/9-6/30 5 北見赤十字病院 6 6

6 旭川赤十字病院 9 9

7 函館赤十字病院 2 2

8 置戸赤十字病院 1 8 36 1

青森 陸高（高田一中） 4/1-4/7 9 八戸赤十字病院 3 1 2 △ 1 2 △1(3/14野田）

秋田 陸高（高田一中） 3/12-7/18 10 秋田赤十字病院 44 1 38 △ 6 38 △6(3/11～高田一中）

岩手 陸高（高田一中） 3/15-7/29 11 盛岡赤十字病院 97 1 89 △ 8 89 △8(3/11～消防学校、高田一中）

新潟 大槌釜石（巡回） 6/7-6/10 12 長岡赤十字病院 2 1 2 2

栃木 大槌釜石（巡回） 5/2-5/25 13 足利赤十字病院 2 2

14 大田原赤十字病院 3 △ 2 1 △2(医師会JMAT管理）

15 芳賀赤十字病院 2 3 5 2

群馬 釜石（旧釜石一中） 4/6-6/6 16 前橋赤十字病院 9 9

大槌釜石（巡回） 17 原町赤十字病院 1 2 10 1

埼玉 山田（山田高校） 3/31-6/19 18 深谷赤十字病院 3 3

大槌釜石（巡回） 19 小川赤十字病院 2 2

20 さいたま赤十字病院 3 3 8 3

茨城 釜石（鈴子） 5/2-5/28 21 古河赤十字病院 2 2

大槌釜石（巡回） 22 水戸赤十字病院 3 2 5 3

千葉 釜石（鈴子、巡回） 4/5-6/19 23 成田赤十字病院 7 1 7 7

東京 釜石（鈴子） 3/30-6/13 24 武蔵野赤十字病院 9 9

大槌釜石（巡回） 25 大森赤十字病院 7 7

26 葛飾赤十字病院 1 3 17 1

神奈川 山田（山田高校） 4/3-6/16 27 秦野赤十字病院 5 5

釜石（鈴子） 28 横浜市立みなと赤十字病院 3 3

大槌釜石（巡回） 29 津久井赤十字病院 2 3 10 2

山梨 大槌釜石（巡回） 6/1-6/4 30 山梨赤十字病院 1 1 1 1

静岡 釜石（鈴子） 3/13-3/30 31 静岡赤十字病院 4 △ 2 2 △2(3/12～待機、釜石鈴子）

大槌釜石（巡回） 32 浜松赤十字病院 3 △ 1 2 △1(3/12～待機、釜石鈴子）

33 伊豆赤十字病院 1 3 5 1

石川 山田（青少年の家） 3/13-3/28 34 金沢赤十字病院 3 1 1 △ 2 1 △2(3/12～消防学校、山田青少年の家）

福井 陸高（高田一中） 3/12-4/5 35 福井赤十字病院 8 1 6 △ 2 6 △2(3/12～消防学校、高田一中）

岐阜 陸高（高田一中） 3/13-3/30 36 岐阜赤十字病院 4 △ 2 2 △2(3/12～消防学校、高田一中）

37 高山赤十字病院 4 2 5 △ 1 3 △1(3/12～消防学校、高田一中）

和歌山 山田（大沢小学校） 3/13-5/1 38 日赤和歌山医療センター 13 1 11 △ 2 11 △2(3/13～山田大沢小学校）

奈良 野田（運動公園） 3/13-3/24 39 奈良赤十字病院 3 1 2 △ 1 2 △1(3/13～野田）

大阪 山田（青少年の家） 3/31-5/25 40 大阪赤十字病院 9 △ 2 7 △2(高槻Tと合同）

41 高槻赤十字病院 6 2 11 △ 2 4 △2(大阪Tと合同）

滋賀 山田（青少年の家） 5/10-5/14 42 大津赤十字病院 1 1

43 長浜赤十字病院 1 2 2 1

京都 山田（青少年の家） 5/14-5/17 44 京都第二赤十字病院 1 1 1 1

兵庫 山田（山田高校） 3/13-5/12 45 多可赤十字病院 3 △ 2 1 △2(柏原Tと合同）

山田（青少年の家） 46 柏原赤十字病院 3 △ 1 2 △1(3/15～釜石鈴子）

釜石（鈴子） 47 神戸赤十字病院 7 △ 1 6 △1(3/12～待機、釜石鈴子）

48 姫路赤十字病院 11 4 19 △ 1 10 △1(3/15～待機、釜石鈴子）

岡山 山田（青少年の家） 3/16-3/31 49 岡山赤十字病院 5 1 4 △ 1 4 △1(3/16のみ高田一中）

鳥取 釜石（鈴子） 3/15-3/21 50 鳥取赤十字病院 2 1 1 △ 1 1 △1(3/15～釜石鈴子）

徳島 山田（山田高校） 3/13-3/31 51 徳島赤十字病院 4 △ 1 3 △1(3/13～山田高校）

52 徳島赤十字ひのみね総合療育センター 1 2 4 1

345 52 302 △ 43 302

（※1)日本赤十字派遣チーム数（7/29日活動終了）・・・岩手総数　302チーム

日赤プレスリリース資料（H23.12.22付け）・・・活動日（3/11～7/29)

（※2）医療機関名については、「いわて災害医療ネットワーク」資料のほか、日赤HP資料等を参照のうえ調製。

（※3）集計上の整理のため、発災直後（DMAT：72時間程度）の対応を目安として、3/16日以前に着手したチームの計上を割愛したこと。

派遣調整元　機関

合　　　　計

都道府県名
日本赤十字社 再掲 備考
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【医師会ＪＭＡＴ】本県で活動した各都道府県医療救護チーム一覧表
※DMAT活動後の医療救護活動　 Ｈ23.3.11～H23.7.15　

備考

主な活動場所 活動期間 NO 医療機関名
チーム
数

医療
機関数

チーム
数

（調整等）

北海道 山田町（保健センター） 4/4-6/14 1 手稲渓仁会病院 5
2 下地内科外科 1
3 新さっぽろ脳神経外科医院 1
4 札幌整形循環器病院 1
5 旭川圭泉会病院 2
6 響きの杜クリニック 1
7 植苗病院 1
8 旭川医療センター 1
9 函館渡辺病院 2
10 函館中央病院 1
11 門別国保病院 1

19 12 苫小牧東病院 2
陸高（長部） 3/21-5/8 13 北海道大学附属病院 14 18チーム中、4チームは県管理

大船渡（赤崎蛸浦） （3/29-5/28） 14 十勝勤労者医療協会　帯広病院（民医連） 1
15 北海道民主医療機関連合会 6

15 40
青森 大槌（大槌高校） 3/24-6/10 16 五所川原市立西北中央病院 3

17 青森市立市民病院 5
18 ひきち内科クリニック 1
19 青森慈恵会病院 1
20 メディカルチェック・クリニック 1
21 十和田市立中央病院 1
22 城東こどもクリニック 1
23 はちのへ99クリニック 1
24 角田整形外科医院 1
25 弘前市立病院 1
26 村岡整形外科 1
27 南部病院 1
28 弘前記念病院 1
29 津軽保健生協　健生医院 1
30 青森県医師会 3

24 31 弘前市医師会 1
大船渡（赤崎蛸浦） （3/29-5/28） 32 青森県民主医療機関連合会 2

17 26
岩手 山田（保健センター） 6/13-7/4 33 和田内科医院 1 災害救助法（費用弁償資料）

　　休日・夜間 34 臼井循環器呼吸器内科 1
35 むらまつクリニック 1
36 藤島内科医院 1
37 児島内科小児科医院 1
38 森谷医院 1
39 久保田医院 1
40 おいかわ内科クリニック 1
41 三愛病院 1
42 西松園内科医院 1
43 澤田内科医院 1
44 植田内科消化器科医院 1
45 本間内科医院 1
46 鈴木内科医院 1
47 菅整形外科皮膚科クリニック 1
48 二戸医師会（坂本、橋浦、鈴木） 3
49 菅整形外科皮膚科クリニック 1
50 すがわら消化器内科 1
51 栃内内科医院 1
52 原田内科脳神経機能クリニック 1
53 金子胃腸科内科 1
54 浄法寺診療所 1
55 佐々木医院 1
56 高橋内科胃腸科クリニック 1
57 ゆとりが丘クリニック 1
58 川久保病院 1

山田（山田南小学校） 3/11-3/24 59 後藤医院 1 災害救助法（費用弁償資料）

再掲
派遣調整元　機関

都道府県名 医師会ＪＭＡＴ
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【医師会ＪＭＡＴ】本県で活動した各都道府県医療救護チーム一覧表
※DMAT活動後の医療救護活動　 Ｈ23.3.11～H23.7.15　

備考

主な活動場所 活動期間 NO 医療機関名
チーム
数

医療
機関数

チーム
数

（調整等）

再掲
派遣調整元　機関

都道府県名 医師会ＪＭＡＴ

野田（運動公園） 3/14-3/27 60 鳥谷医院 1 災害救助法（費用弁償資料）

61 久慈医師会 1
62 ちだ医院 1
63 おしかわ内科クリニック 1
64 しろと内科循環器科クリニック 1

釜石・大槌（統括） 3/11-6/19 65 釜石ファミリークリニック 1 災害救助法（費用弁償資料）

（小児医療支援） 5/26-7/15 66 山口クリニック 4 災害救助法（費用弁償資料）

陸前高田 67 みうら小児科 1
山田 68 杜のこどもクリニック 1 ※7/15以降の活動実績は割愛

69 赤坂こどもクリニック 1
70 大沼小児科医院 1
71 板倉小児科医院 1
72 さとう小児科医院 1
73 盛岡市医師会 1
74 鈴木小児科 1
75 みちのく療育園 2
76 川久保病院（盛岡医療生協） 1
77 北上済生会病院 1
78 ひらのこどもクリニック 1
79 盛岡市医師会 2
80 吉田小児科 1
81 臼井循環器呼吸器内科 1

49 56
秋田 釜石（巡回） 3/22-5/31 82 県立脳血管研究ｾﾝﾀｰ 1 DMATチーム（▲1)

83 秋田組合総合病院 2 DMATチーム（▲1)
84 仙北組合総合病院 1 DMATチーム（▲1)
85 雄勝中央病院 1
86 南秋田整形外科医院 1
87 市立秋田総合病院 1
88 由利組合総合病院 1
89 山王整形外科医院 1
90 大館市立総合病院 1
91 本庄第一病院 1
92 男鹿みなと市民病院 2
93 秋田緑ヶ丘病院 1
94 山本組合総合病院 2
95 たむら船越クリニック 1
96 協和病院 1
97 中央線診療所 1
98 ささき内科クリニック 1
99 中通総合病院 1
100 つばきさかクリニック 1
101 小須田医院 1
102 北秋田市民病院 1
103 神田医院 1
104 猪股医院 1
105 平鹿総合病院 1
106 三田医院 1
107 大野小児科医院 1
108 メンタルクリニック秋田駅前 1
109 岡田小児科医院 1
110 香曽我部医院 1
111 秋田メモリアルクリニック 1
112 木村内科医院 1
113 すずらん診療所 1
114 町立羽後病院 3
115 片岡医院 1
116 市立横手病院 4
117 奈良医院 1
118 御野場医院 1
119 佐藤医院 1
120 秋田市立大森医院 1
121 伊藤医院 1
122 村山クリニック 1

52 123 能代山本医師会病院 3
大船渡（赤崎蛸浦） （3/29-5/28） 124 秋田社会保険病院（民医連） 1

125 秋田県民主医療機関連合会 1 44 54
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【医師会ＪＭＡＴ】本県で活動した各都道府県医療救護チーム一覧表
※DMAT活動後の医療救護活動　 Ｈ23.3.11～H23.7.15　

備考

主な活動場所 活動期間 NO 医療機関名
チーム
数

医療
機関数

チーム
数

（調整等）

再掲
派遣調整元　機関

都道府県名 医師会ＪＭＡＴ

栃木 大船渡（末崎）など 3/25-7/1 126 自治医科大学附属病院 26 藤沢町民（心のケア）

釜石病院支援 3/20-7/9 127 自治医科大学同窓会 12 18チーム中、6チームは県管理

釜石・大槌巡回 5/4-5/27 （大田原赤十字病院） 2 日赤管理、日赤分から控除（▲2)

2 40
群馬 釜石市 3/24-3/25 128 群馬県医師会 1

1 1
埼玉 大船渡市（リアスＨほか） 4/29-5/31 129 医療法人秀峰会 1 ※心のケア

1 1
千葉 山田（保健センター） 4/11-6/15 130 小張総合病院 1

131 習志野台整形外科内科 1
132 クリニカルこばやし 1
133 千葉愛友会記念病院 1
134 あびこ診療所 1
135 星野医院 1
136 木内クリニック 1
137 さくらクリニック松戸 1
138 北習志野花輪病院 1
139 聖母療育園 1
140 根本医院 2
141 横山医院 1
142 井上内科医院 1
143 額田医学生物研究所附属病院 1
144 山口病院 1
145 君津市役所国保小堰診療所 1
146 宇井内科クリニック 1

20 147 東山クリニック 2
大槌（大槌高校） 3/16-4/8 148 五井病院 2

149 柏市医師会 1
5 150 平和台病院 2

陸前高田 4/24-6/19 151 日精協（木村病院） 1 ※心のケア
152 日精協（県精神保健福祉センター） 2 ※心のケア
153 日精協（旭神経内科） 1 ※心のケア
154 日精協（中村古峡記念病院） 2 ※心のケア
155 日精協（下総病院） 1 ※心のケア
156 日精協（市原鶴岡病院） 2 ※心のケア
157 日精協（袖ヶ浦さつき台病院） 1 ※心のケア
158 日精協（東条メンタルホスピタル） 1 ※心のケア
159 日精協（しのだの森ホスピタル） 1 ※心のケア
160 日精協（船橋北病院） 1 ※心のケア
161 日本精神科病院協会 11 ※心のケア

32 49
東京都 県立宮古病院 3/23-5/29 162 （日本医師会）帝京大学付属病院 12

陸高（高田一中、米崎） 5/3-7/15 163 日本小児科医会 1
大船渡病院支援 164 日本小児科学会 19 23チーム中、4チームは県管理

3 32
富山 釜石市（松原、平田） 4/30-5/9 165 八尾総合病院 2 3チーム中、1チームは県管理

1 2
長野 大槌（大槌高校） 3/23-5/15 166 丸子中央総合病院 4

167 安曇総合病院 1
168 依田窪病院 1
169 富士見高原病院 1
170 愛和病院 1
171 岸医院 1
172 どんぐりの森クリニック 1
173 東御市民病院 1
174 長野県医師会 2

13 9 13
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【医師会ＪＭＡＴ】本県で活動した各都道府県医療救護チーム一覧表
※DMAT活動後の医療救護活動　 Ｈ23.3.11～H23.7.15　

備考

主な活動場所 活動期間 NO 医療機関名
チーム
数

医療
機関数

チーム
数

（調整等）

再掲
派遣調整元　機関

都道府県名 医師会ＪＭＡＴ

静岡 野田（運動公園他巡回） 3/19-3/21 175 磯貝医院 7
176 八千代クリニック
177 かとう整形外科医院
178 おおいし脳神経外科クリニック
179 桜ヶ丘医院
180 乾医院
181 向井循環器科クリニック

釜石（巡回） 3/19-3/21 182 竹内クリニック 6
183 樋口外科医院
184 水谷痛みのクリニック
185 あかさか整形外科
186 望月クリニック
187 やまだメディカルクリニック
188 浅野医院

大槌（赤浜小学校他巡回） 3/19-3/21 189 吉永医院 6
190 清水河内診療所
191 庄司産婦人科
192 小高整形外科医院
193 清水厚生病院
194 清水駿府病院
195 福地内科外科循環器科医院

山田、陸高（高田一中） (3/18-5/15) 196 県立こども病院（日本小児科救急医学会） 1 22 20 21チーム中、20チームは県管理

三重 陸高（米崎コミセン） 3/18-7/13 197 三重大学附属病院 8 ※県管理あり
198 総合医療ｾﾝﾀｰ 2 ※県管理あり
199 市立伊勢総合病院 1 ※県管理あり
200 市立四日市病院 3 ※県管理あり
201 鈴鹿中央総合病院 3 ※県管理あり
202 松坂市民病院 4 ※県管理あり
203 松坂中央総合病院 3 ※県管理あり
204 いなべ総合病院 2 ※県管理あり
205 桑名市民病院 2 ※県管理あり
206 鈴鹿回生病院 2 ※県管理あり
207 済生会松坂総合病院 5 ※県管理あり
208 紀南病院 1 ※県管理あり
209 名張市立病院 1 ※県管理あり
210 亀山市立医療ｾﾝﾀｰ 2 ※県管理あり
211 主体会病院 1 ※県管理あり
212 青木記念病院 1 ※県管理あり
213 上野総合市民病院 1 ※県管理あり
214 尾鷲総合病院 1 ※県管理あり

44 215 大西クリニック 1 19 44 ※県管理あり
大阪 大槌 3/22-5/31 216 大阪府医師会 2

（大槌高校、寺野体育館） 217 辻本病院 1
218 なかむかいクリニック 1
219 大阪医科大学附属病院 2
220 済生会野江病院 1
221 北摂総合病院 1
222 愛仁会リハビリテーション病院 1
223 佐藤病院 1
224 樫本病院 1
225 新仁会病院 1
226 高槻病院 1
227 ＳＫＹ整形外科クリニック 1
228 馬場記念病院 1
229 おざわ内科クリニック 1
230 ながた医院 1
231 元山医院 1
232 古林医院 1
233 金澤クリニック 1
234 ガラシア病院 1
235 清恵会病院 1
236 藁島生野病院 1
237 生長会ベルランド総合病院 1
238 中村クリニック 1
239 西中島クリニック 1
240 千船病院 1
241 大阪回生病院 1
242 府中病院 1

29 27 29
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【医師会ＪＭＡＴ】本県で活動した各都道府県医療救護チーム一覧表
※DMAT活動後の医療救護活動　 Ｈ23.3.11～H23.7.15　

備考

主な活動場所 活動期間 NO 医療機関名
チーム
数

医療
機関数

チーム
数

（調整等）

再掲
派遣調整元　機関

都道府県名 医師会ＪＭＡＴ

和歌山 山田（豊間根中学校） 4/28-6/5 243 水本内科クリニック 7
244 白浜はまゆう病院
245 那須内科消化器科
246 光仁会二澤病院
247 那賀医師会
248 和歌山市医師会
249 国保日高総合病院 7 7

徳島 ※花巻空港 3/12-3/15 250 徳島県医師会 1 ※DMATチーム

1 1
福岡 高田（竹駒） 3/21-5/31 251 聖マリア病院 10 1チームは県管理

10 1 10
沖縄 大槌（城山公民館） 3/15-6/1 252 名桜大学 29

253 健康科学財団
254 琉球大学付属病院
255 仲江村立診療所
256 下地診療所
257 桑江皮フ科医院
258 長嶺胃腸科内科外科医院
259 まちだ小児科
260 嶺井リハビリ病院
261 沖縄大学オリブ山病院
262 介護老人保健施設陽光館
263 豊見城中央病院
264 北部病院
265 ハートライフ病院
266 きなクリニック
267 牧港中央病院
268 首里城下町クリニック
269 Dr久高のマンマ家クリニック
270 沖縄セントラル病院
271 北中城若松病院
272 かじまやークリニック
273 曙クリニック

29 22 29

454 273 454

（※1)ＪＭＡＴ派遣チーム数（7/15日活動終了）・・・岩手総数　454チーム
「第4回防災対策推進検討会議資料」社団法人日本医師会まとめ（H24.2.1)

（※2）医療救護チーム活動以降の、「岩手JMATⅡ」は含まれないこと。
（※3）一部に「心のケアチーム」が含まれていること。
（※4）医療機関名については、「いわて災害医療ネットワーク」資料のほか、求償資料（救助法）等を参照のうえ調製。

合　　　　計
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【県管理】本県で活動した各都道府県医療救護チーム一覧表
※DMAT活動後の医療救護活動　 Ｈ23.3.11～H23.7.15　

主な活動場所 活動期間 NO 医療機関名
チーム
数（A)

医療
機関数

チーム数
（調整後） 調整(B)

調整後
（A+B) 調整根拠等

北海道 陸前高田（長部） 3/21-7/1 （北海道大学附属病院） 18 △ 14 4 18チーム中、14チームはJMAT管理

1 江別市立病院 1 1
2 砂川市立病院 1 1
3 函館市立病院 2 2
4 苫小牧市立病院 1 1
5 名寄市立総合病院 1 1
6 岩見沢市立病院 1 1
7 小樽市立病院 1 1
8 滝川市立病院 2 2

宮古（崎山、鍬崎） 3/22-5/15 9 札幌医科大学附属病院 11 11
大船渡（リアスＨ） （3/17-3/31) 10 札幌徳洲会病院 0 徳洲会グループ（東京）へ計上

0
0

10 25 0
青森 宮古（磯鶏） 3/23-5/5 11 青森県立中央病院 12 12

12 八戸市民病院 2 2
高田（米崎） 4/1-4/4 13 弘前大学 1 1
釜石救護所→釜石大槌巡回 3/16-6/10 （自衛隊大湊病院） 0 海自　自衛隊（防衛省）へ計上

山田巡回（舟越ほか） 3/16-5/14 （自衛隊三沢病院） 3 15 0 航自　自衛隊（防衛省）へ計上

岩手
診療支援、眼科支
援、感染症対策、
災対本部

3/15-6/29 14 岩手医科大学附属病院 90 90 災害救助法（費用弁償資料）

陸高（広田、高田病院支援） 3/14-4/28 15 県立中央病院 23 23
高田病院、米崎コミセン 3/11-7/3 16 県立高田病院 25 25 災害救助法（費用弁償資料）

大槌 3/11-3/17 17 県立大槌病院 7 7 災害救助法（費用弁償資料）

山田 3/11-3/16他 18 県立山田病院 8 8 災害救助法（費用弁償資料）

大船渡（赤崎蛸浦ほか） 3/19-5/27 川久保病院（盛岡医療生協） 16 16 災害救助法（費用弁償資料）、JMAT管理

歯科巡回診療 3/30-6/30 19 県歯科医師会 74 74 災害救助法（費用弁償資料）

0
0
0

6 243 0
秋田 陸高（米崎コミセン） 3/21-7/15 20 秋田大学附属病院 26 26

0
1 26 0

山形 宮古（磯鶏） 3/28-4/25 21 県立新庄病院 1 1
22 山形済生会病院 1 1
23 鶴岡市庄内病院 1 1
24 日本海総合病院 1 1
25 置賜総合病院 1 1
26 山形市立病院済世館 1 1
27 山形大学附属病院 1 1

宮古（巡回診療） 6/9-6/13 28 山形済生会病院 1 1
0
0

8 8 0
栃木 大船渡（末崎）など 3/25-7/1 （自治医科大学附属病院） 26 △ 26 0 医師会JMAT管理

釜石病院支援 3/20-7/9 （自治医科大学同窓会） 18 △ 12 6 18チーム中、12チームはJMAT管理

宮古（巡回診療） 5/28-6/1 29 宇都宮済生会病院 1 1

0

1 7 0

茨城 宮古（巡回診療） 5/24-5/28 30 水戸済生会病院 1 1

0

1 1 0

県管理 再掲 備考都道府県名

派遣調整元　機関
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【県管理】本県で活動した各都道府県医療救護チーム一覧表
※DMAT活動後の医療救護活動　 Ｈ23.3.11～H23.7.15　

主な活動場所 活動期間 NO 医療機関名
チーム
数（A)

医療
機関数

チーム数
（調整後） 調整(B)

調整後
（A+B) 調整根拠等

県管理 再掲 備考都道府県名

派遣調整元　機関

埼玉 大船渡（巡回）、千厩病院支援 3/21-7/2 31 自治医科大学附属さいたま医療センター 18 18

宮古（巡回診療） 6/1-6/5 32 川口済生会病院 1 1

県立山田病院支援 4/20-6/30 （戸田中央医科グループ　TMG) 9 9

33 狭山病院 1 △ 1 0 戸田中央医科ｸﾞﾙｰﾌﾟ（東京）へ計上

34 朝霞台病院 1 △ 1 0 戸田中央医科ｸﾞﾙｰﾌﾟ（東京）へ計上

大槌町内（歯科診療） 3/19-4/22 35 埼玉医療支援チーム 1 1

0

0

5 29 0

東京 陸高（米崎） 3/29-6/17 36 都立墨東病院 4 4

37 都立駒込病院 2 2
38 都立広尾病院 3 3
39 公社大久保病院 1 1
40 東邦大学医療センター大森病院 16 16
41 日大附属板屋橋病院 3 3
42 慶応大学附属病院 2 2
43 白髪橋病院 1 1
44 都立大塚病院 1 1

大船渡（リアスホール） 3/28-4/28 45 財団法人日本オリンピック協会 9 9
3/17-3/31 （社）徳洲会グループ(TMAT) 5 5

宮古（巡回診療） 6/5-6/9 46 中央済生会病院 7 7
山田 3/15-4/15 47 昭和大学医学部 5 5
（県立山田病院支援） (4/20-6/30) 48 田園調布中央病院 1 △ 1 0 戸田中央医科ｸﾞﾙｰﾌﾟ（東京）へ計上

49 奥沢病院 2 △ 2 0 戸田中央医科ｸﾞﾙｰﾌﾟ（東京）へ計上

陸高（高田一中、米崎） 5/3-7/15 （日本小児科学会） 23 △ 19 4 23チーム中、19チームはJMAT管理

大船渡病院支援 （日本小児救急医学会） 21 △ 1 20 21チーム中、1チームはJMAT管理

50 都立小児総合医療センター 2 △ 2 0 日本小児救急医学会（東京）へ計上

51 聖路加国際病院 1 △ 1 0 日本小児救急医学会（東京）へ計上

52 立正佼成会附属佼成病院 1 △ 1 0 日本小児救急医学会（東京）へ計上

グリーンピア田老 3/ 53 国境なき医師団 1 1
グリーンピア田老 3/28- 54 日本心血管インターベンション治療学会 1 1 ※以降、大船渡病院支援あり

釜石救護所→釜石大槌巡回 3/16-6/10 55 防衛省（自衛隊） 4 4 (3/15～）2チーム→(4/10～）1チーム

山田巡回（舟越ほか） 3/16-5/14 0 (3/15～）2チーム→(4/10～）1チーム

0
20 89 0

千葉 陸高（小友） 3/18-6/1 56 旭中央総合病院 3 3
57 千葉市立青葉病院 3 3
58 県立救急医療ｾﾝﾀｰ 1 1
59 県立佐原病院 1 1 ※県精神医療ｾﾝﾀｰと帯同

60 県がんセンター 1 1
61 県立こども病院 2 2 ※県精神医療ｾﾝﾀｰと帯同

62 船橋市立医療センター 2 2
63 県立東金病院 1 1 ※県精神医療ｾﾝﾀｰと帯同

64 東京女子医大附属八千代医療ｾﾝﾀｰ 3 3
65 県立循環器病センター 1 1
66 君津市立病院 1 1
67 県立リハビリテーションセンター 2 2
68 化研病院 1 1
69 千葉市立海浜病院 1 1
70 国保総合君津中央病院 1 1
71 国立病院機構千葉医療ｾﾝﾀｰ 1 1
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【県管理】本県で活動した各都道府県医療救護チーム一覧表
※DMAT活動後の医療救護活動　 Ｈ23.3.11～H23.7.15　

主な活動場所 活動期間 NO 医療機関名
チーム
数（A)

医療
機関数

チーム数
（調整後） 調整(B)

調整後
（A+B) 調整根拠等

県管理 再掲 備考都道府県名

派遣調整元　機関

大船渡（リアスホール） 3/17-3/31 72 四街道徳洲会病院 0 徳洲会グループ（東京）へ計上

73 千葉西総合病院 0 徳洲会グループ（東京）へ計上

0
0
0

18 25 0
神奈川 県立大船渡病院支援 3/25-5/31 74 藤沢市民病院 17 17

大船渡（リアスホール） 3/17-3/31 75 湘南鎌倉総合病院 0 徳洲会グループ（東京）へ計上

陸高（高田一中、米崎） 5/3-7/15 76 津久見中央病院 1 △ 1 0 日本小児救急医学会（東京）へ計上

大船渡病院支援 77 横浜労災病院 1 △ 1 0 日本小児救急医学会（東京）へ計上

県立山田病院支援 4/20-6/30 78 戸塚共立第一病院 2 △ 2 0 戸田中央医科ｸﾞﾙｰﾌﾟ（東京）へ計上

79 戸塚共立第二病院 1 △ 1 0 戸田中央医科ｸﾞﾙｰﾌﾟ（東京）へ計上

0
0
0

6 17 0
静岡 陸高（米崎コミセン） 4/29-6/29 80 浜松市医師会チーム 12 12 JMAT登録なし（市、医師会、薬剤師会）

宮古（津軽石、重茂） 3/21-4/30 81 県立総合病院 6 6
（県立こども病院） 5 5 ※JMAT派遣実績

82 県立がんセンター 4 4
83 富士市立中央病院 2 2
84 静岡市立清水病院 2 2
85 静岡市立静岡病院 2 2

（静岡医療センター） 1 1 ※国立病院派遣実績

86 沼津市立病院 1 1
87 浜松医科大学附属病院 1 1
88 焼津市立総合病院 1 1
89 藤枝市立総合病院 1 1
90 島田市民病院 1 1
91 市立御前崎総合病院 1 1
92 菊川市立総合病院 1 1
93 磐田市立総合病院 1 1
94 掛川市立総合病院 1 1
95 袋井市民病院 1 △ 1 0 掛川市立総合病院と合同

96 浜松医療センター 1 1
97 静岡済生会総合病院 3 3
98 遠州総合病院 1 1
99 聖隷浜松病院 1 1

100 順天堂大学医学部付属静岡病院 1 1
陸高（高田一中、米崎） 5/3-7/15 （県立こども病院） 1 △ 1 0 日本小児救急医学会（東京）へ計上

県立山田病院支援 4/20-6/30 101 熱海所記念病院 1 △ 1 0 戸田中央医科ｸﾞﾙｰﾌﾟ（東京）へ計上

0
0
0

22 50 0
長野 釜石市 3/17-3/18 102 市立大町病院 1 △ 1 0 DMATチーム

大船渡市内 3/14-3/29 103 佐久市立国保浅間総合病院 4 4
0
0

2 4 0
新潟 宮古（磯鶏） 3/25-5/1 104 新潟大学医歯学部総合病院 1 1

0
0
0

1 1 0
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【県管理】本県で活動した各都道府県医療救護チーム一覧表
※DMAT活動後の医療救護活動　 Ｈ23.3.11～H23.7.15　

主な活動場所 活動期間 NO 医療機関名
チーム
数（A)

医療
機関数

チーム数
（調整後） 調整(B)

調整後
（A+B) 調整根拠等

県管理 再掲 備考都道府県名

派遣調整元　機関

石川 宮古（巡回診療） 3/17-3/20 105 石川済生会金沢病院 1 1
陸高（高田一中、米崎） 5/3-7/15 106 金沢大学附属病院 1 △ 1 0 日本小児救急医学会（東京）へ計上

0
0

2 1 0
富山 釜石（松原、平田） 3/17-5/9 107 県立中央病院 2 2

108 富山市民病院 2 2
109 黒部市民病院 1 1
110 射水市民病院 1 1
111 厚生連高岡病院 2 2
112 富山大学附属病院 2 2
113 高岡市民病院 2 2
114 市立砺波総合病院 1 1
115 済生会高岡病院 1 1
116 厚生連高岡病院 1 1
117 かみいち総合病院 1 1
118 高志リハビリテーション病院1 1
119 厚生連滑川病院 1 1
120 あさひ総合病院 1 1
121 南栃市民病院 1 1
122 済生会富山病院 1 1

（八尾総合病院） 3 △ 2 1 3チーム中、2チームはJMAT管理

0
0
0

16 22 0
三重 陸高（米崎コミセン） 3/18-7/15 （三重大学附属病院） 8 △ 8 0 　※医師会JMATで管理

（総合医療ｾﾝﾀｰ） 2 △ 2 0 　※医師会JMATで管理

（市立伊勢総合病院） 1 △ 1 0 　※医師会JMATで管理

（市立四日市病院） 3 △ 3 0 　※医師会JMATで管理

（鈴鹿中央総合病院） 3 △ 3 0 　※医師会JMATで管理

（松坂市民病院） 4 △ 4 0 　※医師会JMATで管理

（松坂中央総合病院） 3 △ 3 0 　※医師会JMATで管理

（いなべ総合病院） 2 △ 2 0 　※医師会JMATで管理

（桑名市民病院） 2 △ 2 0 　※医師会JMATで管理

（鈴鹿回生病院） 2 △ 2 0 　※医師会JMATで管理

（済生会松坂総合病院） 5 △ 5 0 　※医師会JMATで管理

（紀南病院） 1 △ 1 0 　※医師会JMATで管理

（名張市立病院） 1 △ 1 0 　※医師会JMATで管理

（亀山市立医療ｾﾝﾀｰ） 2 △ 2 0 　※医師会JMATで管理

（主体会病院） 1 △ 1 0 　※医師会JMATで管理

（青木記念病院） 1 △ 1 0 　※医師会JMATで管理

（上野総合市民病院） 1 △ 1 0 　※医師会JMATで管理

（尾鷲総合病院） 1 △ 1 0 　※医師会JMATで管理

123 富田浜病院 2 2
（大西クリニック） 1 △ 1 0 　※医師会JMATで管理

124 四日市社会保険病院 2 2
125 一志病院 2 2
126 遠山病院 1 1
127 山本総合病院 1 1
128 荒坂診療所　 1 △ 1 0 紀南病院と合同チーム

129 小山田記念温泉病院　 1 △ 1 0 主体会病院と合同チーム

130 久瀬医院 1 △ 1 0 上野総合市民病院と合同チーム

131 志摩病院 1 △ 1 0 一志病院と合同チーム

0
0
0

9 8 0
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【県管理】本県で活動した各都道府県医療救護チーム一覧表
※DMAT活動後の医療救護活動　 Ｈ23.3.11～H23.7.15　

主な活動場所 活動期間 NO 医療機関名
チーム
数（A)

医療
機関数

チーム数
（調整後） 調整(B)

調整後
（A+B) 調整根拠等

県管理 再掲 備考都道府県名

派遣調整元　機関

滋賀 宮古（巡回診療） 5/3-5/16 132 滋賀済生会病院 2 2
0
0
0

1 2 0
奈良 宮古（巡回診療） 6/17-6/21 133 中和済生会病院 1 1

陸高（高田一中、米崎） 5/3-7/15 134 近畿大学医学部奈良病院 4 △ 4 0 日本小児救急医学会（東京）へ計上

0
0

2 1 0
大阪 釜石・大槌巡回 3/20-4/11 135 大阪市立大学附属病院 7 7

3/18-3/20 136 関西医科大学附属牧方病院 1 1 ※DMATチーム
大槌（吉里吉里） 3/19-3/28 137 大阪府三島救命救急ｾﾝﾀｰ 1 1
釜石・大槌（吉里吉里） 3/24-5/19 138 大阪府立病院機構 18 18
釜石（巡回） 3/28- 139 淀川キリスト教病院 1 1 日本ｷﾘｽﾄ教医師連盟

陸高（竹駒） 5/31-6/7 （ガラシア病院） 1 1 ※JMAT派遣実績
陸高（高田一中） 3/31-6/4 140 府立成人病センター 1 1 CT車貸与
宮古（巡回診療） 5/20-5/24 141 中津済生会病院 1 1

0
0

7 31 0
兵庫 陸高（竹駒） 6/6-6/23 142 姫路聖マリア病院 2 2

陸高（高田一中、米崎） 5/3-7/15 143 西神戸医療センター 1 △ 1 0 日本小児救急医学会（東京）へ計上

0
0

2 2 0
和歌山 山田（豊間根、大沢） 3/19-6/30 144 和歌山県立医科大学附属病院13 13

145 社会保険紀南病院 2 2
146 橋本市民病院 2 2
147 和歌山労災病院 1 1
148 国保野上厚生総合病院 1 1
149 済生会有田病院 1 1
150 公立那賀病院 2 2
151 和歌山済生会病院 2 2

（国保日高総合病院） 1 △ 1 0 　※医師会JMATで管理

（白浜はまゆう病院） 1 △ 1 0 　※医師会JMATで管理

152 新宮市立医療ｾﾝﾀｰ 1 1
153 南和歌山医療ｾﾝﾀｰ 1 1
154 有田市立病院 1 1

（和歌山県医師会） 5 △ 5 0 　※医師会JMATで管理

0
0

11 27 0
京都 大船渡（リアスホール） 3/17-3/31 155 宇治徳洲会病院 0 徳洲会グループ（東京）へ計上

0
0
0

1 0 0
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【県管理】本県で活動した各都道府県医療救護チーム一覧表
※DMAT活動後の医療救護活動　 Ｈ23.3.11～H23.7.15　

主な活動場所 活動期間 NO 医療機関名
チーム
数（A)

医療
機関数

チーム数
（調整後） 調整(B)

調整後
（A+B) 調整根拠等

県管理 再掲 備考都道府県名

派遣調整元　機関

岡山 大船渡（地区公民館） 3/24-4/30 156 川崎医科大学附属病院 2 2
157 岡山済生会病院 4 4
158 津山中央病院 3 3
159 倉敷中央病院 3 3
160 落合病院 2 2
161 高梁中央病院 1 1
162 岡山労災病院 1 1
163 水島中央病院 1 1
164 笠岡第一病院 1 1

県立大船渡病院支援 3/ 165 岡山大学医学部病院 1 1
大槌（大槌高校、寺野体育館） 3/16-4/20 166 特定非営利活動法人アムダ 1 1

0
0
0
0
0
0
0
0
0

11 20 0
高知 陸高市内 3/19-3/20 167 国立病院機構高知病院 1 1 ※DMATチーム

0
0
0

1 1 0

- 100 -



【県管理】本県で活動した各都道府県医療救護チーム一覧表
※DMAT活動後の医療救護活動　 Ｈ23.3.11～H23.7.15　

主な活動場所 活動期間 NO 医療機関名
チーム
数（A)

医療
機関数

チーム数
（調整後） 調整(B)

調整後
（A+B) 調整根拠等

県管理 再掲 備考都道府県名

派遣調整元　機関

福岡 陸高（竹駒） 3/21-5/31 （聖マリア病院） 11 △ 10 1 11チーム中、10チームはJMAT管理

宮古（巡回診療） 6/13-6/17 168 福岡済生会病院 1 1
陸高（高田一中、米崎） 5/3-7/15 169 久留米大学病院 1 △ 1 0 日本小児救急医学会（東京）へ計上

170 北九州市立八幡病院 4 △ 4 0 日本小児救急医学会（東京）へ計上

0
3 2 0

長崎 釜石市内 3/18-3/21 171 長崎市民病院 1 1
0
0
0

1 1 0
熊本 宮古（巡回診療） 5/16-5/20 172 熊本済生会病院 1 1

大船渡（リアスホール） 3/17-3/31 173 高野病院 0 徳洲会グループ（東京）へ計上

0
0

2 1 0
鹿児島 陸高（高田一中、米崎） 5/3-7/15 174 鹿児島大学病院 1 1 日本小児救急医学会（東京）へ計上

大船渡（リアスホール） 3/17-3/31 175 徳之島徳洲会病院 0 徳洲会グループ（東京）へ計上

176 伊仙クリニック 0 徳洲会グループ（東京）へ計上

0
3 1 0

沖縄 宮古（崎山、鍬が崎） 3/22-4/30 177 県立北部病院 2 2
178 県立中部病院 2 2
179 県立南部医療センター 1 1
180 県立精和病院 1 1
181 県立宮古病院 1 1
182 県立八重山病院 1 1
183 大浜第一病院 1 1
184 浦添総合病院 1 1
185 中頭病院 1 1

大船渡（リアスホール） 3/17-3/31 186 中部徳洲会病院 0 徳洲会グループ（東京）へ計上

0
0
0

10 11 0
アメリカ 陸高（高田一中、米崎） 5/3-7/15 187 UCLA 1 △ 1 0 日本小児救急医学会（東京）へ計上

大船渡（リアスホール） 3/17-3/31 188 UPML(ピッツパーグ大医療センター) 0 徳洲会グループ（東京）へ計上

0
0

2 0 0

840 188 671 △ 169 671

（※1）医療機関名については、「いわて災害医療ネット」資料のほか、求償資料（救助法）、各種公開資料（HP等）等を
　　　参照のうえ調製。

合　　　　計
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◆　「いわて災害医療支援ネットワーク」の開催概要（全６８回）

No 期日 実施場所 主な参集機関 主な議題 備考

1 H23.3.16（水） 県庁9F会議室
岩手医大、医師会、日赤、
国立病院機構、医療局、県
など

①医療救護コーディネート体制の検討
②医療救護班調整（地区別参集拠点、チームの申出状況等）、
③情報共有：県災対本部の発表資料（避難者数、被災状況等）　など

2 H23.3.17（木） 県庁9F会議室
岩手医大、医師会、日赤、
国立病院機構、医療局、県
など

①医療救護コーディネート体制の運営検討、
②医療救護班調整（地区別活動状況・地区調整、チームの申出状況等）
③県災対本部の発表資料（避難者数、被災状況等）　など

3 H23.3.18（金） 県庁9F会議室
岩手医大、医師会、日赤、
国立病院機構、医療局、県
など

①医療救護コーディネート体制の運営（各機関の役割分担など）
②医療救護班調整（地区別活動状況・地区調整、チームの申出状況等）
③-1情報共有：県災対本部の発表資料（避難者数、被災状況等）
③-2情報共有：医療機関の状況調査結果など

4 H23.3.19（土） 県庁9F会議室
岩手医大、医師会、日赤、
国立病院機構、医療局、県
など

①医療救護班調整（地区別活動状況・地区調整、チームの申出状況等）
②-1情報提供（避難者数、被災状況等の県災対本部の発表資料）、
②-2情報共有（宮古地域、釜石地域、野田村における避難所医療体制）など

5 H23.3.20（日） 県庁9F会議室
岩手医大、医師会、日赤、
国立病院機構、医療局、県
など

①医療救護班調整（地区別活動状況・地区調整、チームの申出状況等）
②-1情報提供（避難者数、被災状況等の県災対本部の発表資料）、
②-2情報共有（宮古地域、釜石地域における避難所への医療体制）
②-3情報共有：日本医師会（医薬品提供）　など

3/20ネッ
トワーク
設立日
（正式）

6 H23.3.21（月） 県庁9F会議室
岩手医大、医師会、日赤、
国立病院機構、医療局、県
など

①医療救護班調整（地区別活動状況・地区調整、チームの申出状況等）
②-1情報提供（避難者数、被災状況等の県災対本部の発表資料）、
②-2情報共有（宮古地域、釜石地域における避難所への医療体制）
②-3情報共有：日赤の医療救護活動計画　など

7 H23.3.22（火） 県庁9F会議室
岩手医大、医師会、日赤、
国立病院機構、自衛隊、医
療局、県など

①医療救護コーディネート体制（医療救護班の参集拠点、薬品の搬送拠点の設
定）
②医療救護班調整（地区別活動状況・地区調整等）
③-1情報提供（避難者数、被災状況等の県災対本部の発表資料）
③-2情報共有（釜石地域における避難所への医療体制）
③-3情報共有：自衛隊（避難所のライフライン）　など

8 H23.3.23（水） 県庁9F会議室
岩手医大、医師会、日赤、
国立病院機構、自衛隊、医
療局、県など

①医療救護班調整（地区別活動状況・地区調整等）
②-1情報提供（避難者数、被災状況等の県災対本部の発表資料）
②-2情報共有（釜石地域における避難所への医療体制）
②-3情報共有：被災者への心のケア（接遇面の周知）　など

9 H23.3.24（木） 県庁9F会議室
岩手医大、医師会、日赤、
国立病院機構、自衛隊、医
療局、県など

①医療救護班調整（地区別活動状況・地区調整等）
②-1情報提供（避難者数、被災状況等の県災対本部の発表資料）
②-2情報共有（医大：採血チームの活動計画）
②-3情報共有：自衛隊（避難所のライフライン）　など

10 H23.3.25（金） 県庁9F会議室
岩手医大、医師会、日赤、
国立病院機構、自衛隊、看
護協会、医療局、県など

①医療救護班調整（地区別活動状況等）
②-1情報共有（派遣計画：心のケア、災害支援ナース、保健師など）
②-2情報共有：日赤（心のケア記録様式の提示）
②-3：情報共有：医療機関の診療状況　など

11 H23.3.26（土） 県庁9F会議室

岩手医大、医師会、日赤、
国立病院機構、自衛隊、看
護協会、医療局、県警本
部、県など

①医療救護班調整（地区別活動状況等）
②-1情報共有（避難所の環境整備）
②-2情報共有：医大（眼科診療、避難所の感染症）
②-3：情報共有（派遣計画：医師会JMAT、日赤など）　など

12 H23.3.27（日） 県庁9F会議室

厚生労働省、岩手医大、医
師会、歯科医師会、日赤、
国立病院機構、自衛隊、看
護協会、医療局、県など

①医療救護班調整（地区別活動状況等）
②-1情報共有（釜石地域の医療体制）
②-2情報共有：歯科医師会（口腔ケアによる肺炎予防）
②-3：情報共有（派遣計画：歯科保健医療班、国立病院など）　など

13 H23.3.28（月） 県庁9F会議室

厚生労働省、岩手医大、医
師会、歯科医師会、日赤、
国立病院機構、自衛隊、看
護協会、医療局、県など

①医療救護班調整（地区別活動状況等）
②-1情報提供（避難者数、被災状況等の県災対本部の発表資料）
②-2情報共有（看護協会：支援活動報告）
②-3情報共有：自衛隊（避難所のライフライン）　など

14 H23.3.29（火） 県庁9F会議室

厚生労働省、岩手医大、医
師会、歯科医師会、日赤、
国立病院機構、自衛隊、看
護協会、医療局、県など

①医療救護班調整（地区別活動状況等）
②-1情報提供（避難者におけるインフルエンザ、ノロ等の感染症対策の暫定方
針）
②-2情報共有（医療局：県立病院の災害医療応援ニーズ）
②-3情報共有：避難所現地調査の実施　など
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15 H23.3.30（水） 県庁9F会議室

厚生労働省、岩手医大、医
師会、歯科医師会、日赤、
国立病院機構、自衛隊、看
護協会、医療局、県など

①医療救護班調整（地区別活動状況等）
②-1情報共有（宮古地域の医療体制）
②-2情報共有：（医療局：県立病院の災害医療応援ニーズ）
②-3：情報共有（派遣計画：医師会JMAT、国立病院など）　など

16 H23.3.31（木） 県庁9F会議室

厚生労働省、岩手医大、医
師会、歯科医師会、日赤、
国立病院機構、自衛隊、看
護協会、医療局、県など

①医療救護班調整（地区別活動状況等）
②-1情報共有（救援物資情報（移動診療車、携帯電話）
②-2情報共有：（日赤：釜石地域の医療情勢報告）
②-3：情報共有（避難所環境：高田一中、サンビレッジ）　など

17 H23.4.1（金） 県庁9F会議室

厚生労働省、岩手医大、医
師会、歯科医師会、日赤、
国立病院機構、自衛隊、看
護協会、リハビリテーショ
ンセンター、医療局、県な
ど

①医療救護班調整（地区別活動状況等）
②-1情報共有（リハセン：震災後のリハビリ活動計画）
②-2情報共有：（医療局：リウマチ膠原病患者を診察する医療機関への周知）
②-3：情報共有（宮古、釜石地域の医療提供体制）　など

18 H23.4.2（土） 県庁9F会議室

厚生労働省、岩手医大、医
師会、歯科医師会、日赤、
国立病院機構、自衛隊、看
護協会、医療局、県など

①医療救護班調整（地区別活動状況等）
②-1情報共有（歯科医師会：医療班の活動実績）
②-2情報共有：（外務省：海外医療支援チームの受入希望照会）
②-3：情報共有（宮古、釜石地域の医療提供体制）　など

19 H23.4.3（日） 県庁9F会議室

厚生労働省、岩手医大、医
師会、歯科医師会、日赤、
国立病院機構、自衛隊、看
護協会、医療局、県など

①医療救護班調整（地区別活動状況等）
②-1情報共有（歯科医師会：避難所の口腔保健状況調査結果）
②-2情報共有：（医大：災害時の血圧管理）
②-3：情報共有（日赤：高田一中避難所の取扱患者状況）　など

20 H23.4.4（月） 県庁9F会議室

厚生労働省、岩手医大、医
師会、歯科医師会、日赤、
国立病院機構、自衛隊、看
護協会、医療局、県など

①医療救護班調整（地区別活動状況等）
②-1情報共有（震災津波関連の患者受入状況）
②-2情報共有：（日赤：心のケア活動状況）
②-3：情報共有（派遣計画：県立病院、国立病院など）　など

21 H23.4.5（火） 県庁9F会議室

厚生労働省、岩手医大、医
師会、歯科医師会、日赤、
国立病院機構、自衛隊、看
護協会、医療局、県など

①医療救護班調整（地区別活動状況等）
②-1情報共有（医療機関の状況調査結果）
②-2情報共有：（宮古、釜石地域の医療提供体制）
②-3：情報共有（国立病院：取扱患者実績など）　など

22 H23.4.6（水） 県庁9F会議室

厚生労働省、岩手医大、医
師会、歯科医師会、日赤、
国立病院機構、自衛隊、看
護協会、医療局、県など

①医療救護班調整（地区別活動状況等）
②-1情報共有（精神保健福祉センター：こころのケア対策会議結果）
②-2情報共有：（各保健所からの情報提供）
②-3：情報共有（厚生労働省：生活支援情報）　など

23 H23.4.7（木） 県庁9F会議室

厚生労働省、岩手医大、医
師会、歯科医師会、日赤、
国立病院機構、自衛隊、看
護協会、医療局、県など

①医療救護班調整（地区別活動状況等）
②-1情報共有（各保健所からの情報提供）
②-2情報共有：（陸前高田市避難所の静脈血栓検査結果）
②-3：情報共有（粉じん対策の周知）　など

24 H23.4.8（金） 県庁9F会議室

厚生労働省、岩手医大、医
師会、歯科医師会、日赤、
国立病院機構、自衛隊、看
護協会、医療局、県など

①医療救護班調整（地区別活動状況等）
②-1情報共有（山田町職員のﾒﾃﾞｨｶﾙﾁｪｯｸ結果）
②-2情報共有：（肝炎治療特別促進事業の周知）
②-3：情報共有（宮古地域医療・保健支援ミーティング資料）　など

25 H23.4.9（土） 県庁9F会議室

厚生労働省、岩手医大、医
師会、歯科医師会、日赤、
国立病院機構、自衛隊、看
護協会、医療局、県など

①医療救護班調整（地区別活動状況等）
②-1情報共有（大槌町職員のﾒﾃﾞｨｶﾙﾁｪｯｸ結果）
②-2情報共有：（教員等の支援者に対する心のケア）
②-3：情報共有（各保健所からの情報提供）　など

26 H23.4.11（月） 県庁9F会議室

厚生労働省、岩手医大、医
師会、歯科医師会、日赤、
国立病院機構、自衛隊、看
護協会、医療局、県など

①医療救護班調整（地区別活動状況等）
②-1情報共有（派遣計画：県立病院、医師会など）
②-2情報共有：（自衛隊：避難所への支援物資ニーズ）
②-3：情報共有（各保健所からの情報提供）　など

27 H23.4.12（火） 県庁9F会議室

厚生労働省、岩手医大、医
師会、歯科医師会、日赤、
国立病院機構、自衛隊、看
護協会、医療局、県など

①医療救護班調整（地区別活動状況等）
②-1情報共有（眼科診療バス）
②-2情報共有：（大型避難所、高齢避難所の環境アセスメント）
②-3：情報共有（各保健所からの情報提供）　など

28 H23.4.13（水） 県庁9F会議室

厚生労働省、岩手医大、医
師会、歯科医師会、日赤、
国立病院機構、自衛隊、看
護協会、医療局、県など

①医療救護班調整（地区別活動状況等）
②-1情報共有（歯科医師会：巡回歯科診療）
②-2情報共有：（自衛隊：避難所への支援物資ニーズ）
②-3：情報共有（各保健所からの情報提供）　など
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29 H23.4.14（木） 県庁9F会議室

厚生労働省、岩手医大、医
師会、歯科医師会、日赤、
国立病院機構、自衛隊、看
護協会、医療局、県など

①医療救護班調整（地区別活動状況等）
②-1情報共有（小規模仮設診療所の仕様）
②-2情報共有：（自衛隊：避難所への支援物資ニーズ）
②-3：情報共有（各保健所からの情報提供）　など

30 H23.4.15（金） 県庁9F会議室

厚生労働省、岩手医大、医
師会、歯科医師会、日赤、
国立病院機構、自衛隊、看
護協会、医療局、県など

①医療救護班調整（地区別活動状況等）
②-1情報共有（派遣計画：県立病院、医師会など）
②-2情報共有：（自衛隊：避難所への支援物資ニーズ）
②-3：情報共有（各保健所からの情報提供）　など

31 H23.4.16（土） 県庁9F会議室

厚生労働省、岩手医大、医
師会、歯科医師会、日赤、
国立病院機構、自衛隊、看
護協会、医療局、県など

①医療救護班調整（地区別活動状況等）
②-1情報共有（派遣計画：県立病院、医師会など）
②-2情報共有：（日赤：活動状況報告）
②-3：情報共有（各保健所からの情報提供）　など

32 H23.4.18（月） 県庁9F会議室

厚生労働省、岩手医大、医
師会、歯科医師会、日赤、
国立病院機構、自衛隊、看
護協会、医療局、県など

①医療救護班調整（地区別活動状況等）
②-1情報共有（臨床心理士会：ボランティアの受入情報）
②-2情報共有：（日赤：心のケア要員の活動報告）
②-3：情報共有（各保健所からの情報提供）　など

33 H23.4.19（火） 県庁9F会議室

厚生労働省、岩手医大、医
師会、歯科医師会、日赤、
国立病院機構、自衛隊、看
護協会、医療局、県など

①医療救護班調整（地区別活動状況等）
②-1情報共有（派遣計画：県立病院、医師会など）
②-2情報共有：（医大：眼科診療バス運行計画）
②-3：情報共有（各保健所からの情報提供）　など

34 H23.4.20（水） 県庁9F会議室

厚生労働省、岩手医大、医
師会、歯科医師会、日赤、
国立病院機構、自衛隊、看
護協会、医療局、県など

①医療救護班調整（地区別活動状況等）
②-1情報共有（県：地域医療提供体制の復興ロードマップ）
②-2情報共有：（看護協会：訪問看護ステーション等の被害状況）
②-3：情報共有（避難所における感染症等発生動向調査の実施）　など

35 H23.4.21（木） 県庁9F会議室

厚生労働省、岩手医大、医
師会、歯科医師会、日赤、
国立病院機構、自衛隊、看
護協会、医療局、県など

①医療救護班調整（地区別活動状況等）
②-1情報共有（派遣計画：県立病院、医師会など）
②-2情報共有：（自衛隊：避難所への支援物資ニーズ）
②-3：情報共有（各保健所からの情報提供）　など

36 H23.4.22（金） 県庁9F会議室

厚生労働省、岩手医大、医
師会、歯科医師会、日赤、
国立病院機構、自衛隊、看
護協会、医療局、県など

①医療救護班調整（地区別活動状況等）
②-1情報共有（仮設住宅入所に伴う支援のためのニーズ調査）
②-2情報共有：（自衛隊：避難所への支援物資ニーズ）
②-3：情報共有（各保健所からの情報提供）　など

～4/22国
立病院終
了

37 H23.4.25（月） 県庁9F会議室

厚生労働省、岩手医大、医
師会、歯科医師会、日赤、
自衛隊、看護協会、医療
局、県など

①医療救護班調整（地区別活動状況等）
②-1情報共有（仮設住宅入所に伴う支援のためのニーズ調査）
②-2情報共有：（自衛隊：避難所への支援物資ニーズ）
②-3：情報共有（各保健所からの情報提供）　など

38 H23.4.26（火） 県庁9F会議室

厚生労働省、岩手医大、医
師会、歯科医師会、日赤、
自衛隊、看護協会、医療
局、県など

①医療救護班調整（地区別活動状況等）
②-1情報共有（医大：避難所における下肢静脈血栓エコー検診の実施）
②-2情報共有：（自衛隊：避難所への支援物資ニーズ）
②-3：情報共有（各保健所からの情報提供）　など

39 H23.4.27（水） 県庁9F会議室

厚生労働省、岩手医大、医
師会、歯科医師会、日赤、
自衛隊、看護協会、医療
局、県など

①医療救護班調整（地区別活動状況等）
②-1情報共有（感染症の予防情報、麻疹患者の増加傾向）
②-2情報共有：（被災市町村の予防接種の対応状況）
②-3：情報共有（各保健所からの情報提供）　など

40 H23.4.28（木） 県庁9F会議室

厚生労働省、岩手医大、医
師会、歯科医師会、日赤、
自衛隊、看護協会、医療
局、県など

①医療救護班調整（地区別活動状況等）
②-1情報共有（避難所サーベイランス情報）
②-2情報共有：（自衛隊：避難所への支援物資ニーズ）
②-3：情報共有（各保健所からの情報提供）　など

41 H23.5.2（月） 県庁9F会議室

厚生労働省、岩手医大、医
師会、歯科医師会、日赤、
自衛隊、看護協会、理学療
法士協会、医療局、県など

①医療救護班調整（医療支援の移行計画（案）、地区別活動状況等）
②-1情報共有（派遣計画：理学療法士協会）
②-2情報共有：（自衛隊：避難所への支援物資ニーズ）
②-3：情報共有（各保健所からの情報提供）　など

42 H23.5.6（金） 県庁9F会議室

厚生労働省、岩手医大、医
師会、歯科医師会、日赤、
自衛隊、看護協会、医療
局、県など

①医療救護班調整（地区別活動状況等）
②-1情報共有（避難所サーベイランス情報）
②-2情報共有：（歯科医師会：歯科巡回診療の実績）
②-3：情報共有（各保健所からの情報提供）　など
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◆　「いわて災害医療支援ネットワーク」の開催概要（全６８回）

No 期日 実施場所 主な参集機関 主な議題 備考

43 H23.5.9（月） 県庁9F会議室

厚生労働省、岩手医大、医
師会、歯科医師会、日赤、
自衛隊、看護協会、医療
局、県など

①医療救護班調整（地区別活動状況等）
②-1情報共有（県：仮設診療所への支援状況）
②-2情報共有：（医療機関の窓口での取扱い）
②-3：情報共有（各保健所からの情報提供）　など

44 H23.5.11（水） 県庁9F会議室

厚生労働省、岩手医大、医
師会、歯科医師会、日赤、
自衛隊、看護協会、医療
局、県など

①医療救護班調整（地区別活動状況等）
②-1情報共有（いわて災害医療支援ネットワーク中間報告）
②-2情報共有：（仮設歯科診療所の状況）
②-3：情報共有（各保健所からの情報提供）　など

45 H23.5.13（金） 県庁9F会議室

岩手医大、医師会、歯科医
師会、日赤、自衛隊、看護
協会、理学療法士協会、医
療局、県など

①医療救護班調整（地区別活動状況等）
②-1情報共有（避難所サーベイランス情報）
②-2情報共有：（自衛隊：避難所への支援物資ニーズ）
②-3：情報共有（各保健所からの情報提供）　など

46 H23.5.16（月） 県庁9F会議室

岩手医大、医師会、歯科医
師会、日赤、自衛隊、看護
協会、理学療法士協会、医
療局、県など

①医療救護班調整（地区別活動状況等）
②-1情報共有（医師会：予防接種等の気仙医師会への支援）
②-2情報共有：（自衛隊：避難所への支援物資ニーズ）
②-3：情報共有（各保健所からの情報提供）　など

47 H23.5.18（水） 県庁9F会議室

岩手医大、医師会、歯科医
師会、日赤、自衛隊、看護
協会、理学療法士協会、医
療局、県など

①医療救護班調整（地区別活動状況等）
②-1情報共有（日赤：看護ケア班編成と活動計画）
②-2情報共有：（自衛隊：避難所への支援物資ニーズ）
②-3：情報共有（各保健所からの情報提供）　など

48 H23.5.20（金） 県庁9F会議室

岩手医大、医師会、歯科医
師会、日赤、自衛隊、看護
協会、理学療法士協会、医
療局、県など

①医療救護班調整（医療支援の移行計画（案）、地区別活動状況等）
②-1情報共有（医療機関の状況調査）
②-2情報共有：（自衛隊：避難所への支援物資ニーズ）
②-3：情報共有（各保健所からの情報提供）　など

49 H23.5.23（月） 県庁9F会議室

岩手医大、医師会、歯科医
師会、日赤、自衛隊、看護
協会、理学療法士協会、医
療局、県など

①医療救護班調整（地区別活動状況等）
②-1情報共有（日赤：仮設住宅での心のケア活動実績）
②-2情報共有：（自衛隊：避難所への支援物資ニーズ）
②-3：情報共有（各保健所からの情報提供）　など

50 H23.5.26（木） 県庁9F会議室

岩手医大、医師会、歯科医
師会、日赤、自衛隊、看護
協会、理学療法士協会、医
療局、県など

①医療救護班調整（地区別活動状況等）
②-1情報共有（レジオネラ症患者）
②-2情報共有：（自衛隊：避難所への支援物資ニーズ）
②-3：情報共有（各保健所からの情報提供）　など

51 H23.5.31（火） 県庁8Ｌ会議室

岩手医大、医師会、歯科医
師会、日赤、自衛隊、看護
協会、理学療法士協会、医
療局、県など

①医療救護班調整（仮設診療所等による医療提供体制の移行、地区別活動状況
等）
②-1情報共有（日赤：仮設住宅での心のケア活動実績）
②-2情報共有：（自衛隊：避難所への支援物資ニーズ）
②-3：情報共有（各保健所からの情報提供）　など

52 H23.6.2（火） 県庁8Ｌ会議室

岩手医大、医師会、歯科医
師会、日赤、自衛隊、看護
協会、理学療法士協会、医
療局、県など

①医療救護班調整（仮設診療所等による医療提供体制の移行、地区別活動状況
等）
②-1情報共有（日赤：仮設住宅での心のケア活動実績）
②-2情報共有：（派遣計画：医師会JMATなど）
②-3：情報共有（各保健所からの情報提供）　など

53 H23.6.6（月） 県庁8Ｌ会議室

岩手医大、医師会、歯科医
師会、日赤、自衛隊、看護
協会、理学療法士協会、医
療局、県など

①医療救護班調整（地区別活動状況等）
②-1情報共有（避難所サーベイランス情報）
②-2情報共有：（派遣計画：医師会JMAT、日赤心のケアなど）
②-3：情報共有（各保健所からの情報提供）　など

54 H23.6.9（木） 県庁8Ｌ会議室

岩手医大、医師会、歯科医
師会、日赤、自衛隊、看護
協会、理学療法士協会、医
療局、県など

①医療救護班調整（地区別活動状況等）
②-1情報共有（避難所サーベイランス情報）
②-2情報共有：（派遣計画：山田町保健センターへの医師会からの派遣）
②-3：情報共有（各保健所からの情報提供）　など

55 H23.6.13（月） 県庁8Ｌ会議室

岩手医大、医師会、歯科医
師会、日赤、看護協会、理
学療法士協会、医療局、県
など

①医療救護班調整（地区別活動状況等）
②-1情報共有（病院・診療所と応急仮設住宅位置関係図）
②-2情報共有：（避難所サーベイランス情報）
②-3：情報共有（各保健所からの情報提供）　など

～6/10自
衛隊終了

56 H23.6.20（月） 県庁8Ｌ会議室

岩手医大、医師会、歯科医
師会、日赤、看護協会、理
学療法士協会、医療局、県
など

①医療救護班調整（地区別活動状況等）
②-1情報共有（避難所サーベイランス情報）
②-2情報共有：（医師会JMATの活動実績）
②-3：情報共有（各保健所からの情報提供）　など
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No 期日 実施場所 主な参集機関 主な議題 備考

57 H23.6.23（木） 県庁8Ｌ会議室

岩手医大、医師会、歯科医
師会、日赤、看護協会、理
学療法士協会、医療局、県
など

①医療救護班調整（地区別活動状況等）
②-1情報共有（復興基本計画（案）関係、医療提供施設の被害・復旧状況）
②-2情報共有：（日赤：仮設住宅での心のケア活動実績）
②-3：情報共有（各保健所からの情報提供）　など

58 H23.6.27（月） 県庁8Ｌ会議室

岩手医大、医師会、歯科医
師会、日赤、看護協会、理
学療法士協会、医療局、県
など

①医療救護班調整（地区別活動状況等）
②-1情報共有（避難所サーベイランス情報）
②-2情報共有：（医師会JMATの活動状況）
②-3：情報共有（各保健所からの情報提供）　など

6/27～県
立大槌病
院（仮
設）

59 H23.7.4（月） 県庁8Ｌ会議室

岩手医大、医師会、歯科医
師会、日赤、看護協会、理
学療法士協会、医療局、県
など

①医療救護班調整（地区別活動状況等）
②-1情報共有（大震災における子どもの心のケア）
②-2情報共有：（避難所サーベイランス情報）
②-3：情報共有（各保健所からの情報提供）　など

7/4～県
立山田病
院（仮
設）

60 H23.7.11（月） 県庁8Ｌ会議室

岩手医大、医師会、歯科医
師会、日赤、看護協会、理
学療法士協会、医療局、県
など

①医療救護班調整（地区別活動状況等）
②-1情報共有（熱中症傷病者搬送状況、長期精神保健活動状況の報告など）
②-2情報共有：（避難所サーベイランス情報）
②-3：情報共有（各保健所からの情報提供）　など

61 H23.7.19（火） 県庁8Ｌ会議室

岩手医大、医師会、歯科医
師会、日赤、看護協会、理
学療法士協会、医療局、県
など

①医療救護班調整（地区別活動状況等）
②-1情報共有（熱中症傷病者搬送状況、長期精神保健活動状況の報告など）
②-2情報共有：（ＪＭＡＴ岩手による陸前高田市への支援活動）
②-3：情報共有（各保健所からの情報提供）　など

62 H23.7.25（月） 県庁8Ｌ会議室

岩手医大、医師会、歯科医
師会、日赤、看護協会、理
学療法士協会、医療局、県
など

①医療救護班調整（地区別活動状況等）
②-1情報共有（熱中症傷病者搬送状況、長期精神保健活動状況の報告など）
②-2情報共有：（高齢者サポート拠点等整備の進捗状況）
②-3：情報共有（各保健所からの情報提供）　など

7/25～県
立高田病
院（仮
設）

63 H23.8.8（月） 県庁8Ｌ会議室

岩手医大、医師会、歯科医
師会、日赤、看護協会、理
学療法士協会、医療局、県
など

①医療救護班調整（地区別活動状況等）
②-1情報共有（熱中症傷病者搬送状況、長期精神保健活動状況の報告など）
②-2情報共有：（日赤：医療救護活動の終了）
②-3：情報共有（各保健所からの情報提供）　など

～7/29日
本赤十字
終了

64 H23.8.22（月） 県庁8Ｌ会議室

岩手医大、医師会、歯科医
師会、日赤、看護協会、理
学療法士協会、医療局、県
など

①各支援チーム調整（地区別活動状況等）
②-1情報共有（熱中症傷病者搬送状況など）
②-2情報共有：（精神保健福祉センター災害関連研修計画）
②-3：情報共有（各保健所からの情報提供）　など

65 H23.9.5（月） 県庁8Ｌ会議室

岩手医大、医師会、歯科医
師会、日赤、看護協会、理
学療法士協会、医療局、県
など

①各支援チーム調整（地区別活動状況等）
②-1情報共有（熱中症傷病者搬送状況など）
②-2情報共有：（被災地口腔ケア推進事業の実施）
②-3：情報共有（各保健所からの情報提供）　など

66 H23.9.20（火） 県庁8Ｌ会議室

岩手医大、医師会、歯科医
師会、日赤、看護協会、理
学療法士協会、医療局、県
など

①各支援チーム調整（地区別活動状況等）
②-1情報共有（被災者の生活再建、仮設住宅団地周辺環境調査の結果など）
②-2情報共有：（活動報告：医師会JMAT、心のケアチームなど）
②-3：情報共有（子どものこころのケアセンター、震災ストレス相談室）　など

67 H23.10.3（月） 県庁8Ｌ会議室

岩手医大、医師会、歯科医
師会、日赤、看護協会、理
学療法士協会、医療局、県
など

①各支援チーム調整（地区別活動状況等）
②-1情報共有（県：東日本大震災津波における医療救護活動の報告）
②-2情報共有：（活動報告：医師会JMAT、心のケアチームなど）
②-3：情報共有（陸前高田市仮設診療所の運営状況）　など

68 H23.10.17（月） 県庁8Ｌ会議室

岩手医大、医師会、歯科医
師会、日赤、看護協会、理
学療法士協会、医療局、県
など

①各支援チーム調整（地区別活動状況等）
②-1情報共有（今後の震災対策事業（予定））
②-2情報共有：（活動報告：医師会JMAT、心のケアチームなど）
②-3：情報共有（陸前高田市仮設診療所の運営状況）　など
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3－14　災害救助法の適用計画
3－14－1 災害救助法による救助の種類，程度，期間等

救助の
種類

期間

避難所
の設置

災害発生の
日から7日
以内

応急仮
設住宅
の供与

災害発生の
日から20日
以内着工

炊出し
その他
による
食品の
給与

災害発生の
日から7日
以内

飲料水
の供給

災害発生の
日から7日
以内

災害発生の
日から10日
以内

1人世帯 2人世帯 3人世帯 4人世帯 5人世帯
6人以上1人増
す毎に加算

夏 17,500 22,600 33,300 39,900 50,500 7,400

冬 29,000 37,500 52,300 61,300 77,000 10,500

夏 5,700 7,700 11,600 14,000 17,700 2,400

冬 9,200 12,200 17,100 20,300 25,800 3,300

現に飲料水を得ることがで
きない者（飲料水及び炊事
のための水であること。）

当該地域における通常
の実費

輸送費，人件費は別途計上

災害により現に被害を受
け，又は受けるおそれのあ
る者を収容する。

（基本額）
避難所設置費1人1日当
たり300円以内
(加算額）
冬季　別に定める額を
加算
高齢者等の要援護者等
を収容する「福祉避難
所」を設置した場合，
当該地域における通常
の実費を支出でき，上
記を超える額を加算で
きる。

1　高齢者等の要援護者等
を数人以上収容する「福祉
仮設住宅」を設置できる。
2　供与期間
最高2年以内

1　避難所に収容された者
2　全半壊（焼），流失，
床上浸水で炊事できない者
3　床上浸水で自宅におい
て自炊不可能な者

1　1人1日当たり1,010
円以内
2　被災地から縁故先
（遠隔地）等に一時避
難する場合3日分支給可
（大人，小人の差別な
し）

食品給与のための総経費を
延給食日数で除した金額が
限度額以内であればよい。
（1食は1／3日）

（平成21年4月1日現在）

区分

1　費用は，避難所の設
置，維持及び管理のための
賃金職員雇上費，消耗器材
費，建物等の使用謝金，借
上費又は購入費，光熱水費
並びに仮設便所等の設置費
を含む。
2　避難に当たっての輸送
費は別途計上

全半壊（焼），流失，床上
浸水等により，生活上必要
な被服，寝具，その他生活
必需品を喪失，又は毀損
し，直ちに日常生活を営む
ことが困難な者

対象 費用の限度額 備考

住家が全壊，全焼又は流失
し，居住する住家がない者
であって，自らの資力では
住宅を得ることができない
者

1　規格1戸当たり平均
29.7㎡（9坪）を基準と
する。
2　限度額1戸当たり
2,404,000円以内
3　同一敷地内等に概ね
50戸以上設置した場合
は，集会等に利用する
ための施設を設置でき
る。（規模，費用は別
に定めるところによ
る）

1　夏期（4月～9月）冬
期（10月～3月）の季別
は災害発生の日をもっ
て決定する。
2　下記金額の範囲内

1　備蓄物資の価格は年度
当初の評価額
2　現物給付に限ること

全壊
全焼
流失

半壊
半焼
床上
浸水

被服，
寝具そ
の他生
活必需
品の給
与又は
貸与
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医療 災害発生の
日から14日
以内

助産 分べんした
日から7日
以内

災害に
かかっ
た者の
救出

災害発生の
日から3日
以内

災害に
かかっ
た住宅
の応急
修理

災害発生の
日から1月
以内

生業に
必要な
資金の
貸与

災害発生の
日から1月
以内

学用品
の給与

災害発生の
日から（教
科書）1カ
月以内（文
房具及び通
学用品）
15日以内

埋葬 災害発生の
日から10日
以内

医療の途を失った者（応急
的処置）

1　救護班…使用した薬
剤，治療材料，医療器
具破損等の実費
2　病院又は診療所…社
会保険診療報酬の額以
内
3　施術者…協定料金の
額以内

患者等の移送費は，別途計
上

1　救護班等による場合
は，使用した衛生材料
等の実費
2　助産師による場合
は，慣行料金の100分の
80以内の額

妊婦等の移送費は，別途計
上

1　現に生命，身体が危険
な状態にある者
2　生死不明な状 態にある
者

当該地域における通常
の実費

1　期間内に生死が明らか
にならない場合は，以後
「死体の捜索」として取り
扱う。
2　輸送費，人件費は，別
途計上

1　住宅が半壊（焼）し，
自らの資力では応急修理を
することができない者
2　大規模な補修を行わな
ければ居住することが困難
である程度に住家が半壊し
た者

1　住家が全壊，全焼又は
流出し，生業の手段を失っ
た世帯
2　生業を営むために必要
な機材，器具又は資材等を
購入するための費用に充て
るものであって，生業の見
込みの確実な具体的計画が
あり，償還能力のある者

住家の全壊（焼），流失，
半壊（焼），又は床上浸水
により学用品を喪失又は毀
損し，就学上支障のある小
学校児童及び中学校生徒
（特別支援学校の小学部児
童及び中学部生徒も含
む。）及び高等学校等生徒
（高等学校（定時制及び通
信制を含む。），中等教育
学校の後期課程，特別支援
学校の高等部，高等専門学
校，専修学校及び各種学校
の生徒）

災害発生の日以前又は以後
7日以内に分べんした者で
あって災害のため助産の途
を失った者（出産のみなら
ず，死産及び流産を含み現
に助産を要する状態にある
者）

居室，炊事場及び便所
等日常生活に必要最小
限度の部分
1世帯当たり
520,000円以内

1　生業費
1件当たり 30,000円
2　就職支度費
1件当たり 15,000円

1　教科書及び教科書以
外の教材で教育委員会
に届出又はその承認を
受けて使用している教
材実費
2　文房具及び通学用品
は，1人当たり金額以内
小学校児童 4,100円
中学校生徒 4,400円
高等学校等生徒 4,800
円

1　貸与期間
2年以内
2　利子
無利子

1　備蓄物資は評価額
2　入進学時の場合は個々
の実情に応じて支給する。

災害の際死亡した者を対象
にして実際に埋葬を実施す
る者に支給

1体当たり
大人（12歳以上）
199,000円以内
小人（12歳未満）
159,200円以内

災害発生の日以前に死亡し
た者であっても対象とな
る。
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死体の
捜索

災害発生の
日から10日
以内

死体の
処埋

災害発生の
日から10日
以内

障害物
の除去

災害発生の
日から10日
以内

輸送費
及び貸
金職員
等雇上
費

救助の実施
が認められ
る期間以内

実費弁
償

救助の実施
が認められ
る期間以内

行方不明の状態にあり，か
つ，四囲の事情によりすで
に死亡していると推定され
る者

当該地域における通常
の実費

1　輸送費，人件費は，別
途計上
2　災害発生後3日を経過し
たものは一応死亡した者と
推定している。

災事の際死亡した者につい
て，死体に関する処理（埋
葬を除く。）をする。

（洗浄，消毒等）
1体当たり3,300円以内
（一時保存）
・既存建物借上費
通常の実費
・既存建物以外
1体当たり5,000円以内
（検索）
救護班以外は慣行料金

1　検索は原則として救護
班
2　輸送費，人件費は別途
計上
3　死体の一時保存にドラ
イアイスの購入費等が必要
な場合は当該地域における
通常の実費を加算できる。

居室，炊事場，玄関等に障
害物が運びこまれているた
め生活に支障を来している
場合で自力では除去するこ
とのできない者

1世帯当たり137,500円
以内

災害救助法施行令第10条第
５号から第10号に規定する
者

当該地域における慣行
料金による実支出額に
100分の３を加算した額
以内
　土木業者又は建築業
者及びこれらの者の従
業者鉄道事業者及びそ
の従業者軌道経営者及
びその従業者自動車運
送事業及びその従業者
船舶運送業者及びその
従業者港湾運送業者及
びその従業者

1　被災者の避難
2　医療及び助産
3　被災者の救出
4　飲料水の供給
5　死体の捜索
6　死体の処理
7　救済用物資の整理配分

当該地域における通常
の実費

災害救助法施行令第10条第
1号から第4号までに規定す
る者

1人1日当たり
医師，歯科医師 17,400
円以内
薬剤師 11,900円以内
保健師，助産師及び看
護師 11,400円以内
土木技術者及び建築技
術者 17,200円以内
大工，左官及びとび職
20,700円以内

時間外勤務手当及び旅費は
別途に定める額
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○ 災害救助法による救助の実施について（抜粋） 

昭和 40 年５月 11 日社施第９９号  

各都道府県知事宛厚生省社会局長通知  

 

改正 昭和 42 年７月８日社施第 168 号    

昭和 44 年２月 26 日社施第 21 号    

昭和 47 年１月 14 日社施第３号     

平成９年６月 30 日社援保第 120 号   

平成 12 年３月 31 日社援第 867 号    

平成 13 年７月 25 日社援発第 1286 号   

 

 

今般「災害救助費の国庫負担について（昭和」40 年５月 11 日厚生省社第 163 号厚生事務

次官通知。以下「交付要綱」という。）が通知されたところであるが、災害救助法による救

助の実施については、法令及び交付要綱によるほか次の要領によって取り扱い、円滑な救

助の実施について遺憾のないようにされたく通知する。 

 

第１ 災害救助法による救助の実施の要件に関する事項 

災害救助法（昭和 22 年法律第 118 号。以下「法」という。）第２条及び災害救助法施

行令（昭和 22 年政令第 225 号。以下「令」という。）第１条に定める救助の実施要件に

ついては次の点に留意すること。 

１ 災害の認定 

(1) 総則 

ア 法の適用は、市町村（特別区を含む。）を単位として指定するものであること。 

この場合において、地方自治法（昭和 22 年法律第 67 号）第 252 条の 19 第１項の

指定都市にあっては、当該市又は当該市の区を単位とすることができること。 

イ 災害は、原則として同一原因によるものを単位とすること。ただし、同時又は相

接近して異なる原因による災害が発生した場合、必要があると認められるときは、

これらの災害を一の災害とみなして認定してさしつかえないこと。 

ウ 法の適用に当たっては、必要に応じ社会・援護局長に対し技術的助言を求められ

たいこと。 

(2)～(4) ［略］ 

２ ［略］ 

 

第２～第４ ［略］ 

 

第５ 救助の程度、方法及び期間に関する事項 

救助の程度、方法及び期間については、令第９条第１項の規定に基づき、災害救助法
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による救助の程度、方法及び期間並びに実費弁償の基準（平成 12 年３月 31 日厚生省告

示第 144 号。以下「告示」という。）に従い都道府県知事が定めているところであるが、

その実施にあたっては、次の点に留意されたいこと。 

１ 救助の実施時期 

法による救助は一般的には、災害発生の日に開始されることとなるが、雪又は長雨等

で被害が漸増し、一定日時を経た後初めて法の適用基準に達した場合は、法の適用基準

に達し、現に救助を必要とする状態となった日をもって災害発生の日とみなしてとりあ

つかってさしつかえないこと。 

２ 救助の種類別留意事項 

(1)～(3) ［略］ 

(4) 医療及び助産 

ア 救護班は、都道府県立又は市町村立の病院、診療所、日本赤十字社等の医師、薬

剤師及び看護婦等により編成した者であること。 

ただし、これにより十分な要員の確保が困難な場合は、その他の医療機関から雇

い上げ、或いは、法第 24 条の規定による従事命令により医師、薬剤師及び看護婦等

を確保してさしつかえないこと。 

イ 救護班の一員として、医師、薬剤師、看護婦、事務員、運転手等を医療業務に従

事させた場合の費用については、次により取り扱うこと。 

(ア) 国又は地方公共団体に勤務する者は、旅費及び時間外勤務手当等の費用につ

いて事務費として整理すること。 

(イ) 日本赤十字社職員等は、法第 34 条の規定により委託費用として日本赤十字社

に対し補償すること。 

(ウ) 法第 24 条の規定により従事命令を受けた医師、薬剤師及び看護婦等は、同条

第５項の規定により、その実費を弁償すること。 

(エ) その他の者は、賃金職員等雇上費で取り扱うこと。 

ウ 法による医療は、原則として救護班で対応すること。重篤な救急患者等を病院又

は診療所に移送して医療を行った場合には、その移送に要した費用を応急救助のた

めの輸送費とすること。 

(5) ［以下 略］ 
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災害救助法を適用して行う医療に対し支出できる費用等について 

 

(H23.4 医療推進課地域医療推進担当) 

 

１ 支出できる費用 

災害救助法を適用して行う医療は、原則として、救護班による応急的な医療及び患

者の輸送に限られ、支出できる費用は基準告示で定める次のものに限られている。 

 

ア 薬剤、治療材料及び破損した医療器具の修繕費等 

イ 応急救助のための患者輸送費 

 

なお、真にやむを得ない場合は、病院における応急医療に限り、診療報酬の額の範

囲内で支出できる費用として認められている。（例外的措置） 

 

２ 実費弁償 

  応急的医療の業務に従事した者に係る次の費用について、実費弁償を行うこととさ

れている。 

  ア 日 当 

  イ 超過勤務手当 

  ウ 旅 費 

 

３ 扶助金 

  知事の従事命令を受けた医師等が業務に従事したため負傷等をした場合には、扶助

金が支給される。 

  なお、雇上げした者が負傷等をした場合には、扶助金の支給対象とはならない。 

 

【応急医療の実施者別の支出できる費用等】 

 

区  分 支出できる費用 実費弁償 
負傷等した 

場合の扶助金 
摘  要 

国、地方公共団体 ア 薬剤、治療材料

及び破損した医療

器具の修繕費等 

 

イ 応急救助のため

の患者輸送費 

職員の旅費、超過

勤務手当等 

－ 救助事務費 

日本赤十字社 － 救助委託費 

指定地方公共機関 

（県医師会） 旅費、日当及び超

過勤務手当等 

救助費支給不可 

※県条例の規定に準

じて支給（同条件） 

賃金職員雇上費 

≒県による雇上げ 

従事命令（個人） 救助費で支給  
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                          事 務 連 絡 

平成 23 年４月１日 

 

 

地 方 厚 生 ( 支 ) 局 医 療 課  

都道府県民生主管部（局） 

国民健康保険主管課（部）    御中 

都道府県後期高齢者医療主管部（局） 

後期高齢者医療主管課( 部) 

 

 

厚生労働省保険局医療課   

 

 

東北地方太平洋沖地震及び長野県北部の地震に 

関連する診療報酬の取扱いについて 

 

 

 今般、東北地方太平洋沖地震及び長野県北部の地震に関連する診療報酬の

取扱いについて、別添のとおり取りまとめたので、送付いたします。 
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Ⅰ．被災地（災害救助法の適用対象市町村（東京都を除く。）をいう。以下同

じ。） 

 

問１ 日本赤十字社の救護班、ＤＭＡＴ（災害派遣医療チーム）やＪＭＡＴ（日

本医師会による災害医療チーム）などボランティアにより避難所や救護所

等で行われている診療について、保険診療として取り扱うことは可能か。

また、それら診療について一部負担金を患者から徴取してはならないか。

（答） 
  都道府県知事の要請に基づき、日本赤十字社の救護班やＤＭＡＴ、ＪＭＡ

Ｔなど、ボランティアが避難所等で行った医療に係る経費については、 
① 薬剤、治療材料等の実費 
② 救助のための輸送費や日当・旅費等の実費 

などを災害救助法の補助対象としており、これを保険診療として取り扱うこ

とはできない。したがって保険診療としての一部負担金を患者に求めること

はできない。 

 

問２ 保険医療機関の建物が全半壊等し、これに代替する仮設の建物等とし

て、臨時診療所等を設置した場合、保険診療等を行うことは可能か。 

（答） 
  保険医療機関及び保険薬局等の建物が全半壊等し、これに代替する仮設の

建物等（以下「仮設医療機関等」という。）において診療又は調剤等を行う場

合、当該仮設医療機関等と全半壊等した保険医療機関等との間に、場所的近

接性及び診療体制等から保険医療機関等としての継続性が認められる場合に

ついては、当該診療等を保険診療又は保険調剤等として取り扱って差し支え

ない。 
  この場合、代替する仮設の建物において診療、調剤等を行っている旨、速

やかに厚生局に連絡すること。 

 

問３ 被災地の保険医療機関の医師等が、各避難所等を自発的に巡回し、診療

を行った場合、保険診療として取り扱うのか。 

（答） 
  保険診療として取り扱うことはできない。（災害救助法の適用となる医療に

ついては、県市町村に費用を請求する。なお、当該費用の請求方法について

は、県市町村に確認されたい。） 
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問４ 被災地の保険医療機関の医師等が各避難所等を自発的に巡回し診療を

行っている際に、訪れた避難所等において偶然、普段外来にて診療してい

る患者の診察、処方等を行った場合は、保険診療として取り扱うのか。 

（答） 
  保険診療として取り扱うことはできない。（災害救助法の適用となる医療に

ついては、県市町村に費用を請求する。なお、当該費用の請求方法について

は、県市町村に確認されたい。） 

 

問５ 避難所や救護所等において診察を受けて発行された処方せんによる調

剤は、どのような取扱いになるか。 

（答） 

保険調剤として取り扱うことはできない。（災害救助法の適用となる医療

については、県市町村に費用を請求する。なお、当該費用の請求方法につい

ては、県市町村に確認されたい。） 

 

問６ 保険診療による処方せんとはどのように区別したらよいか。 

（答） 

災害により避難所や救護所等において発行された処方せんについては、当

該処方せんに「 災 」と記されている場合もあるが、災害救助法の適用が明

らかな場合は保険診療としては取り扱われないので、処方せんの交付を受け

た場所を患者に確認するなど留意されたい。 

 

問７ 被災地の保険医療機関の医師等が、避難所に居住する疾病、傷病のため

に通院による療養が困難な患者に対して、当該患者が避難所にある程度継

続して居住している場合に、定期的な診療が必要と判断され、患者の同意

を得て継続的に避難所を訪問して診察を行った場合に、訪問診療料（歯科

診療にあっては、歯科訪問診療料）は算定できるか。 

（答） 
算定できる。 
なお、疾病、傷病から通院による療養が可能と判断される患者に対して訪

問診療料（歯科訪問診療料）は算定できない。 
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問８ 問７において、同じ避難所等に居住する複数人に同一日に訪問診療を行

う場合、「同一建物居住者」の取扱いとするか、「同一建物居住者以外」の

取扱いとするか。同様に同じ避難所等に居住する複数人に同一日に同じ訪

問看護ステーションから訪問看護を行う場合はどうか。 

（答） 
いずれも、同一建物居住者の取扱いとする。 
なお、医科の場合にあっては、避難所等において、同一世帯の複数の患者

に診察をした場合は、「同一建物居住者」の取扱いではなく、１人目は「同一

建物居住者以外の場合」を算定し、２人目以降の患者については、初診料又

は再診料若しくは外来診療料及び特掲診療料のみを算定すること。 

 

問９ 避難所等に居住する患者であって、定期的に外来における診療を受けて

いる者からの求めに応じて、当該外来による診療を行っている被災地の保

険医療機関の医師等が避難所等に往診を行った場合、往診料は算定できる

か。 

（答） 
患者が避難所等にある程度継続して居住している場合には、避難所に居住

している患者であって、定期的に外来による診療を受けている者からの求め

があり、当該外来による診療を行っている被災地の保険医療機関の医師等が

避難所等に赴き診療を行った場合には、往診料を算定できる。ただし、２人

目以降については、往診料は算定できず、再診料の算定となる。（通常の往診

料と同じ取扱い） 

 

問１０ 被災地の保険医療機関が、災害等やむを得ない事情により、医療法上

の許可病床数を超過して入院させた場合などは、どの入院基本料、特定入

院料を算定するのか。 

（答） 
  当面の間、以下の取扱いとする。 

 
＜原則＞ 

実際に入院した病棟（病室）の入院基本料・特定入院料を算定する。 

 
＜会議室等病棟以外に入院の場合＞ 

速やかに入院すべき病棟へ入院させることを原則とするが、必要とされる

診療が行われている場合に限り、当該医療機関が届出を行っている入院基本

料のうち、当該患者が入院すべき病棟の入院基本料を算定する。 
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この場合、当該患者の状態に応じてどのような診療や看護が行われている

か確認できるよう、具体的に診療録、看護記録等に記録する。 
なお、単なる避難所としての利用の場合は算定できない（災害救助法の適

用となる医療については、県市町村に費用を請求する。なお、当該費用の請

求方法については、県市町村に確認されたい。） 

 
＜医療法上、本来入院できない病棟に入院（精神病棟に精神疾患ではない患

者が入院した場合など）又は診療報酬上の施設基準の要件を満たさない患者

が入院（回復期リハビリテーション病棟に施設基準の要件を満たさない患者

が入院した場合など）した場合＞ 
○ 入院基本料を算定する病棟の場合  

入院した病棟の入院基本料を算定する（精神病棟に入院の場合は精神病棟

入院基本料を算定。）。 
ただし、結核病棟については、結核病棟入院基本料の注３の規定にかかわ

らず、結核病棟入院基本料を算定する。 

 
○ 特定入院料を算定する病棟の場合 

医療法上の病床種別と当該特定入院料が施設基準上求めている看護配置に

より、算定する入院基本料を判断すること（一般病床の回復期リハビリテー

ション病棟に入院の場合は 15 対１の看護配置を求めていることから、15 対

１一般病棟入院基本料を算定。）。 

 

問１１ 被災地の保険医療機関において、被災地の他の保険医療機関が災害等

の事情により診療の継続が困難となり、当該他の保険医療機関から転院の

受け入れを行った場合に、平均在院日数はどのように算定するのか。また、

平均在院日数が入院基本料等の施設基準を超えた場合、特別入院基本料を

算定するのか。 

（答） 
医療法上の許可病床数を超過して入院させた場合を含め、当該他の医療機

関から転院させた患者を含めて平均在院日数を算定する。ただし、平均在院

日数が入院基本料等の施設基準を超えた場合であっても、当面の間、特別入

院基本料の算定は行わないものとする。 
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問１２ 被災地の保険医療機関において災害等やむを得ない事情により、特定

入院料の届出を行っている病棟に診療報酬上の要件を満たさない状態の患

者が入院（例えば回復期リハビリテーション病棟に回復期リハビリテーシ

ョンを要する状態ではない患者が入院した場合など）した場合に、特定入

院料等に規定する施設基準の要件についてどのように考えればよいか。 

（答） 
  被災地の保険医療機関において、災害等やむを得ない事情により、特定入

院料の届出を行っている病棟に診療報酬上の要件を満たさない状態の患者が

入院（例えば回復期リハビリテーション病棟に回復期リハビリテーションを

要する状態ではない患者が入院した場合など）した場合には、当面の間、当

該患者を除いて施設基準の要件を満たすか否か判断する。 

 

問１３被災地の保険医療機関において、被災地の他の保険医療機関が災害等

の事情により診療の継続が困難となり、当該他の保険医療機関から転院の

受け入れを行った場合に入院の日はどのように取り扱うのか。 

（答） 
当面の間、他の保険医療機関が当該保険医療機関と特別の関係にあるか否

かにかかわらず、当該保険医療機関に入院した日を入院の日とする。 

 

問１４ 被災地の保険医療機関において、通常外来診察を行っている患者に訪

問診療を行った場合に、訪問診療料（歯科診療にあっては、歯科訪問診療

料）は算定できるか。 

（答） 
居宅で療養を行っており、疾病、傷病のために通院による療養が困難なも

のに対しては訪問診療料（歯科訪問診療料）を算定できるが、疾病、傷病か

ら通院による療養が可能と判断されるものに対しては、訪問診療料（歯科訪

問診療料）の算定はできない。（通常の訪問診療料等の規定のとおり） 
 

問１５ 問７、８及び１４に関し、保険薬剤師が避難所又は居宅を訪問し、薬

学的管理及び指導を行った場合、在宅患者訪問薬剤管理指導料は算定できる

か。 

（答） 

問７、８及び１４における訪問診療料等の算定に係る扱いと同様である。 
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問１６ 被災地以外の都道府県で登録した保険医が、被災地の保険医療機関で

診療を行った場合、保険請求可能か。 

（答） 
  被災地以外の都道府県で登録した保険医が被災地の保険医療機関で行った

場合には、被災地において、当該保険医が保険診療に従事する被災地の保険

医療機関から診療報酬の請求が行われることになる。 

 
Ⅱ．被災地以外 

問１７ 被災地以外の保険医療機関において、被災地の保険医療機関が災害等

の事情により診療の継続が困難となり、当該被災地の保険医療機関から、

医療法上の許可病床数を超過して転院の受け入れを行った場合などに、ど

の入院基本料、特定入院料を算定するのか。 

（答） 
  当面の間、以下の取扱いとする。 

 
＜原則＞ 

実際に入院した病棟（病室）の入院基本料・特定入院料を算定する。 

 
＜医療法上、本来入院できない病棟に入院（精神病棟に精神疾患ではない患

者が入院した場合など）又は診療報酬上の施設基準の要件を満たさない患者

が入院（回復期リハビリテーション病棟に施設基準の要件を満たさない患者

が入院した場合など）した場合＞ 
○ 入院基本料を算定する病棟の場合  

入院した病棟の入院基本料を算定する（精神病棟に入院の場合は精神病棟

入院基本料を算定。）。 
ただし、結核病棟については、結核病棟入院基本料の注３の規定にかかわ

らず、結核病棟入院基本料を算定する。 

 
○ 特定入院料を算定する病棟の場合 

医療法上の病床種別と当該特定入院料が施設基準上求めている看護配置に

より、算定する入院基本料を判断すること（一般病床の回復期リハビリテー

ション病棟に入院の場合は 15 対１の看護配置を求めていることから、15 対

１一般病棟入院基本料を算定。）。 
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問１８ 被災地以外の保険医療機関において、被災地の保険医療機関が災害等

の事情により診療の継続が困難となり、当該被災地の保険医療機関から医

療法上の許可病床数を超過して転院の受け入れを行った場合に、平均在院

日数はどのように算定するのか。 

（答） 
被災地以外の保険医療機関において、被災地の保険医療機関が災害等の事

情により診療の継続が困難となり、当該被災地の保険医療機関から地震の発

生日以降に医療法上の許可病床数を超過するなどして転院の受け入れを行っ

た場合、当面の間、当該患者を除いて平均在院日数を算定する。 

 

問１９ 被災地以外の保険医療機関において、災害等やむを得ない事情によ

り、特定入院料の届出を行っている病棟に診療報酬上の要件を満たさない

状態の患者が入院（例えば回復期リハビリテーション病棟に回復期リハビ

リテーションを要する状態ではない患者が入院した場合など）した場合に、

特定入院料等に規定する施設基準の要件についてどのように考えればよい

か。 

（答） 
  被災地以外の保険医療機関において、災害等やむを得ない事情により、特

定入院料の届出を行っている病棟に診療報酬上の要件を満たさない状態の患

者が入院（例えば回復期リハビリテーション病棟に回復期リハビリテーショ

ンを要する状態ではない患者が入院した場合など）した場合には、当面の間、

当該患者を除いて施設基準の要件を満たすか否か判断する。 

 

問２０ 被災地以外の保険医療機関において、被災地の保険医療機関が災害等

の事情により診療の継続が困難となり、当該被災地の保険医療機関から転

院の受け入れを行った場合に入院の日はどのように取り扱うのか。 

（答） 
当面の間、被災地の保険医療機関が当該被災地以外の保険医療機関と特別

の関係にあるか否かにかかわらず、当該被災地以外の保険医療機関に入院し

た日を入院の日とする。 
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問２１ 被災地以外の保険医療機関において、被災地の介護施設、避難所等か

ら入所者等の受入を行った場合、入院基本料、特定入院料等は算定できる

か。 

（答） 
医学的判断に基づき入院が必要と判断された場合には算定できる。なお、

単なる避難所としての利用の場合は算定できない（災害救助法の適用となる

医療については、県市町村に費用を請求する。なお、当該費用の請求方法に

ついては、県市町村に確認されたい。） 

 
Ⅲ．その他 

問２２「有床義歯の取扱いについて」（昭和 56 年５月 29 日保険発第 44 号）

において、６カ月以内の再度の有床義歯の製作については、遠隔地への転

居のため通院が不能になった場合、急性の歯牙疾患のため喪失歯が異なっ

た場合等の特別な場合を除いて、前回有床義歯を製作してより６カ月以降

とする取扱いであるが、ここでいう特別な場合には、今般の東北地方太平

洋沖地震及び長野県北部の地震による被災に伴い有床義歯を滅失又は破損

した場合も該当するのか。 

（答） 
該当する。なお、この場合において、有床義歯を再製作するに当たって

は、診療録及び診療報酬明細書「摘要」欄に東北地方太平洋沖地震又は長

野県北部の地震による被災に伴う６カ月未満の有床義歯の再製作である旨

を記載すること。 
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平成２３年東北地方太平洋沖地震及び津波に係る歯科保健医療班の派遣計画について 

 

社団法人岩手県歯科医師会 

 

１ 活動内容 

平成２３年度東北地方太平洋沖地震の被災者を対象に、歯科疾患の重症化防止、咀嚼

機能の低下防止、呼吸器感染症の防止等を目的として応急歯科治療、口腔ケア、歯科健

診及び歯科相談等の口腔衛生に係る活動を行う。 

 

２ 派遣チーム 

（１）歯科医療・口腔ケア対策チーム ３班編成 

（第１班は歯科医師３名、歯科衛生士５名、歯科技工士１名の編成） 

（第２班は歯科医師３名、歯科衛生士３名、歯科技工士１名の編成） 

（第３班は歯科医師１名、歯科衛生士２名の編成） 

応急歯科治療、口腔ケア、歯科健診及び歯科相談等を実施する。 

（２）口腔ケア対策チーム ６班編成 

（１班につき歯科医師１名、歯科衛生士２名の編成予定） 

口腔ケア、簡単な歯科治療、歯科健診及び歯科相談等を実施する。 

 

３ 派遣期間 

（１）歯科医療・口腔ケア対策チーム 

平成２３年４月１日から平成２３年４月２８日まで（予定） 

（２）口腔ケア対策チーム 

平成２３年３月３０日から平成２３年５月３１日まで（予定） 

※ ニーズ、避難者数、歯科診療所の再開状況等に応じて期間を短縮又は延長する予定

あり。その際は、事前に岩手県保健福祉部医療推進課と協議する。 

 

４ 派遣地域 

（１）歯科医療・口腔ケア対策チーム 

大船渡市三陸町、陸前高田市、釜石市栗林町、大槌町、宮古市田老、山田町 

この地域の拠点救護所の中から、診療を再開している歯科医療施設が近くにない箇

所を巡回する。 

（２）口腔ケア対策チーム 

大船渡市、陸前高田市、釜石市、大槌町、宮古市、山田町 

この地域の拠点救護所を中心に、避難所全体を巡回する。一部の地域については地

区歯科医師会等と分担して巡回する。 

 

５ その他 

その他の被災地及び内陸部の避難所における口腔ケア対策は、地区歯科医師会等が担

当する。 
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派遣スケジュール予定 

（１）歯科医療・口腔ケア対策チーム 

①第１班（大船渡市三陸町、陸前高田市担当）※千葉県巡回歯科診療車他 

日 月 火 水 木 金 土 

     4/1 4/2 

     下矢作ｺﾐ 
 

14-16 

長部小学校 
10-12 
14-16 

4/3 4/4 4/5 4/6 4/7 4/8 4/9 

 花菱縫製 
10-12 
14-16 

広田小学校
10-12 
14-16 

モビリア
10-12 
14-16 

高寿園 
10-12 
14-16 

下矢作ｺﾐ 
10-12 
14-16 

長部小学校 
10-12 
14-16 

4/10 4/11 4/12 4/13 4/14 4/15 4/16 

 花菱縫製 
10-12 
14-16 

広田小学校
10-12 
14-16 

モビリア
10-12 
14-16 

高寿園 
10-12 
14-16 

下矢作ｺﾐ 
10-12 
14-16 

長部小学校 
10-12 
14-16 

4/17 4/18 4/19 4/20 4/21 4/22 4/23 

 花菱縫製 
10-12 
14-16 

広田小学校
10-12 
14-16 

モビリア
10-12 
14-16 

高寿園 
10-12 
14-16 

下矢作ｺﾐ 
10-12 
14-16 

長部小学校 
10-12 
14-16 

4/24 4/25 4/26 4/27 4/28 4/29 4/30 

 花菱縫製 
10-12 
14-16 

広田小学校
10-12 
14-16 

モビリア
10-12 
14-16 

高寿園 
10-12 
14-16 

  

※巡回歯科診療車配置場所及び診療時間 

②第２班（釜石市栗林町、大槌町、山田町担当）※愛知県歯科医師会巡回歯科診療車 

日 月 火 水 木 金 土 

     4/1 4/2 

     山田高校 
 

14-16 

山田病院 
10-12 
14-16 

4/3 4/4 4/5 4/6 4/7 4/8 4/9 

 陸中青少年の家 
10-12 

山田高校 
14-16 

大槌高校
10-12 
14-16 

吉里吉里小学校
10-12 
14-16 

栗林小学校
10-12 

大槌高校
14-16 

山田高校 
10-12 
14-16 

山田病院 
10-12 
14-16 

4/10 4/11 4/12 4/13 4/14 4/15 4/16 

 陸中青少年の家 
10-12 

山田高校 
14-16 

大槌高校
10-12 
14-16 

吉里吉里小学校
10-12 
14-16 

栗林小学校
10-12 

大槌高校
14-16 

山田高校 
10-12 
14-16 

山田病院 
10-12 
14-16 

4/17 4/18 4/19 4/20 4/21 4/22 4/23 

 陸中青少年の家 
10-12 

山田高校 
14-16 

大槌高校
10-12 
14-16 

吉里吉里小学校
10-12 
14-16 

栗林小学校
10-12 

大槌高校
14-16 

山田高校 
10-12 
14-16 

山田病院 
10-12 
14-16 

4/24 4/25 4/26 4/27 4/28 4/29 4/30 

 陸中青少年の家 
10-12 

山田高校 
14-16 

大槌高校
10-12 
14-16 

吉里吉里小学校
10-12 
14-16 

栗林小学校
10-12 

大槌高校
14-16 

  

※巡回歯科診療車配置場所及び診療時間 
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③第３班（宮古市田老担当）※岩泉町巡回歯科診療車 

日 月 火 水 木 金 土 

     4/1 4/2 

       
 
 

4/3 4/4 4/5 4/6 4/7 4/8 4/9 

   宮古北高校
10-12 
14-16 

   

4/10 4/11 4/12 4/13 4/14 4/15 4/16 

   宮古北高校
10-12 
14-16 

   

4/17 4/18 4/19 4/20 4/21 4/22 4/23 

   宮古北高校
10-12 
14-16 

   

4/24 4/25 4/26 4/27 4/28 4/29 4/30 

   宮古北高校
10-12 
14-16 

   

※巡回歯科診療車配置場所及び診療時間 

※ 巡回歯科診療車の配置場所及び診療時間については、ニーズ、避難所の状況等に

応じて変更する予定あり。配置場所及び診療時間については、避難所に事前に周知

し、変更がある場合は、あらためて周知することとする。 

（２）口腔ケア対策チーム 

①第１班（大船渡市担当） 

②第２班（陸前高田市担当） 

③第３班（釜石市担当） 

④第４班（大槌町担当） 

⑤第５班（宮古市担当） 

⑥第６班（山田町担当） 

・ ４月１日から各避難所を週１回の頻度で巡回し、口腔ケア等の活動を実施する。 

・ ３月３０日、３１日の２日間に各班の先遣隊（各班２～３名ずつ）が各対象地域の

避難所を巡回し、口腔衛生用品の配布、誤嚥性肺炎防止ポスターの掲示、巡回歯科診

療及び口腔ケアの周知チラシの掲示、各避難所に関する口腔保健状況（口腔衛生用品

の充足度、口腔衛生の阻害要因、口腔衛生行動の状況、飲食の状況、避難者の年齢構

成、要支援者・要介護者の数、口腔ケアの実施状況等）の把握を行う。 

 

- 136 -


	東日本大震災津波の医療救護活動
	本文
	１　はじめに
	２　被災の概要
	３　応急的な医療救護の確保等
	４　主な課題
	５　課題への対応方向
	６　おわりに 

	参考資料
	参考資料目次
	P15災害の状況
	P17協力要請等 
	P36いわて災害医療支援ネットワーク
	P64復興のロードマップ
	P65仮設診療所
	P66医療提供体制の考え方
	P67DMAT数
	P69医療救護チーム数（地域別）
	P77医療救護チーム数（都道府県別ほか）
	P102支援ネットワークの会議状況
	P107災害救助法
	P134歯科医療救護関係





